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第七次看護職員需給見通 しに関する検討会報告書

1.は じめ に

看護職員の人材確保に関 しては、看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成 4年法

律第 86号)第 3条に基づき、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指

針が策定されているところである (平成 4年 12月 25日 文部省・厚生省・労働省告示第

1号 )。 同指針において、国は、医療提供体制等を踏まえた需給見通 しに基づいて看護師

等の養成を図るなど就業者数の確保に努めるべきものとされている。

かかる看護職員の需給見通 しについては、看護職員確保に資する基本的な資料として、

概ね 5年ごとにこれまで 6回にわたり策定されてきた。

第六次看護職員需給見通 しについては、看護職員の業務密度、負担が高 くなつているこ

と、患者本位の質の高い医療サー ビスを実現する必要があるとして、看護職員を質・量と

もに確保することが求められていることを踏まえ、平成 18年から平成 22年までの 5年

間の需給見通 しとして平成 17年に策定されたものである。

同需給見通 しについては、短時間勤務の看護職員が多くなつてきていたことを踏まえ、

初めて常勤換算によつて取 りまとめることとした。同需給見通 しにおいては、平成 18年

の需要見通 しを約 131万 4千人、供給見通 しを約 127万 2千人、平成 21年の需要見

通 しを約 138万 4千人、供給見通 しを約 135万 6千人と見込んだところである。

他方、看護職員就業者数の実績としては、平成 18年に実人員で約 133万 3千人、平

成 21年に約 143万 4千人となつており、これを基に衛生行政報告例における実人員と

常勤換算の就業者数の比率で常勤換算の人員数について推計をすると、平成 18年に約 1

24万 6千人、平成 21年に約 132万 5千人となつている。

これには、第六次看護職員需給見通 しにおいては、策定過程の途中において常勤換算に

よる算定が導入されることとなったことから、各施設に対する調査等において、実人員と

常勤換算に関する十分な把握ができなかつたこと等が影響 しているところである。

一方、平成 21年 3月 に取 りまとめられた「看護の質の向上と確保に関する検討会中間

とりまとめ」においては、①少子化による養成数の減少などを踏まえた長期的な需給見通

しや、②看護職員の確保のために、働 く意向がある潜在看護職員を把握する仕組みづくり、

多様な勤務形態の導入や院内保育所の整備などにより就労継続及び再就業の支援体制を

強化すること等の推進策が求められ、これ らを総合的に勘案 して第七次看護職員需給見通

しを策定することとされたところである。

-1-

一-391-一



このような状況を踏まえ、看護職員確保に資する基本的な資料として引き続き需給見通

しを策定するため、本検討会は、平成21年 5月 の設置以来、都道府県における調査の実

施等の過程を経て、のべ8回にわたって検討してきたが、今般、平成23年から平成27
年までの看護職員需給見通しを取りまとめたのでここに報告する。

2.新 たな看護職員需給見通 しの策定

(1)策定の方法

本検討会においては、看護職員需給を取り巻く現状を概観した後に、看護職員の需要数

や供給数についてどのように把握すべきか、その精度を高めるためにどのような調査や推

計方法をとるべきか、医療機関等に対して行う調査にどこまで調査項目を盛り込むかとい

つた点について検討を行つた。

その結果、今回の需給見通しについては、地域の医療提供体制の確保を担う都道府県が、

都道府県における実情を踏まえ、都道府県ごとの需給見通しを策定し、厚生労働省に対す

る報告がなされた後に、全国的な観点からの整合性の確保に向けた調整を経て策定するこ

ととした。そして、以下のような第七次看護職員需給見通し策定方針及び標準的な調査票

について取りまとめ、各都道府県に対して通知した (平成21年 8月 28日付け医政発0

828第 1号厚生労働省医政局長通知)。

① 策定の考え方

今後の医療ニーズの増大・高度化や看護の質の向上が求められていることに鑑み、看

護職員の就業の現状と同時に、各施設における看護の質の向上や勤務環境の改善などを

見込んだ場合の看護職員の需要数について把握するが、供給については、一定の政策効

果も加味する。

実態を適切に把握するため、各施設の協力を得て、より精度の高い調査の実施に努

める。

なお、算定に当たっては、看護職員全体を積み上げることとするが、助産師につい

ては再掲とする。

② 調査の方法

都道府県は、看護職員の需要数・供給数について都道府県ごとに積上げを行い、厚生

労働省で取りまとめる。

なお、調査票については、看護担当責任者 (看護部長等)が記載し、提出に当たつ
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ては、各施設 (所)長に了承を得るものとする。

③ 需要数の推計方法

看護職員の需要数を施設ごとに推計する。

各施設における看護の質の向上や勤務環境の改善などを見込む。 (な お、保健師助産

師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の改正についても留意する。)

④ 供給数の推計方法

平成23年から平成27年の供給数は、都道府県が推計するものとする。

なお、算定の考え方は、次のとおりとする。

年当初就業者数+新卒就業者数+再就職者数―退職等による減少数

各都道府県においては、上記の策定方針を踏まえ、関係団体、有識者、住民代表等の参

加協力を得て、需給見通しに係る検討の場を設置し、地域の特性を考慮し、必要に応じて

調査項目を追加するなど調査方法及び推計方法について検討を行つた。

このような検討を踏まえ、各都道府県において、各医療機関等が現状及び今後の運営方

針を踏まえて記入した調査票の集計を基にして、算定作業を実施した。

例えば、全数調査の対象施設となつている病院の需要数の推計については、各病院から

都道府県に対して、労働基準法 (昭和22年法律第49号)や育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成 3年法律第76号 )等が規定する法

定労働時間、年次有給休暇、育児休業、介護休業、さらには保健師助産師看護師法及び看

護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に関する法律 (平成21年法律第78
号)に伴う増減要因に関し実現可能と判断される場合の需要人数について回答がなされ

た。各都道府県においては、各病院が回答した人員数を集計したものを、調査の回答率を

勘案して当該都道府県の病院全体の需要数として推計していた。

なお、介護療養型医療施設については、調査実施時点において今後の具体的な取扱いが

必ずしも明確でなかったこともあって、平成27年まで介護保険施設において計上した都

道府県と、病院、診療所に計上することとした都道府県があった。

また、訪間看護ステーションについては、全数調査の対象施設となつていることから、

多くの都道府県においては、病院と同様に増減要因について実現可能と判断される場合の

需要人数として訪間看護ステーションが回答した人員数を集計したものを基に、回答率を

勘案して当該都道府県全体の需要数として計上していた。他方、一部の都道府県において

は、訪間看護ステーションの整備目標が独自に立てられており、これを勘案した推計が行

われていた。

これに対し、供給数のうち再就業者数及び退職率の減少数については、多くの都道府県
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においては、再就業者数の現状や退職の実績等を踏まえつつも、定着促進や再就業支援に

係る施策の一層の強化による政策効果も加味 して推計を行つていた。

厚生労働省においては、各都道府県か らの報告を受けた後、個別にヒアリングを実施す

ることにより、各都道府県が算定 した需要見通 し及び供給見通 しにっいて把握 した。そし

て、これ らの都道府県の需給見通 しを積み上げることを通 じて全国の需給見通 しを策定す

ることとした。

なお、需要数、供給数の推計に当たつては、近年、短時間勤務の看護職員が増加 してい

ることから、第六次の需給見通 じと同様に、常勤換算で算定することとした。ただ し、参

考として、実人員による需給見通 しも作成することとした。

また、需給見通 しの期間については、第六次の需給見通 じと同様に、平成 23年から平

成 27年までの 5年間とすることとした。

(2)新たな看護職員需給見通 し

本検討会において検討を重ねた策定方針に基づき、各都道府県が積上げを行い、これを

全国規模で取りまとめた平成23年から平成27年までの看護職員に係る需要と供給の

見通しについては、別表 1及び別表2の とおりであり、その概要は以下のとおりである。

また、平成23年以降の看護職員に係る都道府県別の需要と供給の見通しについては、

別表3及び別表4の とおりである。

① 需要見通し

看護職員の需要見通じとしては、平成23年の約 140万 4千人から、平成27年
には約 150万 1千人に増加するものと見込んでおり、約6.9%の 伸び率となつて

いる。

病院については、約90万人から約96万 6千人に増加するものと見込んでおり、

これは約7.3%の伸び率である。

診療所については、約23万 2千人から約24万 2千人になるものと推計している。

助産所については、約 2千人で微増傾向となつている。

訪問看護ステーションについては、約 2万 8千人から約 3万 3千人に増加するもの

と見込んでおり、需要数全体の伸び率を大きく上回る約 16.9%の 伸び率となつて

いる。

介護保険関係については、約 15万 3千人から約 16万 5千人に増加するものと見
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込んでおり、約7.4%の伸び率となっている。

社会福祉施設、在宅サービスについては、約 2万人から約 2万 2千人になるものとの

見込みである。

看護師等学校養成所については約 2万人、保健所・市町村については約 3万 8千人

でほぼ現状維持となつている。

事業所、研究機関等については、約 1万 4千人から約 1万 5千人への微増となつて

いる。

看護職員のうち助産師の需要数については、約 3万 2千人から約 3万 5千人に増加

するものと見込んでおり、約9.4%の伸び率となつている。

病院の助産師については約 2万 1千人から約 2万 4千人に、診療所の助産師につい

ては、約 6千人から約7千人に増加するものと見込んでいる。

助産所の助産師については、約 2千人で微増傾向となっている。

② 供給見通し

看護職員の供給見通しとしては、平成23年の約 134万 8千人から、平成27年
には約 148万 6千人に増加するものと見込んでおり、約 10.2%の伸び率となつて

いる。

当初就業者数については、平成23年の当初就業者数は約 132万 1千人で、平成

27年の当初就業者数は約 144万 8千人となっている。

新卒就業者数については、約 5万人から約 5万 3千人に増加するものと見込んでい

る。

再就業者数については、約 12万 3千人から約 13万 7千人に増加するものと推計

しており、約 11.6%の 伸び率となっている。

退職等による減少数については、約 14万 5千人から約 15万 2千人に増加するも

のと見込んでおり、約4.8%の伸び率となつている。

また、看護職員のうち助産師の供給数については、平成23年の約 3万人から、平

成27年の約 3万 4千人に増加するものと見込んでおり、約 14.3%の伸び率となつ

ている。

上記の看護職員の需給見通しの数値については、医療現場における看護職員不足の実態

を反映したものとなつていないのではないか、本検討会において需要数の加算をさらに行

うべきではないかとの意見もあった。

しかしながら、前述のように当検討会が決めた策定方針に基づき各都道府県が取りまと
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めた需要数については、病院等の各施設の看護担当責任者 (看護部長等)が各施設 (所 )

長の了承を得て、各施設における看護の質の向上や勤務環境の改善などの要因に関 し実現

可能と判断 して記載 した人数を基に積算されたものである。したがって、医療現場等の実

態を最も熟知 している関係者によつて作成された資料が基礎となつている。

また、平成 27年までの看護職員の需要数については、策定方針に基づき各都道府県が

とりまとめた人員数に代わる合理的な根拠ある数値も得られていない状況である。

3.長 期 的 な看 護 職 員需 給 見 通 しの 推計

少子化による養成数の減少などを踏まえた長期的な需給見通 しの推計について検討す

るため、本検討会においては、厚生労働科学研究費補助金による関連する研究課題 (研究

代表者 :伏見清秀「地域の実状に応 じた看護提供体制に関する研究」)の研究結果につい

て聴取をした。

平成 20年 11月 に取 りまとめられた社会保障国民会議の最終報告においては、「医療

D介護費用シミュレーション」として医療提供体制に関する複数のシナ リオを前提とした

2025(平 成 37)年 段階における推計結果が提示されたところである。

本検討会においては、社会保障国民会議による「医療・ 介護費用シミュレーション」に

よつて示されたシナ リオを基に、看護職員の人員配置条件を修正 して推計 した需要の見通

しと、一定の前提を置いて推計 した供給の見通 しが、上記厚生労働科学研究の研究代表者

から報告された。

研究結果としては、現在のサー ビス提供体制を前提として、単純に基本需要を推計する

というシナ リオの場合には、看護職員の年間労働時間について 1,800時間とすると、

2025(平 成 37)年 における看護職員の需要数については、実人員ベースで約 191
万 8千人から約 199万 7千人と推計された。また、一般病床を急性期と亜急性期・回復

期等に機能分化 し、医療資源を一層集中投入するというシナ リオの場合には、看護職員の

年間労働時間について 1,800時間とすると、 2025(平 成 37)年 における看護職

員の需要数については、実人員ベースで約 183万 9千人から約 191万 9千人と推計と

された。

他方、供給数については、2025(平 成 37)年 において実人員ベースで約 179万
8千人という推計であつた。

このように、厚生労働科学研究において推計が行われた、いずれのシナ リオにおいても
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2025(平 成 37)年 に、需要数が供給数を上回る結果となつた。しか しながら、長期

推計においては、今後の制度改革の進展により、医療提供体制の機能分化がどのようにな

されるか、多様な就業形態がどのように定着 していくかといった要素が大きな影響をもた

らすことから、上記の研究結果については、今後の看護職員確保対策を検討 していくに当

たつて参考となる知見と位置付けるべきものと考えられる。

4.看護職員確保対策の推進

看護職員確保対策については、これまでも看護師等の確保を促進するための措置に関す

る基本的な指針等に基づき各般の施策が講じられてきたところであるが、平成23年から

平成27年までの看護職員需給見通しを着実に実現していくためには、定着促進を始めと

して、養成促進、再就業支援にわたる看護職員確保対策について一層の推進を図つていく

ことが必要不可欠である。

平成22年 6月 に閣議決定された「新成長戦略」においては、医療・介護・健康関連産

業は「日本の成長牽引産業」として位置付けられているとともに、質の高い医療 “介護サ

ービスを安定的に提供できる体制を整備することとされており、そうした観点からも看護

職員の確保対策を推進していくことは重要な課題である。

(1)養成促進

養成力の確保に関して、国においては、民間立の看護師等養成所の運営に対する支援や、

助産師養成所・看護師養成所 2年課程 (通信制)の開設準備に必要な専任教員等配置経費

に対する支援を実施している。

また、都道府県においても看護師等養成所の運営に対する補助を始めとして、県立大学

養成所の運営、修学資金貸与事業の実施、看護体験・看護の日等の普及啓発の推進、就職

ガイダンスに取り組んでいるところである。

医療の高度化、療養の場や国民のニーズの多様化といった変化に的確に対応することが

できる資質の高い人材を看護職員として養成していくためには、引き続き上記のような促

進策を講じていく必要があるとともに、養成段階において看護基礎教育の質の担保を図る

ことが後述の定着促進にも効果を挙げるものと考えられる。

今回の需給見通しにおいては、平成27年までの間の 18歳人口が大きく変化しないこ

と、社会人や他分野の学部等を卒業した入学者の増加が見られること等から、入学者の減
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少など少子化の影響は見込まれていないところである。

しか しながら、中長期的には、少子化の一層の進行も予想されることから、例えば、現

在 13%程 度である看護師等学校養成所の入学者の男性比率についてその向上を図るこ

と等も含めた対応を検討 していくことが必要である。

また、多様な社会経験を有する者にとつても、看護師等学校養成所を経て看護職員とな

ることが魅力的な選択となるよう、就学支援等の強化を図つていくべきである。

(2)定着促進

看護職員の離職率が改善されない限り、養成を促進しても需給状況を改善することは困

難であることから、定着の促進を図ることは極めて重要な課題となつている。

① 職場定着の現状

今般の看護職員需給見通し策定のために都道府県が実施した調査によれば、常勤退職

者の主な退職理由としては、本人の健康問題、人間関係、家族の健康 口介護問題、出産

・育児、結婚等が多く列挙されていた。

この点に関しては、既に離職した看護職員となった者を対象として実施した社団法人

日本看護協会の調査においては、妊娠 `出産、結婚、勤務時間が長い・超過勤務が多い

といつた理由が挙げられていた。

また、都道府県が実施した調査における本人の健康問題という回答の背景には、看護

職員の不規則なシフト、夜勤回数の多さ、超過勤務の多さなど過酷な労働条件があるの

ではないかとも指摘されている。

他方、前述の都道府県による調査においては、看護職員の定着促進を促すために効果

を挙げている取組みについても質問をしており、調査票に回答した施設からは、有給休

暇の取得促進、人を育て個人を大切にする風土づくり、超過勤務削減のための取組み、

研修体制の確立、外部研修への援助等によるキャリアアップの支援、多様な勤務形態の

導入等が多く挙げられていた。

② 勤務環境の改善

入院医療への対応を考慮すれば、看護職員の勤務において夜勤という要素を切り離す

ことはできない。他方、医療の高度化等に伴い、勤務実態も多忙なものとなつているが、

夜勤による交代制勤務を伴う過酷な超過勤務の継続は慢性的な疲労に繋がり、医療安全
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の確保という観点からも問題ではないかとの指摘もある。

かかる状況の改善を図るため、労働時間管理への取組みを促進するほか、看護業務に

ついてもその効率化を推進 していく必要がある。平成 22年 4月 30日付け医政発 04
30第 1号厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推

進について」においても、医療関係事務を処理する事務職員 (医療クラーク)、 看護業

務等を補助する看護補助者等について、医療スタッフの一員として効果的に活用するこ

とが望まれるとされているところである。

③ 多様な勤務形態の導入、病院内保育所の整備

子育てや家族の介護といつた事情を抱えながら就業を続けるためには、多様な勤務形

態を導入することが求められる。

多様な勤務形態のうち、フルタイムの正職員よリー週間の所定労働時間が短い正職員

である短時間正職員制度を導入したことが、職員の定着、離職率の低下に一定の効果を

もたらしたという事例も本検討会に報告されたところである。

国においては、子どもを持つ看護職員、女性医師を始めとする医療従事者の離職防止

及び再就業を促進するため、医療機関に勤務する職員の乳幼児や児童の保育を行う事業

に対する支援を実施している。

また、都道府県においても、病院内保育所の運営や施設整備に対する補助を始めとし

て、短時間正規雇用等の看護職員の多様な勤務形態導入の支援に取り組んでいるところ

である。

引き続き、看護職員の定着に向けて、これらの支援施策の強化を図つていくべきであ

る。

④ 研修等による資質の向上

研修等による看護職員の資質の向上については、患者に対して良質な医療の提供を行

うことに繋がるとともに、看護職員需給見通し策定のために都道府県が実施した調査に

対する回答にも表れているように、看護職員にとつて魅力ある職場環境に資するものと

して、定着へのインセンティブともなつているものと考えられる。

平成21年の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保に関する法律の一部改

正法によつて、看護職員は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修を受け、その資

質の向上を図るように努めなければならないと規定されたところである。

看護職員需給見通しの策定のための都道府県による調査によれば、新卒職員に特有の
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主な退職理由として、現代の若者の精神的な未熟さや弱さのほか、基礎教育終了時点と

現場とのギャップ、看護職員に従来より高い能力が求められるようになってきているこ

と等が列挙されている。

国は、看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、新人看護職員が基本的な実践能

力を獲得するための研修を支援 しており、都道府県もこうした取組みに注力している。

今後も新人看護職員研修の充実に努めるとともに、病院等において、教育研修を担う

職員に対する支援を講 じていくべきである。

⑤ 訪間看護における確保対策

今般の需給見通しにおいては、訪間看護ステーションの看護職員の需要数について、

平成23年から平成27年にかけて約 16.9%増加するものと見込まれていることか

ら、訪間看護という働き方に応じた確保策を講じていくことが求められている。

看護職員に対して訪間看護という働き方に関する広報活動を進めるとともに、訪間看

護ステーションについては、一般に事業規模が小さいことから、単独で研修を実施する

ことや、職員の乳幼児の保育に対応することが困難な面があるため、今後定着促進に向

けて工夫を講じていく必要性が高い。

また、訪間看護の利用者が重度化し、緊急対応も求められる中で、事業所規模の拡大

など訪間看護サービスを安定して提供できるような体制を構築することが必要である。

(3)再就業支援

看護職員需給見通し策定のための都道府県調査によれば、看護職員の再就職に効果を挙

げている取組みとして、調査票に回答した施設では、職業安定所 (ハ ローワーク)に求人

を出している、求人広告をしている、いつでも見学、相談ができるようにしている、退職

者を勧誘している、ナースバンクに求人を出している等が列挙されていた。

国や都道府県においては、求人 口求職情報の提供や無料職業紹介などを行うナースバン

ク事業に対する補助や、潜在看護師や潜在助産師等となつて暫く経つた者であっても看護

技術の進展に対応した知識等を習得して、安心して再就業することが可能となるように臨

床実務研修に対する補助を実施している。

ナースバンクについては、ハローワークにおける実績と比較をすると職業紹介にまで至

つた件数は少ないものの、丁寧な相談を実施できることから、ハローワークを始め雇用関

係部局とも連携した取組みを進めることにより再就業支援の効果を一層増大させていく

ことが期待される。
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なお、看護職員の資質の向上に寄与するものとして、看護職員需給見通 し策定のための

都道府県からの調査においては、専門看護師・認定看護師の今後の配置計画についても質

問を行つており、回答をした施設のうち、専門看護師については 10.0%、 認定看護師

については 14.9%が 、平成 27年までの増員予定があるとしていた (平成 22年 11
月現在における専門看護師の登録者数は約 450人 、同月現在における認定看護師の登録

者数は約 7,400人 )。

5. おわ りに

看護職員需給見通 しについては、これまで看護職員確保に資する基礎的資料として活用

するため、中期的な将来見通 しとして策定されてきたが、実際に需給見通 し期間にどのよ

うな状況となつたのかに関 しては、就業者数の実績 しか把握されなかつた。より的確な需

給見通 しを策定 していくためには、今後、需給見通 し期間に実際に生 じた看護職員の需要

数についても把握できるよう検討すべきである。

また、今後 5年間の看護職員に係る需要と供給の見通 しの概要については、2.の (2)

に記載 したとおりであるが、本検討会においては、地域による偏在や医療機関の規模等に

よる偏在の解消を図つていくべきことも指摘されたところである。

このため、都道府県における需給確保に関する検討を重ねるほか、医療現場の特性に応

じた確保対策の検討に資するための資料を提供するという観点から、次回以降の需給見通

しの策定に当たっては、調査の集計を担っている都道府県の負担を考慮 しつつも、開設主

体別など施設区分内のデータを取 りまとめることについて検討すべきではないかとの意

見があつた。

なお、需給見通 しについては、中期的な観点から看護職員の需要数と供給数について検

討を行 うものであること、策定方針の決定から施設に対する調査を経て報告書を取 りまと

めるまで一定の期間を要することから、毎年策定するような性質のものではないが、今後

医療提供体制に大きな変革が行われた場合には、新たな需給見通 しを策定する必要がある

か否かについては、その時点において判断すべきものと考えられる。

ところで、本検討会においては、前述のとおり従来から策定されてきた 5年間の看護職

員需給見通 しに加え、今般新たに長期的な需給見通 しの推計についても検討を行つたとこ

ろである。

これは少子化による養成数の減少など長期的な観点に立った需給見通 しについて検討
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することの重要性が認識されたことによるものである。

もっとも、長期的な需給見通 しに関 しては、今後の医療機関の機能分化など医療提供体

制の在 り方、医療機関内における看護職員とそれ以外の職員の役割分担の見直 し、あるい

は短時間勤務雇用者など多様な就業形態の定着の動向等によって大きな影響を受けるこ

とが予想されることから、今後の需給見通 しの検討に当たって更なる検討を進めていくこ

とが必要なものと考えられる。

急速に高齢化が進展 し、医療技術が進歩する中で、看護職員の確保の重要性は、今後ま

すます増大 していくものと想定されるところであるも

看護師等の人材確保の促進に関する法律においては、国の責務として、看護師等の養成、

研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師の処遇の改善そ

の他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ず

るよう努めなければならないこと等が規定されている (第 4条第 1項から第 3項 )。

また、地方公共団体の責務として、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、

看護師等の確保を促進するための措置を講ずるよう努めなければならないことが規定さ

れている (同条第 4項 )。

さらに、病院等の開設者についても、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに

業務に従事する看護師等に対する臨床研修の実施や看護師等が自ら研修 を受ける機会を

確保できるようにするために必要な配慮等を講ずる努力義務が規定されている (第 5条 )。

関係者がこのような役割を十分に果た していくためには、必要となる財源についても確

保を図つていくことが極めて重要であるとの意見が示されたところである。

今後、我が国が人口減少の局面を迎えていく中で、国を始めとして広 く関係者が力を合

わせて看護職員の確保対策を着実に講 じていくことを強 く期待する。
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(単位 :人、常勤換算)

区 分 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年

昴
而 要 見 通 し 1,404,300 1,430,900 1,454,800 1,477,700 1,500,90C

①病    院 899,800 919,500 936,600 951,500 965,700

②診  療  所 232,000 234,500 237,000 239,400 242,20C

③助  産  所 2,300 2,300 2,400 2,400 2,400

④要テ■ξ言ョ蓄 28,400 29,700 30,900 32,000 33,200

⑤ 介護保険関係 153,300 155,100 157,300 160,900 164,70C

⑥桂竃塀生警贅ヽ 誤?「 19,700 20,400 20,900 21,500 22,10C

等
所

師
成養

護
校

看
学

⑦ 17,600 17,700 17,700 17,800 17,900

③ 保健所 。市町村 37,500 37,600 37,800 38,000 38,20C

⑨事業所、研究機関等 13,800 14,000 14,100 14,300 14,500

供 給 見 通 し 1,348,300 1,379,400 !,412,400 1,448,300 1,486,000

①年当初就業者数 1,320,500 |,348,300 1,379,400 1,412,400 1,448,300

②新卒就業者数 49,400 50,500 51,300 52,400 52,700

③再 就 業 者 数 123,000 126,400 129,600 133,40C 137,100

④撮
職
ち|こ

よ
象 144,600 145,900 147,900 149,900 152,100

需要見通 しと供給見通 しの差 56,000 51,500 42,400 29,500 14,900

(供給見通 し/需要見通 し) 96.0% 96.4% 97.1% 98.0% 99.0%

注)四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致 しない。

(別 表 1)

第七次看護職員需給見通 し
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(単位 :人、実人員 )

区 分 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年

帯
而 要 見 通 し 1,541,000 1,570,300 1,597,800 1,623,800 1,650,200

D病     院 938,300 958,800 977,500 998,400 1,008,700

②診  療  所 280,500 283,800 286,900 289,700 293,20C

③助  産  所 2,70C 2,800 2,800 2,800 2,90C

護

ン

看

シ

間

一一丁

訪

ス
36,400 38,000 39,500 41,000 42,400

介 護 保 険 関 係 182,800 185,400 188,400 193,000 197,900

⑥社竃写生警識` 選?「 22,900 23,700 24,400 25,100 25,800

等
所

師
成養

護
校

看
学

⑦ 18,900 19,000 19,000 19, 100 19,10C

③ 保健所 ‐市町村 42,400 42,700 42,900 43,10C 43,300

⑨ 事業所、研究機関等 16,000 16,200 16,400 16,600 16,800

供 給 見 通 し 1,481,200 1,516,700 1,554,600 l,595,900 1,639,70C

年当初就業者数 1,449,200 1,481,200 1,516,700 1,554,600 1,595,90C

新 卒 就 業 者 数 50,900 52,100 52,900 54,000 54,40G

③再 就 業 者 数 140,40G 144,500 148,40C 153,000 157,700

④撮
職
ち|こ

よ
象 159,400 161,000 163,300 165,700 168,300

需要見通 しと供給見通 しの差 59,800 53,600 43,200 27,800 10,500

(供給見通 し/需要見通 し) 96.1% 96.6% 97.3% 98.3% 99.4%

注)四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致 しない。

参考 第七次看護職員需給見通 し
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暢 1表2)

第七次看護職員需給見通 し (再掲 助産師)

(単位 :人、常勤換算 )

区 分 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年

壷
而 要 見 通 し 31,900 32,800 33,600 34,300 34,900

病 院 21,300 22,100 22,700 23,200 23,700

診 療 所 6,100 6,300 6,400 6,50C 6.60C

助 産 所 2,200 2,200 2,200 2,200 2,300

護

ン

看
シ

間

・一

訪

ス

介 護 保 険 関 係

社会福祉施設、
在宅サー ビス

を
＞

⑤
く

＜
除

等
所

師
成養

護
校

看
学

1,7∞ 1,800 |,700 1,800 1,80C

③ 保健所・市町村 500 500 500 500 50C

⑨事業所、研究機関等 C 0 C 0 0

供 給 見 通 し 30,100 31.200 32,30C 33,400 34,400

年当初就業者数 29,000 30,100 31,200 32,300 33,400

②新卒就業者数 1,700 1,700 1,700 |,800 1,800

③再 就 業 者 数 2,500 2,600 2,700 2,800 2,80C

④撮
職
ち|こ

よ
象 3,200 3,300 3,300 3,400 3,500

需要見通 しと供給見通 しの差 1,800 1,700 1,300 900 500

(供給見通 し/需要見通 し) 94.4% 95 1% 96.1% 97.4% 98.6%

注)四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致 しない。
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参考 第七次看護職員需給見通 し (再掲 助産師)

(単位 :人、実人員 )

区 分 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年

昴
而 要 見 通 し 35,300 36,300 37,100 37,800 38,500

① 病    院 22,100 22,900 23,600 24,100 24,600

②診  療  所 7,600 7,700 7,900 8,000 8,100

③ 助  産 所 2,600 2,600 2,700 2,700 2,70C

護

ンヨ

看

シ

間

・一

訪
ス

④

⑤ 介護保険関係

⑥軽竃写竺警識` 凛R「
等
所

師
成養

護
校

看
学

⑦ 1,900 1,900 l,900 1,900 1,90C

③ 保健所・市町村 1,100 1,100 1,100 1.100 1.10C

⑨ 事業所、研究機関等 100 100 100 100 10C

供 給 見 通 し 33,300 34,500 35,700 36,900 38,10C

① 年当初就業者数 32,200 33,300 34,500 35,700 36,90C

② 新卒就業者数 1,800 1,800 1,800 1,800 1,80C

再 就 業 者 数 3,000 3,000 3,200 3,200 3,30C

退 職 等 に よ る
減  少  数

3,500 3,600 3,700 3,800 3,90C

需要見通 しと供給見通 しの差 2,000 1,800 1,400 900 40C

(供給見通 し/需要見通 し) 94.3% 95.0% 96.2% 97 6% 99.0ツ

注)四捨五入のためt各項目の数値の合計等は一致 しない。
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鰯1表3)
第七次看護職員需給見通 し都道府県別

(単位 :人 、常勤換算 )

区分
平成 23年 平成 27年

需要数 供給数 需要見通 しと供給見通 しの差 需要数 供給数 需要見通 しと供給見通 しの差

)1北海道 76.345.0 72.490 ( 4.355.0       94.39 80.592 0 78,869.C 1,723 0        97 9,

)2青森県 19,829 8 18,927 〔 901 9        95 5ワ 21,237 3 21,090.5 146 8        99.3,

)3岩手県 16.592.5 15,824 Z 768 1        95.4, 17,170_6 16,433.2 737 4        95 7,

)4宮城県 24,457 1 23.819 1 637 4       97 4ワ 26.687 5 26.640 7 46 8        99 8,

)5秋田県 13,702.2 13.562 1 139 5        99.0, 14.264 1 14,250 9 13 2       99 9'

06山 形県 14,604 0 13,670_1 933.9        93 6, 14,907 3 14,457 7 449 6        97 09

07福 島県 24,410 0 24.156 ( 254_0       99 0, 25.581.0 25,565 0 16_0        99 911

08茨城県 27.884 8 25 555.ヽ 2.328 9       91 6, 30 043 8 29.078 7 965 1        96.801

)9栃 木県 20,650.4 19,887 C 762 8        96 39 21.595.4 21,109 ε 485.6        97 8γ

10群馬県 22,287 7 21,910.5 377.2        98 311 24,542 1 23 616 C 925 2        96 2リ

11埼 玉県 49,847.7 48,917 8 929.9       98.1% 55,626. 54 536 8 1,089 3       98 011

12千 葉県 45,887 3 43,456 8 2,430 5       94 7, 50,891 6 49,410 0 1,481 6       97.lil

13東京都 115,462 C 112.839 0 2,623 0        97_7γ 120,575 0 120,575 C 0 0       100 011

14神奈川県 731160.C 59,110 0 14,050 0        80_8γ 81,1180 79,340 C 1,778.0        97 8%

15新潟県 26,793 C 26,613 0 180.0       99 3il 28,440 0 28,454 0 Zヽ  14 0       100 0%

16富山県 14,129.9 13,777 6 352 3       97.5γ 14,986 9 14,834 6 102.3        99 3%

17石川県 16,579.1 16.202 8 376_3        97.711 17.534 7 17,485_3 49 4        99 711

18福井県 10,740 ( 10,467 8 272.8       97 5γ 11,526 6 11,360 6 166.0        98.6%

9山 梨県 9.046.1 8.3444 201.7        97.811 9,481.6 9 385 4 96 2        99.Oll

20長野県 24.307 C 23.578.0 729.0       97 09 25,833.8 25.568.0 265 8       99.091

21岐阜県 20.624.9 19 244.3 1.380.6       93.3察 22,213.9 219164 297 5        98.7%

22静岡県 35,198.8 33.785 5 1.413 3        96 011 37,208 5 36.348 〔 860.2        97 7%

23愛知県 69,327_4 65,147.1 4,180.3        94 011 74.656.C 73,870_1 786.7        98 911

24二重県 18,207 17.6450 562.3        96.9% 20,226 1 20,295.0 Zゝ  68.9       100 3%

25滋賀県 13,235.1 142 7 92.4       99311 14.433.7 14,393 2 40 5        99 711

26京都府 28,581 3 0 224 3       99.2il 30,780 9 30,780 0 0 9       100 0%

27大阪府 88,909 0 85,250.0 3.659 0        95 9% 98,553.0 99,508 0 A 955.0       101 0%

28兵庫県 60 193 9 58,954_4 1.239 4       97.911 64.817.こ 64,774.受 43 2        99 9%

29奈良県 14,157 0 13,365 0 792 0       94.4% 15,924.0 16,002. Zゝ  78 0       100 5%

30和歌山県 13,8164 13,196 6 619.8       95.5% 14,610.8 14,354.( 256 2        98 2%

1鳥取県 8 328.0 8,052 0 276 0       96.7% 8,832.C 8,594 C 238 0       97 3il

32島根県 10.687 6 10.352 8 334 7        96 911 11,226.7 10.981〔 244 9       97 89

33岡山県 25.522.1 24.917 1 605.0       97.6il 26,818.( 26,745 4 73.2        99 7γ

34広島県 41.948 8 40,563 4 :,385 4       96 7% 44,378.1 43,785 7 592.4        98.7%

35山 口県 21.222.0 20,846 0 376 0        98 211 22,463 C 22,380 0 83 0        99 611

36徳島県 12.406.4 11 958.8 447 6       96 411 2,973 7 12,876_4 97 3        99.3%

37香川県 14.218.3 13,840 0 378.3       97 311 4,853.2 14 786 0 67 2        99.59

38愛媛県 19.622.7 19,466.0 156 7       99.2% 9,979.6 19,803.1 176 5        99.1,

39高知県 12,989.1 12,766 0 223.1        98 3% 3,491 6 13,445 6 46.0       99 7,

40福岡県 76.522 76,002 3 520 4       99.311 80,633.C 80,566 4 67 5        99 99

1佐賀県 13,640 5 13 043 2 597.3        95 6% 14,420 5 13,988 9 431_6       97 09

12長崎県 24.422.( 23 565 0 85710        96 511 24,993 C 24,534 0 459.0        98 2,

13熊本県 29,030.〔 28,459 4 571 4        98.0% 31,284.2 31,262 21 4       99.9,

:4大分県 19.050.6 18.787 0 263 6       98.611 19,878 6 19 709 169 6        99 1%

5宮崎県 :8,833 1 18,520.3 312 8        98_311 19.949.6 19,881 68_0        99 7γ

16鹿児島県 29,064 9 28,617 3 447 6       98 5% 3o,580 0 30,451 1 128 9        99_611

7沖縄県 17.337 0 16.823 8 513 2        97 011 18,124 9 17 926 198 1        98 911

注)四 捨五入のため、需要見通しと供給見通しの差が需要数―供給数と一致しない都道府県もある。
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参考 第七次看護職員需給見通 し都道府県別

注 )四捨五入のため、需要見通しと供給見通しの差が需要数―供給数と一致しない都道府県もある。

―-408-―

(単位 :人、実人員)

区 分
平成 23年 平成 27年

需要数 供給数 需要見通 じと供給見通 しの差 需要数 供給数 需要見通 じと供給見通しの差

)1北海道 82.504 76,954 5,550        93.39 86,577 83,16モ 3,412       96.1,

)2青森県 20,87 19,92〔 948        95 5, 22,377 22.19C 178        99.2,

)3岩手県 17,34 16,56“ 777        95.5, 18,033 17.201 832        95.49

)4宮城県 25,76“ 25,089 675        97_4, 28,218 27.854 364        98 7,

35秋 田県 14,62( 14,47C 156        98 9, 15,256 15,20〔 53        99_7ワ

Э6山形県 15,282 14,351 931        93 9, 15,605 15,328

〕7福島県 25,61C 25,29〔 324        98.7, 26,869 26,774 95       99 6リ

〕8茨城県 30,409 28,20( 2,209        92 7, 32,74〔 32.326 422        98 7,

〕9栃木県 22,947 21,99〔 952        95 99 24,02〔 23.235 788        96 7,

10群馬県 24,713 24.28〔 425        98 3, 26.212 ! 098        96.0馴

11埼玉県 55,548 54,42( 1.128        98.0, 61 89C 60,669 1,230        98_0%

12千葉県 51,815 49,26( 2,549       95.1 59,127 57,43Z 1,693        97 1

13東京都 128.069 124,66( 3,409        97.39 134,40C 134,40( 0       100.OⅨ

14神 奈川県 82.585 66.67( :5,915       80 7馴 91,704 89,48( 2,218        97.6リ

15新潟県 28,862 28,72( 142        99 59 30,821 31,09( △ 278       100 9%

16富 山県 15 498 14,86( 632        95.9明 16,311 16,12Z 187        98.9%

17石 川県 17.779 17.49〔 284        98.4γ 18.834 19,041 △ 207       101 lll

18福井県 11,490 11,26( 230        98.0" !2.357 12.29( 67        99 511

19山 梨県 9,766 9.52〔 241        97 59 10,185 9.99C 186        98.2γ

20長野県 26.854 26.35C 503        98.19 28,381 28.13t 246        99_1%

21岐阜県 23,06C 21.43C 1,630        92.99 24.763 24.406 357       98.69

22静岡県 39,13C 37,805 1,325       96.6, 41,325 40,939 386       99.1,

23愛知県 80,22ラ 74,828 5,399        93.3, 86,146 84,710 1,436        98 39

24二重県 20,964 20,221 743        96_59 22,993 22,843 150        99 3%

25滋賀県 15,056 14,881 175        98.89 16,430 16.355 75        99.5%

26京都府 34 508 34.227 282        99 2il 36,801 36 998 △ 197   1005%
27大阪府 98.207 98.603 △ 396       100.411 :09.031 119.530 Zゝ  10,499       109 6%

28兵庫県 69,189 67,374 1 815        97 4% 74,264 73,682 582        99 2%

29奈良県 16,961 15,266 1 695        90 0% 19,234 18,76C 468        97 6%

30和歌山県 15,998 15.285 16,922 16,511 405        97_6%

31鳥取県 9.047 8.747 300        96 7% 9.554 9.22( 331        96 5%

32島根県 11.475 11.001 474        95 9% i2,042 11 58( 456        96 2%

33岡 山県 27,324 26,91( 408        98 5% 28,835 28,75〔 80       99 7%

34広島県 45,320 43,80 1.513        96 7% 47,97C 47.287 683        98 6γ

35山 口県 23.231 22.81( 412        98 211 24,681 24,589 92        99 6il

36徳島県 13,164 12.68Z 480        96 4% 13,611 120       99 111

〕7香川県 15,275 14,900 375        97 511 15,962 15,811

38愛媛県 20,788 20,630 158       99 211 20,892 295        98 611

39高知県 13.509 13,258 251        98_1% 14,068 13,903 165        98 8Ⅸ

10福岡県 80 785 80,229 556        99.3% 85,263 85,059 204        99 8%

11佐 賀県 14,460 14,066 394        97 3al 15,263 15,083 180        98 811

12長崎県 25 776 24,898 878        96 601 26,343 25,765

13熊 本県 30.400 684        97 8γ 33.041 32 622

14大 分県 20,278 20,007 271         98 7γ 20.967 176        99 201

15宮 崎県 19,495 252        98_71 21.013 20,950 63        99 7%

16鹿児島県 30,597 30,110 487        98 4% 31,983 156       99 5%

7沖 縄県 18,134 17,603 531        97 1% 18,984 18,706 278        98 5%



第七次看護職員需給見通 し都道府県別 (再掲 助産師)       (別 表4)

(単位 :人、常勤換算)

区分
平成 23年 平成 27年

需要数 供給数 需要見通 じと供給見通 しの差 需要数 供給数 需要見通 しと供給見通 しの差

)1北海道 (助 ) 1,561 0 1,493 C 68 0        95 69 1,651 1,641 0 10 0        99 4,

〕2青森県 (助 ) 302.5 42 9        87.69 359 ε 337 4 22 4        93_8il

)3岩 手県 (助 ) 324 4 303( 20_8        93 6リ 332 C 313〔 19.1        94 311

)4宮 城県 (助 ) 648 C 605 ( 42 4        93 5馴 703 [ 694 〔 9 0        98 77

)5秋田県 (助 ) 333 9 328 G 5 0       98 5Ч 344 ( 354 ( △ 9 7       102 8察

)6山 形県 (助 ) 344 4 326 1 18 3        94.7〕 356 4 347 1 9 3        97 4γ

)7福島県 (助 ) 474 C 472 C 2 0       99 6駄 519C 532 0 △ 13 0       102.5%

)8茨 城県 (助 ) 584 4 525 〔 58 6        90.0, 676 C 24 3        96.4γ

〕9栃木県 (助 ) 8 387_( 34 2        91 9, 523 〔
′
■ 38 6        92 69

10群馬県 (助 ) 400 8 395.2 5 6        98.6) 422 C 8 4       98.0%

11埼玉県 (助 ) 1,149 9 !.125 〔 24 1        97.99 1,260.こ 1,255 Z 5 1        99 611

12千 葉県 (助 ) 1,155 7 929〔 226 2        80 4釧 1 3198 1.030 4 289_4        78_1%

13東京都 (助 ) 3,776 0 3.606 C 170 0        95.5〕 3 947 3.947( 0 0       100 0%

14神奈川県 (助 ) 1,760.0 1,640 0 120.0       93 2, 2.161 2,116( 45 0       97.9%

15新潟県 (助 ) 796.0 1 0       99.99 833.C 864 ( △ 31 0       103 7%

16富 山県 (助 ) 329.7 3140 15.7       95 3, 365 ( 340 〔 25 1        93 1%

17石 川県 (助 ) 352 5 19 0       94_6〕 386.C 372_4 14 5       96 311

18福井県 (助 ) 224 204 192     914ゝ 251 C 224 〔 27 4       89 1%

19山 梨県 (助 ) 201 4 223.[ △ 8 3       103 7%

20長野県 (助 ) 650 8 626 〔 24 5       96 705[ 15 2        97 911

21岐 阜県 (助 ) 560_0 4630 970       82 7, 634 1 15.3       97 6%

22静岡県 (助 ) 976.7 950 6 26 1        97_39 1,082_ 1 160〔 △ 78 2       107 2%

23愛 知県 (助 ) 1,806 7 !.674.7 132_0        92.7跳 1.957 1.927 30 2        98 5ib

と4二重県 (助 ) 348 4 303 0 45.4     870馴 427.2 387 う 39 5       90 8%

25滋 賀県 (助 ) 373 4 349_4 24 0        93.611 405 4 391 Z 14 0       96 5%

26京 都府 (助 ) 772 0 764 3 7_7        99 0% 863 4 878 〔 △ 14_9       101 7%

≧7大阪府 (助 ) 2,376 0 2.261 0 115 0        95 2% 2.511.0 2.807 △ 296 0       111.8%

28兵 庫県 (助 ) 1,391 9 1,352 7 39 2       97 2% 1.585 2 1 577 1 8 1        99 5%

29奈 良県 (助 ) 3190 3150 4.0        98 7% 396 0 399 0 △ 3 0       100 8%

'0和
歌山県 (助 ) 288 7 266 3 22.4        92 2% 3118 △ 7 3       102 3%

〕1鳥取県 (助 ) 251 0 244 0 7 0       97.2Ч 256 0 260 0 △ 4 0       101.6%

32島 根県 (助 ) 283_5 239 7 43 7        84 6" 291.6 6 2       97 9%

〕3岡 山県 (助 ) 448 8 398 6 50 2        88 89 494 9 490 7 4 2        99 2%

34広 島県 (助 ) 796 9 738.9 58 0       92 7) 853 9 820_0 33 9       96_0%

〕5山 口県 (助 ) 361 0 355 0 6 0       98 3Ⅸ 400 0 359 0 41 0       89 8%

36徳島県 (助 ) 228 8 2172 11 6        94.9% 242 0 243 0 △ 1 0       100 4%

〕7香川県 (助 ) 264 1 244 1 20 0       92 41・ 295_`4 268 26 9       90 9%

38愛 媛県 (助 ) 272 5 254 3 18 2        93 3% 288 5 280 2 8 3       97 1%

39高 知県 (助 ) 169 9 166 2 3 7        97.8% 177 9 178 1 △ 0 2       100 1%

10福 岡県 (助 ) 1,193 7 1,187 1 6 6        99.4% 1,264 8 1,241 9 22.9        98 2%

11佐 賀県 (助 ) 229 3 184 9 44 4        80.6% 263 0 201 8 61 2       76 7%

42長崎県 (助 ) 398 0 367 0 31 0       92.2% 411.0 410 1 0 9       99 8%

43熊 本県 (助 ) 423 0 391 9 31 1        92 7% 436 8 434 1 2 7        99 4%

44大 分県 (助 ) 295 7 281 0 14_7        95 01・ 302 0 9 2       97 0%

45宮 崎県 (助 ) 281 8 269 3 12 5        95.6% 330_9 8 9 1        97 2%

46鹿児島県 (助 ) 474_9 463 6 11 3        97 6% 506 500 0 6 1        98 8%

47沖 縄県 (助 ) 470 4 448 9 21 5        95 4% 494 9 39 2        92 7%

注)四捨五入のため、需要見通しと供給見通しの差が需要数―供給数と一致しない都道府県もある。
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参考 第七次看護職員需給見通 し都道府県別 (再掲 助産師 )

(単位 :人 、実人員)

区 分
平成 23年 平成 27年

需要数 供給数 需要見通じと供給見通しの差 需要数 供給数 需要見通 じと供給見通 しの差

)1北海道 (助 ) 1.67“ 1.60〔 69        95.99 1,778 1,746 32        98 2,

)2青森県 (助 ) 41        88 69 19        94 89

)3岩手県 (助 ) 22       93 5% 20        94 29

)4宮城県 (助 ) 57       92 0% 35        95.59

)5秋田県 (助 ) 4       98 9% △ 11       103 0,

)6山 形県 (助 ) 17       95_1リ 11        97 0,

)7福島県 (助 ) 0       100 09 535 △ 14       102 6,

)8茨 城県 (助 ) 102       84 8γ 70        90.8,

)9栃 木県 (助 )
五
十 37        92 2% 42       92 7,

10群 馬県 (助 ) 7        98 411 10       97 9,

11埼玉県 (助 ) 1.285 1,258 27        97 911 1,399 1.39〔 6       99 69

12千葉県 (助 ) 1,351 1,068 283        79.1, 1.564 1.20( 358        77 1%

13東京都 (助 ) 4,175 3,993 182       95.6, 4.351 4.351 0       100 0%

14神奈川県 (助 ) 2,012 1,890 2.440 2.44( 0       100.0%

5新潟県 (助 ) △ 28       103.211

6富 山県 (助 ) 25        93 511

17石 jll県 (助 ) 15       96.09 414 5        98 8%

18福井県 (助 ) 17       92.8,

19山梨県 (助 ) 4       98.29 △ 5       102.0%

20長野県 (助 ) 17       97 6, 787 4        99 5%

21岐阜県 (助 ) 120        81 0% 32        95 5%

22静岡県 (助 ) 1,07 1,031 46        95 711 1,191 1,254 △ 63       105 3%

3愛知県 〈助 ) 2,10 ! 988 119        94.4% 2,24( 2,235 13        99 4%

24三重県 (助 )

●
０ 52       86.5% ■

， 43        90 711

25滋賀県 (助 ) 41 12        97.2% 46〔 0       100 0%

26京都府 (助 ) 893 10        98 9% 1.010 △ 17       101 7%

7大阪府 (助 ) 2,643 2.598 45        98 3% 2.78( 3 325 △ 539       119 3%

28兵 庫県 (助 ) 1.621 1.568 54       96.7% 1 817 1 790 27       98 5%

29奈 良県 (助 ) 29       92.9% △ 49       110.1%

'0和
歌山県 (助 ) 330 33       90.0" 4        98 9%

1鳥取県 (助 ) 7        97 3Ⅸ 266 △ 4       101.5%

〕2島根県 (助 ) 295 249 46       84 4熙 8        97.411

〕3岡 山県 (助 ) 58       88 291 △ 6     101.1%

〕4広 島県 (助 ) 893 829 64        92.8γ 31        96 7%

35山 口県 (助 ) 10        97.5Ⅸ 44        89 9%

〕6徳島県 (助 ) 224 12        94.911 △ 1       100.4%

7香川県 (助 ) 20        92 8% 27       91.211

〕8愛媛県 助 ) 21        92 71 292 13       95.7%

〕9高知県 助 ) 5        97 2% 2        98 9%

10福 岡県 助 ) 1,287 1.280 7        99.5% 1.391 1.340 51        96 3%

1佐賀県 助 ) 40        83 3% 61        73_0%

12長崎県 助 ) 34       92 1γ 444 7       98 4%

13熊本県 (助 ) 406 35       92 1γ 6        98 8%|

:4大 分県 (助 ) 20        93 5% :4        95 8%|

:5宮崎県 (助 ) 360 354 6        98_3%|

16鹿児島県 (助 ) 24        95_4% 539 11        98 0%|

17沖縄県 (助 ) 24        95_310 49        91 5%|

注)四捨五入のため、需要見通しと供給見通しの差が需要数―供給数と一致しない都道府県もある。
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国際医療福祉大学大学院教授

九州大学大学院医学研究院医療経営 口管理学教授

青森県立保健大学副学長

全日本病院協会副会長

日本曝妻護協

“

導専務饗聾義

栃木県保健福祉部長

フリーアナウンサー

大阪府健康医療部長

全国自治体病院協議会常務理事

全国自治体病院協議会常務理事 ※第5回まで)

南区医師協会南区メディカルセンター

訪問看護ステーション管理者

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究所

医療情報システム学教授

日本医師会常任理事

日本医師会常任理事 ※第5回まで)

学校法人吉田学園理事長

(五十音順、敬称略)

一則俊

雄松

田生

田

羽

吉
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保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正

1.教育内容について

(1)保健師の教育内容

【別表 1】 (傍線部分は改正部分)

新 神 1日

教育内容 単位数 備考 教育内容 単位数 備考

公衆衛生看護学 16(14) 地域看護学 12(10) 学校保健・産

業 保 健 を含

む。

公衆衛生看護学概論 ワ

“ 地域看護学概論 ９

“

個人・家族・集団・

組織の支援

個人・家族・集団の

生活支援

公衆衛 生看護 活動

展開論

地域看護活動展開

論

公衆衛生看護管理

論

健康危機管理

を含む。

地域看護管理論

疫学 2 疫学 ９

“

保健統計学 2 保健統計学 2

保健医療福祉行政論 3(" 保健福祉行政論 3(2)

臨地実習

公衆衛生看護学実

習

５

一

５

一
保健所 。市町

村での実習を

含む。

臨地実習

地域看護学実習

４

一

４

一
保健所 。市町

村での実習を

含む。

個人・家族・ 集

団・組織の支援実

習

９

“ 継続 した指導

を含む。

個人・家族・集団

の生活支援実習

９

“ 継続 した訪問

指導を含む。

公衆衛生看護活

動展開論実習

３

一

「

―

ト

ー

リ

地域看護活動展

開論実習

２

一

「

―

ト

ー

リ

公衆衛生看護管

理論実習

地域看護管理論

実習

合  計 28(25) 合   計 23(20)

備考       ‐

― 単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三

十一年文部省令第二十人号)第二十一条第二

項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規

定する課程を設けるものと併せて指定を受

け、かつ、その学生又は生徒に対 し一の教育

。課程によりこの表及び男1表三に掲げる教育内

容を併せて教授 しようとするものにあつて

は、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教

育上適切と認められる場合において、臨地実

習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二
十三単位以上であるときは、この表の教育内

容ごとの単位数によらないことができる。

備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三

十一年文部省令第二十人号)第二十一条第二

項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規

定する課程を設けるもの と併せて指定を受

け、かつ、その学生又は生徒に対 し一の教育

課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内

容を併せて教授 しようとするものにあつて

は、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教

育上適切 と認められる場合において、臨地実

習四単位以上及び臨地実習以外の教育内容土
九単位以上であるときは、この表の教育内容
ごとの単位数によらないことができる。
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(2)助産師の教育内容

【別表 2】 (傍線部分は改正部分)

基礎助産学

助産診断・技術学

地域母子保健

助産管理

基礎助産学

助産診断・技術学

地域母子保健

助産管理

臨地実習

助産学実習 実 習 中分べ ん

の取扱 い につ

いては、助産師

又 は医師 の監

督 の下 に学 生

1人 につ き 1

0回 程度 行 わ

せること。この

場合において、

原則 として、取

扱 う分べんは、

正期産 。経隆分

べん 。頭位単胎

とし、分べん第

1期 か ら第 3

期 終 了 よ り 2

時 間 まで とす

る。

実 習 中分 べ ん

の取扱 い につ

いては、助産師

又 は医 師 の監

督 の下 に学 生

1人 につ き 1

0回 程 度 行 わ

せること。この

場合において、

原則Jと して、取

扱 う分べんは、

正期産 。経腔分

べん 。頭位単胎

とし、分べん第

1期 か ら第 3

期 終 了 よ り 2

時 間 まで とす

る。

臨地実習

助産学実習

備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一

条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規

定する課程を設けるものと併せて指定を受

け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育

課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内

容を併せて教授 しようとするものにあつて

は、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教

育上適切と認められる場合において、臨地実

習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容

十七単位以上であるときは、この表の教育内

容ごとの単位数によらないことができる。

2.施行 日について

平成 23年 4月 1日 から施行する。

備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一

条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規

定する課程を設けるものと併せて指定を受

け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育

課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内

容を併せて教授 しようとするものにあつて

は、括弧内の数字によることができる。

三 複数の教育内容を併せて教授することが教

育上適切 と認められる場合において、臨地実

習九単位以上及び臨地実習以外の教育内容土
四単位以上であるときは、この表の教育内容

ごとの単位数によらないことができる。
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1.国家試験科 目について

(1)保健師国家試験

(2)看護師国家試験

保健師助産師看護師法施行規則改正

1日 から施行する。

1日 から施行する。

第二十二条 (看護師国家試験の試験科 目)

新

人体の構造 と機能

疾病の成 り立ちと回復の促進

健康支援 と社会保障制度

基礎看護学

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

在宅看護論

看護の統合 と実践

2.施行 日について

(1)保健師国家試験は、平成 24年 4月

(2)看護師国家試験は、平成 23年 4月

1

第二十条 (保健師国家試験の試験科目)

新

公衆衛生看護学

疫学

保健統計学

保健医療福祉行政論

(傍線部分は改正部分)

1日

地域看護学

疫学・保健統計

保健福祉行政論

(傍線部分は改正部分 )

1日

人体の構造 と機能

疾病の成 り立ちと回復の促進

社会保障制度 と生活者の健康

基礎看護学

在宅看護論

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学
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看護教育の内容と方法に関する検討会報告書 (案)

平成 23年●月●日

厚生労働省

―-415-一



<目 次 >

は じめに 。・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・・ ・・・・ ・ 1

1. 看護師教育の内容 と方法 について 。・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・ 。2

1.看 護師教育の現状 と課題・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・ 。2

2.看 護師に求め られる実践能力 と卒業時の到達 目標・・・ ・・・ ・・・・・ ・ 3

1)看 護師 に求め られる実践能力・・・ ・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ 。4

2)卒 業時の到達 目標・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・ 4

3.看 護師教育における教育内容 と方法・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・ 5

1)着 護師の免許取得前 に学ぶべき教育内容・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・ 5

2)看 護実践能 力を育成するための教育方法・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・ 6

(1)講 義 。演習 。実習の効果的な組み合わせ・ ・・・・・・・・ ・・ ・・ 6

(2)講 義・演習における効果的な指導の方法・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 7

. (3)効 果的な臨地実習の方法・・ ・・ ・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・ ・ 7

3)学 生の実践能力向上のための教育体制 。・ ・・・・・ ・・・・・・・・ ・ 8

(1)教 員及 び実習指導者の指導能力の向上 に向けて 。・・・ ・・ ・・・ ・ 8

(2)教 員 と実習指導者の役割分担 と連携・・・・・・ ・・・・・・・・・ 8

4.修 業年限 にとらわれな い看護師教育で学 ls~tべ き内容・ ・・・・・・・・・ ・ 9

1)修 業年限 に関連 した者護師教育の現状・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 9

2)修 業年限にとらわれない場合の教育内容・・・・ ・・ ・・・・・・・・・ 9

Ⅱ。 今後の保健 師・助産師 。着護師教育の教育内容 と方法 について・・・・ ・・ 10

1.看 護職員 と しての「 能力」 を育成する教育への転換・・ ・・・・・・・・ 10

2.免 許取得前 に学ぶべき教育内容の考え方・・・ ・・・・・ ・・・・・・ 。11

3.着 護基礎教育 における効果的な教育方法 ・・・・・・ ・ ・・・ ・・ ・・・ 12

1)講 義・演習 。実習の組み立て方・・・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・ 12

2)臨 地実習の指導体制 と実習を指導する者に求め られる能力・ ・・・ ・ 。13

3)教 育評価 に基づ <教育の質の向上・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・ 。13

4。 今後の課題・ ・・ ・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・ 13

別添 看護教育の内容 と方法 に関する検討会第一次報告

―-416-―



は じめ に

近年、国民の 医療 への意識 が 高 ま り、看護 職 員 に対 す る期 待 も大 き く

な つてい る。また 、保健 医療 福祉 サ ービスの 内容 、方法 、場の 多様 イじが

進 んで お り、看 護職 員 には他職 種 との連携 や役割 の 拡大 な どが期待 され

て いる。こ う した保健 医療 福祉 の変 化や 国 民の期待 に応 え る こ とので き

る着 護 専 P3職 と して の 基 礎 的能 力 を有 す る看 護 職 員 を育 成 す る こ とが

看 護 教育の喫 緊 の課 題 とな って い る。

着護教 育 につ いて は、厚 生 労働 省 にお いて これ まで も多 <の 検 討が 行

わ れ て い る。 近 年 で は、「 看 護 基 礎 教 育 の 充 実 に 関 す る 検 討 会報 告 書」

(平 成 19年 4月 20日 )に お いて 、看 護基礎 教育 のカ リキ ュラム改正

案 が 示され、保健 師助 産 師看 護 師学校養 成所指定 規貝」(昭 和 26年 8月
10日 付 け文 部 省・厚生 省令 第 1号。最 終改正平 成 20年 1月 8日 。

以 下「 指 定規貝」」 とい う。 )の改正 が行わ れた と ころで ある。 また、 こ

の報 告書 にお いて は、さ らに看 護基 礎教育 の抜本 的 な検 討が 必要 であ る

とされ、その検討 の方 向性 と して t今 後の我が 国の社 会 と保健 医療 福祉

制度 の長 期的変革 の方 向 性 を視 野 に入れ た教 育の 方法 や 内容、期 間 につ

いて検討 を行 う必要 が あ る と提言 された。

続 いて「 看 護 基 礎 教 育の あ り方 に関 する 懇 談会 論点 整 理 」 (平 成 20
年 7月 31日 )に おいて は、看 護職 員 には、知 的・倫 理 的側 面 とい つた

基礎 的な ものか ら、専 門職 と して望 まれ る高度医療 への 対応 、生 活 を重

視 す る視 点、予 防 を重 視 す る視 点、及 び看護 の発 展 に必 要な資質 。能 力

が求 め られ る こ とが提言 され た。これ らの資 質・能 力 の獲得 に向 けた看

護基 礎教 育 につ いて は、チ ーム医療 の推進や 他職 種 との 役割 分担・連携

の進 展が想 定 され る中、着護 に必 要 な知識 や技術 を習得 す る ことに加 え

て、いかな る状 況 に対 して も、知 識、思者、行動 とい うステ ップ を踏み

最 善 の看 護 を提 供 で き る 人 と して 成長 して い <基 盤 とな る よ うな 教 育

の提供が 不可 欠 で あ る との見 解が 示 され た。

さ らに「 看 護 の 質 の 向 上 と確 保 に関す る検 討会 中 間 と りま とめ」 (平

成 21年 3月 17日 )に お いて は、免 許 取得前 の 基礎 教 育 段 階で 学ぶ

べき ことは何 か とい う点 を整 理 しな が ら、現在 の修 業年 限 を必 ず しも前

提 とせず に、す べて の者 護 師養 成機 関において教 育 内容、教 育方 法な ど

の見 直 し 。充実 を図 るべ きで あ る と提言 された。ま た、保健 師教育及 び

助 産 師教 育の あ り方 につ いて も見 直 しが求め られ た 。

本検討 会 は、このよ うな着 護基 礎教 育 の充 実 。改善 の方 向性 を示 唆す
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る提言等 を踏まえ、看護基礎教育で学 rs~iべ き教育内容 と方法について具

体的な検討を行 うため に平成 21年 4月 28日 に設置され、①免許取得

前 に学ぶべき事項の整理 と具体的な教育内容の見直 し、②看護師賛成機

関内における教育方法の開発・活用、③効果的な臨地実習のあ り方、④

保健師及び助産師教育のあ り方について、平成 23年 2月 ●日まで●回

にわたる検討 を行 つた。

なお、本検討会において教育内容、教育方法の詳細な検討 を行 うため

に、保健 師・助産師・看護 師教育それぞれ のワ ーキ ンググルァプを設置

した。

一方、平成 21年 7月 15日 に「 保健 師助産師着護師法及び看護師等

の人材確保の促進に関する法律の二部を改正する法律」が公布 され、平

成 22年 4月 1日 よ り保健 師及び助 産師の修業年限が 6月 以上か ら 1

年以上とな つた ことか ら、保健師・助産師教育ワーキンググル ープにお

いては、修業年限 1年以上の保健師及び助産師の教育内容 と教育方法に

ついて検討 を行 つた。 その検討結果 を踏 まえ、本検討会 において平成

22年 11月 10日 に「 看護教育の 内容と方法に関する検討会第一次報

告」をとりまとめた。看護師教育については、看護師教育ワーキ ンググ

ル ープの検討結果を踏まえ、本検討会 において取 りまとめを行 つた とこ

ろである。

本報告においては、最初 に着護師教育の教育内容 と方法について検討

結果を報告 し、続 いて保健 師・助産 師 :看護師教育 に共通する今後の課

題等 についての提言 をま とめ、本検討会の最終的な報告 とするものであ

る。

I.看 護師教育の内容 と方法について

1.着 護師教育の現状 と課題

具体的な検討に先立ち、看護師教育の現状 と課題を整理 した。

○若 い世代 においては生活体験が少な <な つている。そのため、琶護師

養成機関で学ぶ学生 も全体的に生活体験が少な <、 教育を行 う上では

教員の丁寧な関わ りが必要 とな って いる。一方で、丁寧な関わ りが学

生の主体性や 自立性 を育ちに <<し ている側面 もあ り、教員は葛藤 を

感 じている。

○また看護師養成所 (以 下、「養成所」という。)で は、社会人経験のあ

る学生 も増えてきて お り、学習状況や生活体験な ど様々な面で学生間

の差が広が つている。そのため、個々の学生の レデ ィネスに合わせた
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教育 を行 うこ とが難 し<な つてい る。

○看 護 師教育 に おいて は、限 られ た時 Fo3の 中で学 ぶ べ き知 識が 多 <な り、

カ リキ ュラム が過 密 にな つて いる。そのた め学 生 は主体 的 に思者 して

学 ぶ余裕 がな <、 知 識 の習得 はで きた と して も、知識 を活用 す る方法

は習得で きな い こ とが あ る c

O臨地 実 習で は、在 院 日数の短縮 化 によ り学生 が実 習期 間 を通 して一人

の患 者 を受 け持 つ こ とが難 し<な つて い る。また 、患 者層 の変イじや患

者の権利 擁護 のため な どによ り、従 来の対 象別・場所 別の枠 組で 実習

を効 果 的 に行 うことが 困難 にな って きて お り、目的 にあ った学 習体験

の機 会 が確保 で き に <<な つて いる。

○学 生 は新 しい実習場 に適応 するの に、一定の 時間 がかか る。そ のため、

短期 Fo3で 実習場 が変 わ る現在 の実 習方法で は、学 生が 各々 の 実習場 で

十分 に学 習 す る ことが 困難 にな つて いる。

○臨地 実 習で は、実 際 に対象 者の着 護 を行 う ことよ りも看 護過 程の展 開

にお ける思者 の プ ロセ ス に重 き を置 いて指導 する ことが 多 <、 技術 等

を実 践す る機 会 が減 少 して い る場合 も見受 け られ る。

○養 成所 にお ける教 育で は、実践 の場で 学 習 を行 う場合 のみ臨地実 習 と

みな す こ とにな つて いる。そ のた め、その 日の臨地 実習 が終 了 した 後

に、必要な 文献 を図 書館 で調 べた り、実習 記 録 をま とめた り して い る

状況 で あ り、課 せ られ た課題 を こなす ことに手一 杯で、自分 で考 えて

行動 す る とい う学習 がで きな <な つて い る場 合 もある。また 臨地実 習

のオ リエ ンテ ー シ ョン、体験 の振 り返 り等 を臨地 実 習以外 の時 FoOで 実

施 して い るた め、ま す ますカ リキ ュラム が過 密 にな り、学 生、教員共

に余 裕が 無 くな つて いる。このよ うに、看 護 師教 育 につ いて は多 <の

課題 があ る。

2。 看 護 師 に求 め られ る実 践能 力 と卒業 時 の 到達 目標

本 検 討 会 の 課 題 の 一 つ で あ る看 護 師の 免 許 取 得 前 に学 ぶ べ き 内容 を

導 き出すため に、始 め に着 護 師 に求め られ る実 践能 力 と卒業 時 の到達 目

標 を検 討 した (表 1)。 検 討 に当た って は、 前述 の看 護 師教 育 の現状 と

課題、本 検討会 にお いて 表明 された意見、 国 際看 護 師協会 (ICN)の 看

護師の能 力の枠 組 (2003年 、2008年 )、 文 部科 学省 の「 看 護学教 育

の在 り方 に関す る検 討会 報告 」(平 成 16年 3月 26日 )で 示 され た「 着

護実 践能 力育 成 の充 実 に向 けた大学 卒業 時の到達 目標 」の枠 組み を参考

に した。
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1)奮 護 師 に求 め られ る実践能 力

看護 師 に求め られ る実践能 力 と して次の 5つの能 力を設定 した。

I ヒ ューマ ンケ アの基本 的な能 力

Ⅱ 根 拠 に基 づき、看 護 を計画 的 に実践 す る能 力

Ⅲ 健 康の 保 持増 進、 疾病 の予防、健 康の 回復 にか かわ る実践能 力

Ⅳ ケ ア環境 とチ ーム体制 を理解 し活用 す る能 力

V tt Pヨ 職 者 と して研 鑽 し続 ける基本 能力

2)卒 業 時の 到 達 目標

到達 目標 は、看 護 師 に求 め られ る実践能 力 に合 わせ て 5つ の群 に分 け

て作成 した。な お、「『 助 産 師、看護 師教 育 の技術 項 目の卒 業 時の到達 度』

につ いて」(平成20年 2月 8日 付 け医政着 発第 0208001号 。)に お け

る別 添「 琶 護 師教 育の 技術 項目 と卒業 時 の到達度」は、I tt Gの 22「 看

護援助技 術 を対 象者 の状 態 に合わ せ て適切 に実施 する」の具 体的な 内容

を示 した もの と位置 づ ける。

(1)I群  ヒ ューマ ンケ アの基本 的な能 力

構 成 要 素 を「 対 象 の 理 解 」、「 実 施 す る 看 護 に つ いて の 説 明 責 任 」、

「 倫 理的 な着 護 実践」、「 援助 的 関係 の形 成」と し、着 護師が人 間 を対象

と してケ ア を実 施 す るた め に必要な 能力 につ いて 到達 目標 を作成 した 。

(2)工 群  根拠 に基 づ き、看 護 を計画 的 に実 践 す る能 力

構成 要素 を「 アセ スメ ン ト」、「 計画 」、「 実施」、「 評価」 と し、看 護 を

計画 的 に実 施 す る能 力 と しての到達 目標 を作 成 した。

(3)Ⅲ 群  健 康 の保 持増 進、 疾病 の予防、 健 康 の回復 にかかわ る実

践 能 力

構成 要素 を「 健 康 の保 持・増 進、疾病 の予 防」、「急 激な健 康状 態の変

化 にある対象 の着 護」、「 慢性 的な変 化 にある対象 の香 護」、「 終末期 にあ

る対 象 への着 護 」 と し、健康状態 に合わ せた 到達 目標 を作成 した 。

(4)Ⅳ 群  ケ ア環 境 とチ ーム体 制 を理解 し活用 す る能 力

構成 要素 を「 着 護 専 門職 の役 割」、「 看護 チ ーム にお ける委 譲 と責務」、

「 安 全なケ ア環 境の 確保」、「 保健 。医療・福祉 チ ーム に おける多職 種 と

の協働」、「 保健 。医療・福 祉 システム に おける者 護の 役害」」 と し、ケ ア

を提供 す る環 境 と協働 について到 達 目標 を作 成 した。

(5)V群  専 門職 者 と して研鑽 し続 ける基 本 能 力

構 成 要 素 を「 継 続 的な学 習」、「 看 護 の 質 の 改善 に向 けた活 動」 と し、

卒 業 後 も専 門職 と して 働 き続 ける に あた つて の 基 本 的 能 力 に つ いて 到
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達 目標を作成 した。

3.看 護師教育 における教育内容 と方法

作成 した「 卒業時の到達目標」に示され るような看護実践能力を身 に

つけるため、免許取得前 に学ぶべき教育内容 と方法について検討 した。

1)看 護 師の免許取得前 に学ぶべき教育内容

○免許取得前 に学ぶべき教育内容 を検討 し「看護師等養成所の運営に関

する指導要領 について」(平 成 13年 1月 5日 付け健政発第 5号 。最

終改正平成 21年 2月 19日 。以下「 指導要領」 という。)に おける

別表 3の「教育の基本的考 え方」と「 留意点」の改正案を作成 した (表

2)。 検討 に当た っては、指定規則の別表 3に 示されている教育内容

及び単位数による教育を前提 と した。

○表 2に おける「 教育の基本的者 え方」の 1)～ 6)を 、「 看護師に求

め られる実践能力 と卒業時の到達 目標」に示された内容 に対応 させた。

1)及 び 2)は I群 に、 3)は Ⅱ群、 4)は Ⅲ群 に対応させた。また

5)は Ⅳ群 に、 6)は V群 に対応 させた。

○専 門分野 Iの「 留意点」 については、「 看護の対象及び目的の理解」

は看護師教育の大前提であ り十分 に普及 していると考え削除 した。次

に、指定規則 における別表 3の 備者三 に基づいて横断的に科 目を設定

した場合 にも対応できるよ うに、「講義、演習、実習 を効果 的に組み

合わせ、看護実践能力の向上を図る内容 とする」、「 健康の保持増進、

疾病の予防に関する者護の方法を学ぶ内容とする」 ことを加 えた。

また、卒業時の到達 目標 において看護の対象者を健康状態で表 した

一方で、対象者の成長発達段階の理解 についてはこれまで と同様に教

育 内容 に含まれる ことを示すために、「 成長発達段階を深 <理 解 し、

様 々な健康状 態 にある人々及 び様々な場 で看 護を必要 とする人々 に

対する看護の方法を学ぶ内容 とする」を加えた。成人看護学、老年看

護学、精神看護学に記載 されていた留意点については、現在普及が図

られているもの と して削除 した。

○近年、地域 における医療提供 については、在宅だけでな <老 人保健施

設、特別養護老人ホ ーム、グル ァプホームな ど様々な場 に広が り、こ

れ らの場所で最期を迎えた りするな ど、医療サ ービスや医療提供の場

が変化 している。これ らの変イヒに対応で きるように、統合分野の在宅

看護論 については、多様な場での療養生活に対応 した教育内容を展 開

できるよ うに、留意点で「 在宅」と示 していた箇所を「地域」に変更
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した。

2)看 護実践能力を育成するための教育方法          ‐

(1)講 義・ 演習・ 実習の効果的な組み合わせ

○専 Pヨ 基礎分野 と専 門分野の教育 内容 を関連 づけるよ うな教育方法 を

用 いる ことで、専 Pヨ 基礎分野の学習効果が高まることが考 え られる。

例えば、看護教員が専 P3基 礎分野の「人体の構造 と機能」や「疾病の

成 り立ち と回復の促進」等 について琶護へのつなが りを示す ことで、

学生が これ らの教育 内容 は看 護 を行 うため に必要な知識 であ る と理

解することができた との意見があ つた。このよ うな教育 を行 うために、

専 門基礎分野の教 員 と専任教員が一つの科 目を分担 して教授 するな

ど、分野 を超えた教育体制をとる ことも必要である。

○外国の看護教育で は、知識 と実践 を統合するため に一つの授業科 目に

おいて講義 と実習を交互 に行 い、知識 と実践を効率的に統合させて い

<よ うな教育方法を取 り入れているとの意見 もあ った。このような教

育方法を手がか りに し、我が国で も着護教育における新 しい教育方法

を開発 してい <こ とも必要である。

○学 内で シミ ュレーシ ョン等 を行 うな ど臨地実習 に向 けて準備 を して

お <こ とによ り、効果的 に技術 を習得することが可能 となる。特 に侵

襲性の高 い技術 は、対象者の安全確保のためにも臨地実習の前 にモデ

ル人形等 を用 いて シミュレーシ ョンを行 う演習が効果的である。

○臨地実習で経験で きな い内容 (技 術な ど)は 、シミュレーシ ョン等に

よ り学内での演習で補完する等の工夫が求め られ る。

○指定規則の別表 3で 規定されて いる教育内容毎の講義・臨地実習だ け

ではな <、 教育内容 を横 断 して授業科 目を設定 した り、指定規則の教

育内容毎の単位数にとらわれず単位を設定 した りする ことによ り、教

育効果をあげることも可能である。特 に臨地実習においては、実習施

設や対象 者の特性 に合 わせて各看護領域 を横 断 して教 育内容 を組み

合わせて実習を行 うことによ り、教育内容が変わる度に実習施設が変

わることや実習施設の確保等の課題が解消され、実習期 Fo3を 有効 に活

用することが可能 となる。

○指定規則 における教育分野・看護の領域間で重複するよ うな教育内容

は、当該教育分野若 し<は 当該看護領域で 目指すべき卒業時の到達 目

標が達成 され るよ うに、養成所全体で 定期 的 に見直す ことで、効果

的 。効率的に教育を行 うことができる。
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(2)請 義 0演 習 にお け る効果 的な 指導の方 法

○学 生が 自己の看護 実践 につ いて の分析 力、統合 力 を身 につ けるため に

は、技術 習得 に焦点 をあ てた演習 や 臨地 実 習 において学生 が実 際 に体

験 す る機 会 を多 く し、体験 の 後 には必ず振 り返 りを行 うこ とが効 果 的

で あ る。

○ 看 護 師 教 育 の 早 い時 期 に行 わ れ る ことの 多 い専 P5基 礎 分 野 の 教 育 に

お いて は、学 生 の興 味 関心が 高 まるよ うに着護 と関連 づ けた事 例 を用

いるな ど教 育方 法 を工夫 し、専 Pヨ 基礎 分 野 の教育 内容が看 護の 役 に立

つ内容で ある ことを意識 で き るよ う教授 す る ことが望 ま しい。

○認 定着 護 師や 専 P3着 護 師な ど、学 生の 目標 に繋が るよ うな着 護 師 と学

生が 関わ れ る よ う、講義 や演 習 を設定 す る ことによ り、学 習の動機 付

け とな る ことが考 え られ る。

○演 習 に お いて 実 習施 設 か ら招 いた専 門 家 の指 導 を受 ける ことによ り、

今 日の臨床 で用 いて いる新 しい技 術 を学 ぶ ことが で きる。また、臨地

実 習 の 際 に既 知 の 指 導 者 が い る こ とで 学 生 が 実 習 に取 り組 み や す <

な る効果 が考 え られ る。

○ シ ミ ュ レータ ーを活用 する学 習 は、技術 の獲 得 において は効 果 的で あ

るが、コ ミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を伸 ばす には限界 があ る。模 擬 患者 を

利用 するな ど、コ ミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を補完 する教育方 法 を組み 合

わせ て る 必要 が ある。

○実 践 力の 向 上 を高め る教育 を行 うため には、高 額な シミ ュ レータ ー等

の機 器 は複数 の養成機 関や病 院 間で 共有 し、機器 を保 有で きな い養 成

機 関 にお いて も シミ ュレータ ーを用 いた演 習 がで きるよ うに、地 域 で

効果 的 に活用 す る仕 組み を作 る こ とも必 要 であ る。

(3)効 果 的な 臨地実 習 の方法

○臨地実 習 で は、到達 目標 を達成 で きる よ うにす るため、実習場で しか

体験 で きな い ことは確実 に体験 で きるよ う積極 的 に調整 し、そ の後 の

振 り返 りを充 実 させ る ことが重 要で ある。

○学 生 の 自律 的な学習 を促進 す るた め に は、日々 の学 生 の体験 および実

践能 力の 習得 状 況 を確認 し、そ の学生 の状 況 に合わせ た 関わ り方 をす

る必要が ある。

○実 践能 力 を育成 す るため には、実 践 と思 者 を運動 させな が ら学 rs~iこ と

がで きる よ うにする必要 があ る。その た め には、実習 の事 前準備や 実

習 中 ある いは実 習後 に振 り返 りを行 うこ とが必要 で ある。また、提 供

す る琶 護 のエ ビデ ンス を確認 するた めの文 献検 索や、患者 に合 わせ た
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技術 を提供す るため の演習な ども実習の効 果 を上 げるためには必要

である。

○このよ うに臨地実習を充実させるため には、看護実践の場以外で行 う

学習も臨地実習 に含めることが望ま しい。ただ し、実践の場以外で行

う学習は、実践の場 における学習時間 を十分 に確保 した上で、その 目

的を明確 に し、計画的に行 う必要がある。

○ 臨 地 実習の領域毎 に実習場が 変わ る ことによる弊害 を解決 するため

には、一つの実習場で時間をかけて卒業時の到達 目標 に達するように

実習 を編成する ことも効果的である。

○従来の領域別の臨地実習で はな <、 対象者の健康状態、特性、病棟 ま

た は施 設な どの看 護実践の場 を弾力的 に組み合わせて実習 を行 う場

合は、学生が どのよ うな対象者 に関わ り、どのよ うな学びを したかを、

教師 と学生双方が共通に認識できるようにする必要がある。そのため

には、体験 した内容や獲得 した能力を記載 したもの (ポ ー トフォリオ

な ど)を 活用することが効果的である。このよ うな学習の記録によ り、

教育 内容が網羅された効果的な臨地実習を行 うことが可能 となる。

○実習施設 には学生が活用で きる図書を着護師養成機 関が準備 した り、

情報の検索がで きるように 1丁 環境を整えた りするな ど、学習環境 を

充実する必要がある。

3)学 生の実践能力向上のための教育体制

(1)教 員及び実習指導者の指導能力の向上 に向けて

○教育の質を高めるため には、教員が自己の教育方法を常に見直す とと

もに、看護師養成機 関と して も、教育方法の見直 しについて組織的か

つ定期的 に取 り組めるような仕組み を設けることが必要である。

○学生に振 り返 りの指導 を行 い、琶護の考え方を深めさせ、看護実践能

力を高めるため に、教員や実習指導者 には着護実践の場の出来事や学

生の体験等を教材化する能力が必要である。

○実習指導教員※1に ついては、現在特 に要件が規定されていな いが、

臨地実習 において専任 の教員 と同程度の指導がで きる ことが期待さ

れる ことか ら、実習指導 に関する何 らかの研修等を受ける ことが望ま

しい。

(2)教 員 と実習指導者の役割分担 と連携

○臨地実習の学習効果 を高めるためには、教員 と実習指導者の合同会議

を開催するな ど、双方で学生の学習状況等 について情報共有等を行 う
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ことが 121要 で ある。

○教 員 と実習 指 導者がそ れ ぞ れの 役割 を果た すため には、両者 が 協働 し

て 実 習 指導 を行 う こ とが望 ま しい。そ の 際 は、 教 員 と実 習 指 導 者 が、

学生 の進度 状 況 を共 有 し、指 導 を適切 に分担 して い <こ とが 必 要で あ

る。特 に、臨地実 習で体験 した こ との振 り返 りに おいて、教 員 又 は実

習 指 導 者 の いず れ か が 直 接 指 導 で き る よ う指 導 体 制 を整 え る こ とが

必要 で あ る。そ のため には、教 員 と実習指 導者 とも に現 在 以 上の人 数

の確 保が 望 まれ る。

※ 1 実習指導教員…指導要領で定める教員で、「実習施設で学生の指導に当

たる看護職員を実習指導教員 として確保することが望ま しいこと。」と規定

している。

4。 修 業 年 限 に と らわれ な い看 護 師教育で 学 ぶ べ き力容

現行 の看 護 師教育 の修 業年 限 は 3年以 上で あるが、これ にと らわれ ず

に教 育 す る こと と した場 合 に、 学 ぶべ き 内容 は何 か につ いて検 討 した。

な お、 ここで い う「 修業 年 限 に と らわれ な い」 とは、現 行の修業 年 限 3
年以 上 に 1年 程度加 えた 年数 を想 定 して いる。

1)修 業 年限 に関連 した替 護 師教 育 の現状

○平 成 20年の指定 規則 の改 正 に おいて 修業年 限が変わ らな い まま単 位

数が増加 した こ とか ら、3年 間で 教 育 を行 うには過 密な カ リキ ュラム

とな ってお り、社会の要請に応える看護師を養成することが困難な状

況にな つている。

○近年、養成所では社会人入学生が増えてお り、学生層が二極化 して き

ている。基礎学力が十分 とは言 えない学生 に合わせて教育を行 うと、

社会人経験のある学生に とっては物足 りない内容 となる。両者のギ ャ

ップが大 きい中、現行の教育体制 。方法で両者に対 し、同 じ教育期間・

教育 内容で卒業 時の到達 目標 を達成で きるよ うに教 育 を行 うことは

困難な状況である。

2)修 業年限にとらわれな い場合の教育内容

○現在の学生の状況か ら考えると、看護師教育の初期に基礎的な学力を

高め、看護師教育の内容 を十分に理解できるようにすることが必要で

ある。

○そのため、現行の指定規則 における看護師教育の教育内容 と単位数を
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国家試験 受験 資格の 要件 と しつつ も、教 育 内容 を拡充 して着 護 師教育

を行 うことも考 え られる。

○ 修 業 年 限 に と らわ れ な い場 合 の 教 育 内 容 の 充 実 の方 向 性 は い <つ か

考 え られ る。                   ´

① いわゆる初年次教育と しての読解能力や数的処理能力、論理的能力

を高めるための教育内容や、人間の とらえ方や ものの見方 を涵養す

るための教養教育の充実

②免許取得前 に必要な教育内容に加え、今後の看護師の役割拡大を視

野 に入れ た専門基礎分野の教育 内容の充 実な ど個 々の養成所 が望

む教育内容の充実

③養成所が設置 されている地域の特性を踏まえた教育内容の充実

○個々の養成所 が 自 らの教 育理念や学生の状 況 に応 じて① か ら③ を複

数選択 し、組み合わせて教育を充実させることも考え られる。

I.今 後の保健 師・ 助産師・ 替護師教育の教育内容 と方法について

1.看 護職員 と しての「 能力」 を育成する教育への転換

○本検討会の成果の一つは、保健師・助産師・着護師に求め られる実践

能力を明 らか に し、卒業時の到達 目標 を作成 した ことである。

○能力を育成する教育については、平成 20年 7月 の「看護基礎教育の

あ り方 に関する懇談会論点整理」において、看護職員に求め られ る資

質・能力が示され、看護基礎教育の充実の方向性 と して「状況の変イじ

に対応できる能 力を身につける教育への転換が相応 しい」とされたと

ころである。

○そ こで、本検討会の検討課題の一つである免許取得前に学ぶべき事項

について は、最初 に保健師、助産師、看護師に求め られる能力につい

て検討 し、 これ を踏まえて、「卒業時の到達 目標」 を設定 した。

○保健師・助産 師教育 においては、「『助産師、看護師教育の技術項 目の

卒業時の到達度』について」 (平 成 20年 2月 8日 付け医政着発第

0208001号 。)の 別添「助産 師教育の技術項 目と卒業時の到達度」、

及び「『 保健 師教育の技術項 目の卒業時の到達度』について」(医 政着

発平成 20年 9月 19日 付け医政看発第 0910001号 。)の 別添「保

健師教育の技術項 目と卒業時の至」達度」に基づいて検討 した。これ ら

の技術項 目は対象者等の状況 を見極め、具体的な介入方法 を選択 し実

際に支援等 を行 うという思者・判断・行為のプロセスを含む保健師、

助産師の実践能力を表 していると考 えられたか らである。
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○看護師教 育 につ いて は看護 師 に求め られ る実践能 力全体 について検

討を行い、卒業時の至」達 目標 を設定 した。国際的にも「能力」の育成、

評価への関心が高ま つてお り、看護師の能力についても国際看護師会

(ICN)の ジェネラ リス ト・ナ ースの能力を表 した国際規準 フ レー

ムワークがあるため、 これを参考 に した。

○ この保健師・助産師・看護 師教育 における「 卒業時の到達 目標」を達

成するために必要な教育内容が、各々の免許取得前 に学 rs~iべ き内容 と

なる。今後、保健 師・助産師・看護師教育 を行 う養成所 においては、

広い視野で これか らの着護の方向性を考え、学生が深 <看 護を考える

ことがで きるように、各々の卒業時の到達 目標 を達成するための教育

内容 と教育方 法について入念 に検討 し、具体的な教育内容を設定する

ことが求め られる。

○また、学生が状況 に応 じて多 <の 知識 を組み合わせて活用 し、役割 を

果たす能力を獲得できるような教育方法の開発も求め られる。

○保健師・助産師・看護師に求め られる実践能力は、卒業 した後も実務

経験 を通 して発達 していくものである。着護基礎教育 においては、自

己の実践能 力 を評価 し継続 的に学習 して い <能 力 を高める教育が必

要である。

2。 免許取得前 に学ぶべき教育内容の考え方

○保健師・助産師・看 護師教育のいずれにおいても、今後強化 すべき教

育内容は、次の①か ら⑥ に示すとおりである。これ らは、専 P5家 と し

て 自党 的 に役割 を果た して い <た めの ヒ ューマ ンケアの基本的な能

力の基礎 とな る教育内容である。

①人間性のベ ースになる倫理性、人 に寄 り添 う姿勢についての教育

②状況を見極め、的確 に判断する能力を育成する教育

③ コミュニケ ーシ ョン能力、対人関係能力の育成につながるよ うな教

育

④健康の保持増進 に関する教育

⑤多職種間の連携、協働 と社会資源の活用 に関する教育

⑥主体的 に学習する態度を養 う教育

○助産師や看護師には、対象者の生命の維持や、身体の苦痛 を早期に和

らげるための技術が必要であることか ら、上記の教育内容 に加え、緊

急時の対処能 力の基礎 となるフ ィジカル アセスメ ン トについて強化

する必要がある。また、疾病が どのよ うに生活 に影響するかを′b身 両
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面か らアセスメン トし、予測 して対応する能力を培 う教育 も必要であ

る。

○保健師には健康危機の予防や対処のために、行政保健、産業保健、学

校保健の各領域 において、健康危機のアセスメ ン トを行 うことができ

る教育が求め られる。

3。 詈護基礎教育 における効果的な教育方法

1)請 義・ 演習・実習の組み立て方

○学生は、臨地実習において請義や演習で学んだ知識を統合 して個別の

対象者に合わせて看護を提供できるようになることが期待される。そ

のため、演習で判断する能 力を身 につけ、臨地実習において実際の看

護実践のダイナ ミズムの中で体験 して学んだ看護 を基 に、更に必要な

知識を学ぶ というよ うな繰 り返 しの学習方法が必要である。

○ このよ うな学習方法を通 して、保健師・助産師・看護師と して活動す

る様々な場において、対象者の健康の状態や生活の状況 に応 じた看護

が実践できる能力が育成される。

○卒業時の到達 目標は、ある状況に対処する、あるいは問題 を解決する

ことができる状態を表 している。その達成には、領域横断的に知識を

組み合わせて活用することが必要であるため、領域横断的な講義・演

習・実習を行 うことも必要である。特 に演習は知識の教授だけではな

<、 思者を通 して知識 を統合 し、それ を表現する能力を高める教育方

法であるため、講義や実習 との関連 を考 え、効果的に演習を位置づけ

ることが必要である。

○現在、助産 師・着 護師教育の臨地実習 においては、侵襲 を伴 う行為 を

体験 する ことが難 し<な って いる。その一方で、現場 では医療の高度

イヒによ り、助産師や看護 師 に侵襲 を伴 う行為が求め られて いる。 こう

した侵襲 を伴 う行為 を習得するためには、 シミ ュレータ ーの活用 や状

況を設定 した演習を充実させることが求め られる。

○卒業時の至」達 目標 を達成するための臨地実習のあ り方 と して、看護領

域毎 に着護過程 を中心 に行 う臨地実習が効果 的であるか どうか検討

が必要である。卒業 時の到達 目標 と臨地実習の目的の関連性、学ぶベ

き内容を明確 に し、その 目的が達成できるように柔軟に実習の場 を開

発 し、実践的な教育 を行 うことが望まれる。

○また、領域横断的な臨地実習を行 う場合は、実習の 目標 と内容、評価

の方法を明確 にする必要がある。

Ｊ
ョ

■

―
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2)臨 地 実習 の指 導体 制 と実習 を指 導す る者 に求 め られ る能 力

○臨地実 習 につ いて は、学 生が豊 か に学 ぶ ため に改善 すべ き多 <の 課題

が あ る。着護 を必要 とす る人 々の心身 の状 態 とそれ に対 す る蕎 護の必

要性 の判 断な ど、臨地 で 日の 当た りにす る事象 に基 づいて深 い思者 を

伴 って学 べ る よ うにす る には、教 員 と実 習 指導 者 の連携 が 重要 であ る。

その ため には、講 義 と実習指 導 を両方担 つて い る専 任教 員 につ いて は

増 員 に向 けて 検 討 す べ きであ り、実習指 導 教 員 には資質 の 向上が求 め

られ る。また 、専 任 の実 習指 導者 の配置 を推進 する ことも重 要な課題

であ る。

○現 在 は、講義 を受 けた 後 に実習 を行 う とい う演繹 的な学習方 法が 多い

が、実習 にお ける看 護実 践の経験 か ら学 習課 題 を明確 に し、 P05題 解決

的 に学 習 して い <帰 納 的 な 方 法 も思 者 力 や 判 断 力 を養 うた め に必要

な学 習方 法 で あ る。この よ うな帰 納 的な 方 法で 実習 を指導 する場合 は、

専任教 員、実 習指導 教 員、実 習指導者 には個々 の学 生の体験 を教材化

する能力が 一層 求め られ る こととなる。

3)教 育 評価 に基 づ く教 育 の質の 向 上

○教 育の 質の 向上の ため には、教 員 一人 一人が 自己の教 育実践 を評価す

る ことが重 要 で あ るが、さ らに組織 を挙 げて定 期 的 に全 体 的な教育 の

内容及 び方 法 について評価 を行 う ことが 必要 であ る。

○「 学 校 教 育 法施 行規 則 等の T部 を改正 す る 省令」 (平 成 19年 10月
30日 付 け文 部科学 省令 第 34号 )に よ り、学校 評価 は 自己表化及 び

結果 の公 表が義 務化 され て いる。大学 に おいて は 自己点検 。自己評価

結果 を公 表 して いる。賛 成所 にお いて も このよ うな 評価 を一層 推進 す

る ことが 閉要 で あ る。

4。 今後 の課 題

〇近 年、矢0識 習得か ら能 力獲 得 へ と「 学 習 」の概 念が 変化 して きて いる。

本検 討会 にお いて も、保 健 師・助 産師 。看 護 師教育 にお いて培 う能 力

を明 らか に し、卒業 時の到達 目標 と して 示 した。到達 目標 と して 示 し

た これ らの能 力 は、学 生 の実践 において 、知識・思考・行動 の統合 を

通 して発揮 され るた め、単 に学生 の知 識の 保有 量で 評価 で きる もので

はな い。保 健 師・助産 師 。看護 師教育 を担 う教 員、実習指 導者 等 を始

め とす る 関係 者 には、学生 の能力 を評価 す る方 法 を開発 し研鑽 する こ
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とが求め られる。

○今後は保健師・助産師 。看護師に求め られ る能力と到達 目標 を主 眼に

置きなが ら、教育内容の構成をすることが望 まれる。養成機関におけ

るカ リキ ュラム作成 にあた つては教員 に柔軟な思者が求め られる。

○平成 8年 の指定規則の改正において単位制が導入されたが、看護師等

養成所の運営 に関する指導要領の別表 1、 2及 び 3に は単位数 と総時

間数が併記されている。 ここでい う単位 とは大学設置基準 (昭 和 31

年文部省令第 28号 )に よる単位
.の

考え方 に準 じるものであ り、講義

は 1単 位 15～ 30時 間、演習は 1単位 30時 F85、 臨地実習について

は 1単 位 45時 間である。看護教員は この考え方 を踏 まえて、教育 目

標の達成のため に責任 を持 って単位 数 と時 F85数 を設 定する ことが望

ま しいことか ら、総時間数を併記することの是非については検討を続

ける必要がある。

○看護基礎教育の充実のため には、教員数の充足な ど教育体制 を整える

ことが重要であるため、教員数については何 らかの措置を検討する必

要がある。

○看護実践能力を高めるためにも臨地実習の充実は重要である。現在、

実習指導教員 を置 <こ とが望ま しいとされているが、実習指導教員の

資質の向上を図る機会を設けることも検討する必要がある。

○教育の質の向上のため には、自己点検 。自己評価 にとどまらず第三者

評価の導入も進め、客観的に自校の教育を見直 してい <こ とが必要で

ある。

本報 告書 及 び「 看護教 育 の内容 と方 法 に関す る検 討会 第一次 報 告」

おいて、今後 の看 護 教育 を充 実す る方 向性が 示 された と ころで あ り、

の報 告 によ り、 看 護教育 の質 の向上 が図 られ る こ とを期 待 した い。

に

こ
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奮護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標 (案)
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卒業時のEl」 達目標ヨ鳳bl● Ч
構成要素

I群
ヒューマンケアの

基本的な能力

A 対象の理解

1 人体の構造と機能について理解する

2 人の誕生から死までの生涯各期の成長、発達、力0齢の特徴を理解する

3 対象者を身体的、心理的、社会的、文化的側面から理解する

B 実施する看護につい
ての説明責任

4 実施する看護の根拠・目的・方法について相手に分かるように説明する

5 自らの役割の範囲を認識し説明する

6 自らの現在の能力を超えると判断する場合は、適切な人に助言を求める

倫理的な看護実践

7 対象者のプライパシーや個人情報を保護する

8 対象者の価値観、生活習慣、慣習、信条などを尊重する

9 対象者の尊厳や人権を守り、擁護的立場で行動することの重要性を理解する

lC 対象者の選択権、自己決定を尊重する

組織の倫理規定、行動規範に従つて行動する

D 援助的関係の形成

12 対象者と自分の境界を尊重しながら援助的関係を維持する

13 対人技法を用いて、対象者と援助的なコミュニケーションをとる

14 対象者に必要な情報を対象者に合わせた方法で提供する

15 対象者からの質 Fo3・ 要請に誠実に対応する

Ⅱ群
根拠に基づき、看護
を計画的に実践する

E アセスメント
16 健康状態のアセスメントに必要な客観的・主観的情報を収集する

17 情報を整理し、分析・解釈・統合し、課題を抽出する

F 計画

18 対象者及びチームメンパーと協力しながら実施可能な看護計画を立案する

19 根拠に基づいた個別的な看護を計画する

G 実施

20 計画 した看護を対象者の反応を捉えながら実施する

21 計画 した看護を安全・安楽 。自立に留意 し実施する

能 力
22 看護援助技術を対象者の状態に合わせて適切に実施する

23 予測しない状況の変化について指導者又はスタッフに報告する

24 実施した看護と対象者の反応を記録する

H 評価
25 予測した成果と照らし合わせて実施した看護の結果を評価する

26 評価に基づいて計画の修正をする

健康の保持・増進、疾

病の予防

27 生涯各期における健康の保持増進や疾病予防における看護の役割を理解する

28 環境の変化が健康に及ぼす影響と予防策について理解する

29 健康増進と健康教育のために必要な資源を理解する

30 対象者及び家族に合わせて必要な保健指導を実施する

31 出産、育児に関わる援助の方法を理解する妊娠、



Ⅲ群
健康の保持増進、

疾病の予防、健康の
回復にかかわる実践

能力

急激な健康状態の変
化にある対象への
香護

32 思淑な貧1じ状態 (周手術期や急激な病状の変化、救命処置を必要とL/ている
等)にある人の病態と治療について理解する ―

33 急激な変化状態にある人に治療が及ぼす影響について理解する

34 対象者の健康状態や治療を踏まえ、看護の優先順位を理解する

35 状態の急激な変化に備え、基本的な救急救命処置の方法を理解する

36 状態の変化に対処することを理解 し、症状の変イじについて迅速に報告する

37 合併症予防の療姜生活を支援をする

38 日常生活の自立に向けたリハビリテーションを支援する

39 対象者の心理を理解し、状況を受けとめられるように支援する

慢性的な変イしにある
対象への看護

∝ 慢性的経過をたどる人の病態と治療について理解する

41 慢性的経過をたどる人に治療が及ぼす影響について理解する

42 対象者及び家族が健康障害を受容していく過程を支援する

43 必要な治療計画を生活の中に取り入れられるよう支援する (患者教育)

“

必要な治療を経続できるようなソーシャルサポー トについて理解する

45 急性増悪の予防に向けて継続的に観察する

46 慢性的な健康障害を有しながらの生活の質 (QOL)向 上に向けて支援する

L終末期にある対象ヘ
の看護

47 死の受容過程を理解し、その人らしく過ごせる支援方法を理解する

48 終末期にある人の治療と苦痛を理解し、緩和方法を理解する

49 看取りをする家族をチームで支援することの重要性を理解する

Ⅳ群
ケア環境とチーム体
制を理解し活用する

能力

Ⅵ 看護専門職の役割
5C 看護職の役割と機能を理解する

51 琶護師としての自らの役割と機能を理解する

N看 護チームにおける
委譲と責務

52 百護Blpほ法09範囲に従つて位事を他者 (看護補助者等)に委任することを理解
する

53 看護師が委任 した仕事について様々な側面から他者を支援することを理解する

54 瞳事を晋

“

分09に他者に委任する場3においても、自らに説明義務や責任がある
ことを理解する

O安 全なケア環境の
確保

55 医療安全の基本的な考え方と看護師の役割について理解する

56 リスク・マネジメン トの方法について理解する

57 治療薬の安全な管理について理解する

58 感染防止の手順を通守する

59 関係法規及び各種ガイドラインに従つて行動する

保健・医療・福祉
チームにおける多
臓種との協働

60 保健 。医療・福祉チームにおける看護及び他職種の機能・役割を理解する

61 対象者をとりまく保健 。医療・福祉従事者間の協働の必要性について理解する

62 対象者をとりまくチームメンパー間で報告・連絡 。相談等を行う

63 対象者に関するケアについての意思決定は、チームメンノヽ一とともに行う

“

チームメンノヽ一とともに、ケアを評価し、再検討する

Q保 健・医療・福祉シ
ステムにおける看護
の役割

65 看護を実践する場における組織の機能と役割について理解する

66 保健 。医療・福祉システムと看護の役割を理解する

67 国際的観点から医療・看護の役害」を理解する

68 保健 。医療・福祉の動向と課題を理解する

69 様々な場における保健 。医療・福祉の連携について理解する

16
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V群
R継続的な学習

70 看護実践における自らの課題に取り組むことの重要性を理解する

71 継続的に自分の能力の維持・向上に努める

し続ける基本能力 S看護の質の改善に向
けた活動

72 琶護の質の向上に向けて看護師として専門性を発展させていく重要性を理解す
る

73 看護実践に研究成果を活用することの重要性を理解する

17
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看護師等養成所の運営に関する指導要領 別表3
琶護師教育の基本的考え方、留意点等 改正案

19
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教育の基本的考え方

1)人間を身体的 。精神的 。社会的に統合された存在として幅広く理解し、看護師としての人間関係を形

成する能力を養う。

2)看護師としての責務を自覚し、倫理に基づいた着護を実践する基礎的能力を養う。

3)科学的根拠に基づき、看護を計画的に実践する基礎的能力を養う。

4)健康の保持増進、疾病の予防、健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変化に応じて実践する

基礎的能力を養う。

5)保健 。医療・福祉システムにおける自らの役割及び他職種の役割を理解し、他職種と連携 。協働する

基礎的能力を養う。

6)専F9職業人として、最新知識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

基

礎

分

野

科学的思者の基盤

人間と生活 。社会の理解
l・

13
「専Pヨ基礎分野」及び「専門分野」の基礎となる科目を設定し、

併せて、科学的用者力及びコミュニケーション能力を高め、感

性を磨き、自由で主体09な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を幅広く理解出来る内容と伝 家族論、人間関係論、

カウンセリング理論と技法等を含むものとする。

国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるような内容を含む

ものとする。

贈務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権

意識の普及・高揚が図られるような内容を含むことが望ましい。

小  計 13

専

門

基

礎

分

野

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の

促進

健康支援と社会保障制度

15

6

人体を系統だてて理解し、健康・疾病 。障害に関する観察力、

判断力を強イヒするため、解剖生理学、生化学、栄養学、薬理学、

病理学、病態生理学、微生物学等を臨床で活用可能なものとし

て学ぶ内容とする。

演習を強化した内容とする。

人々が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて社会資源を活

用できるように必要な知識と基礎的な能力を養う内容とし、保

健医療福祉に関する基本概念、関係制度、関係する職種の役割

の理解等を含むものとする。

小  計 21



専

門

分

野

Ｉ

基礎看護学

臨地実習

基礎看護学

10

3

3

専P3分野 Iでは、各着護学及び在宅看護論の基盤となる基礎的

理論や基礎的技術を学ぶため、看護学概論、看護技術、臨床看

護総論を含む内容とし、演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フィジカルアセスメントを強化する内容

とする。                
′

事例等に対して、看護技術を適用する方法の基礎を学ぶ内容と

する。

看護師として倫理的な判断をするための基礎的能力を養う内容

とする。

小  計 13

専

門

分

野

Ⅱ

成人着護学

者年着護学

小児着護学

母性看護学

精神看護学

臨地実習

成人着護学

者年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

6
4

4
4
4
16

６

４

２

２

２

講義、演習、実習を効果的に組み合わせ、看護実践能力の向上

を図る内容とする。

健康の保持増進、疾病の予防に関する着護の方法を学Is~i内 容と

する。

成長発達段階を深<理解し、様
～
な健康状態にある人反及び

様々な場で看護を必要とする人々に対する者護の方法を学ぶ内

容とする。

知識・技術を着護実践の場面に適用し、看護の理論と実践を結

びつけて理解できる能力を養う実習とする。

チームの一員としての役割を学ぶ実習とする。

保健医療福祉分野との連携、協働を通して、看護を実践する実

習とする。

小  計 38
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統

合

分

野

在宅看護論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅看護論

看護の統合と実践

4

4

4

２

　

　

２

在宅着護論では地域で生活しながら療養する人々とその家族を

理解し地域での看護の基礎を学ぶ内容とする。

地域で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身につけ、他臓

種と協働する中での看護の役割を理解する内容とする。

地域での終末期看護に関する内容も含むものとする。

チーム医療及び他職種との協働の中で、着護師としてのメンバ

ーシップ及びリーダーシップを理解する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容とする。

医療安全の基礎的知識を含む内容とする。

災害直後から支援できる看護の基礎的知識について理解する内

容とする。

国際社会において、広い視野に基づき、看護師として諸外国と

の協力を考える内容とする。

看護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪間看護に加え、地域における多様な場で実習を行うことが望

ましい。

専Pヨ分野での実習を踏まえ、実務に即した実習を行う。

複数の患者を受け持つ実習を行う。

一勤務帯を通した実習を行う。

夜間の実習を行うことが望ましい。

計 12

総 計 97 3,OOO時間以上の講義 。実習等を行うものとする。
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看護教育の内容と方法に関する検討会 第一次報告

平成22年 11月 10日

厚生労働省
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看護教育の内容と方法に関する検討会 第一次報告

はじめに

○看護基礎教育については、平成 21年の「看護の質の向上と確保に関する検討会」の

中間とりまとめにおいて、免許取得前の基礎教育段階で学ぶべきことは何かという点

を整理しながら、現在の教育年限を必ずしも前提とせずに、すべての着護師養成機関

について教育内容、教育方法などの見直し。充実を図るべきであると提言されたとこ

ろである。

○また、第 171回国会において保健師助産師看護師法等の一部改正法が成立し、保健

師及び助産師の国家試験受験資格が 6か月以上から 1年以上に延長となり、保健師・

助産師教育のあり方についても見直しが求められるようになつた。

○このような状況の下に、本検討会は、看護基礎教育で学ぶべき教育内容と方法につい

て、また、保健師教育、助産師教育について具体的な検討を行うこととした。

○具体的な検討を行うに当たって、本検討会の下に保健師、助産師、看護師教育課程ご

とにワーキンググループを設置することとし、各ワーキンググループにおいては免許

取得前に学ぶべき教育内容の充実の方策について検討を行うこととした。

○今般、本検討会に、保健師教育ワーキンググループ及び助産師教育ワーキンググルー

プから、保健師教育の内容と方法及び助産師教育の内容と方法について報告がなされ、

本検討会としての検討を行つた結果を第一次報告として取りまとめた。

1。 保健師教育の内容と方法について

1.保健師教育の現状と課題

〇近年、行政の保健部P3については、県と市町村の規模や考え方によつて、体制や地区

組織活動、保健事業の在り方が多様化してきている。また、国民のニーズは、生活習

慣病や介護予防、虐待や自殺、D∨への対応、さらに感染症や災害に対する対策など

広範囲に及び、複雑化してきている。このような状況に対応できる保健師教育が課題

となつている。

○保健師は高度な実践能力を求められているのに対し、現状の保健師教育においては卒

業時に必要な最低限の到達レベルに達しないことも多く、実際に求められている能力

と新卒保健師の能力の乖離が大きくなつてきている。

○具体的には、個人と家族への支援を通し、地域をその背景として捉えることはできる

が、集団や地域を支援の対象として捉えることができないことや、個人 。家族・集団・

組織・地域を運動させて捉えることができない状況がある。また、疫学や統計学を学

んでも、施策化や支援計画づ<りなど、実際の活動に結び付けて活用することができ

ないことも指摘されている。実際の活動に結び付けて知識を統合する力を得るために
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は、教育内容を横断的、統合的に学ぶような学習が必要である。また、産業保健分野

においては保健師へのニーズと期待が高まっているため、産業保健についての教育内

容の充実も求められている。

○実習に関しては、保健師の養成機関の急増により実習施設の不足が生じており、特に

保健所及び市町村の実習においては十分な実習時間数を確保しに<<、 実践の場で求

められる能力を育成するために必要な実習を行うことが難し<なつてきている。

○臨地実習については(1か所当たりの学生の受入れ人数が少ないことによる実習施設

数の増加と、実習施設における保健師の少なさから、教員や保健師が学生の指導に十

分な時間をかけられない状況にある。

○保健師活動は多様であるため、学生が臨地実習において学んだことを統合し、意味付

けるためには、教育方法を改善し実習前後の講義・演習を強化する必要がある。

2.保健師に求められる役割と機能、実践能力を踏まえた卒業時の到達目標

最初に、これからの保健師にはどのような役割や機能が求められるのかを明らかにし、

次に、そうした役割、機能を発揮するための能力を設定した。続いて、保健師免許取得

前の基礎教育における到達目標及び到達度を設定し、能力の獲得を評価できるようにし

た。

1)保健師に求められる役割と機能

○地域の健康課題が複雑化・多様化している中、保健師には地域に潜在しているFo5題を

顕在化させ、その問題に対応する保健師活動を行い、健康問題を解決・改善する役割

が一層求められている。

○病院の地域連携部門や健診部Pヨ などで、他職種と連携しながら横断的かつ継続的に、

個人や家族及び集団と組織を支援することが保健師に期待されている。

○また、近年、自殺や虐待、新しい感染症などの健康危機へ迅速に対応することが必要

になつている。健康危機の発生時に対応するほか、地域の力を向上させ、平時より広

域的な健康危機管理体制を整え、さらに回復期にも継続して対応することも強<求め

られている。

○保健師は、既存の社会資源や施策が地域の人々の健康水準を向上させるために有効な

ものであるかをアセスメントしつつ、新たな社会資源の開発や、システム化・施策化

を進める役割を担っている。

○保健師は、常に社会情勢を踏まえて適確に健康Fo5題を捉え、保健医療福祉分野の研究

成果を活用しながら専Pヨ家として問題を解決 。改善していく。そのため、自ら継続的

に研究し能力を開発してい<専 Pヨ I13と しての自律性が期待される。

2)保 健師に求められる実践能力

保健師の役割と機能を踏まえ、保健師に求められる実践能力として、以下の5つの
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能力を設定した。

I.地域の健康課題の明確化と計画・立案する能力

I.地域の健康増進能力を高める個人・家族・集団・組織への継続的支援と協働・

組織活動及び評価する能力

Ⅲ。地域の健康危機管理能力

Ⅳ。地域の健康水準を高める社会資源開発・システム化・施策化する能力

V.専 P5的自律と継続的な質の向上能力

3)卒業時の到達目標と到達度

「保健師の役割と機能」と「保健師に求められる実践能力」を踏まえ、平成 20年 9
月に示された「保健師教育の技術項目の卒業時の到達度」(平成 20年 9月 19日 付け

医政琶発第 0919001号 厚生労働省医政局者護課長通知)を基に検討し、卒業時の到

達目標と到達度を設定した (表 1)。

以下では、表 1に沿つて上記の「保健師教育の技術項目の卒業時の到達度」から変

更した部分について述べる。

(1)到速度の考え方

表 1に示した到達度は卒業時の到達度であり、学生は指導を受けながら実施するこ

とが前提であるため、到達度のレベル Iを、「少しの助言で自立して実施できる」と

した。なお、保健師の活動の特性から、到達度は「個人/家族」、「集国/地域」に分

けて設定した。

(2)大項目別の到達目標と到達度

①大項目「 1。 地域の健康課題を明らかにし、解決・改善策を計画・立案する」

○中項目「A.地域の人々の生活と健康を多角的 。継続的にアセスメントする」におい

て、地域の健康課題を明確化する能力を強化するために、小項目に「4.対象者及び

対象者の属する集団を全体として捉え、アセスメントする」、「7.収集した情報をア

セスメントし、地域特性を見いだす」を追加し、それぞれの到達度を個人/家族と集

団/地域ともにレベル Iと した。小項目「 5。 健康問題を持つ当事者の視点を踏まえ

てアセスメントする」における、当事者の視点を踏まえたアセスメントは、対象の区

別無<アセスメントの基本であるため、集団/地域の到達度をレベル Iと した。

○中項目「 B.地域の顕在的、潜在的健康課題を見いだす」は、学生が顕在的、潜在的

健康課題を見出し、実際に支援できるようになることが必要であり、小項目ごとの到

達度レベルを上げた。

○中項目「C.地域の健康課題に対する支援を計画・立案する」の到達度については、

卒業時には個人/家族のみならず集団/地域を対象とした場合にも実施できる力を
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つけるべきであると考え、集団/地域の到達度をレベル Iに変更した。

②大項目「 2。 地域の人々と協働して、健康課題を解決・改善し、健康増進能力を高め

る」            ・

○卒業時には地域において一連の PDCAサイクルを実施できるレベルに到達すること

が必要であるため、集団/地域を対象にした場合の到達度は概ねレベルを上げた。

○しかしながら、小項目「20.地域の人々の持つ力を引き出すよう支援する」につい

ては、学生が自立して地域全体の健康増進能力を引き出すところまで実施することは

難しいため、
´
到達度を集団/地域ではレベル IからⅡとした。また、小項目「24.地

域組織 。当事者グループ等を育成する支援を行う」についても、グループや集団の育

成の難しさから、到達度を集団/地域ではレベル IからⅢとし、演習で強化すること

とした。

③大項目「 3。 地域の健康危機管理を行う」

○この大項目は、感染症・虐待・D∨ 。自殺・災害等への対応について社会的なニーズ

が高まっているため、保健師の実践能力である「地域の健康危機管理」を踏まえ、新

たに追加した大項目である。

○地域の健康危機管理において、保健師には発生時だけではな<平常時の予防や、アフ

ターフォローも求められているため、中項目は「G。 健康危機管理の体制を整え予防

策を講じる」、「H.健康危機の発生時に対応する」、「 |.健康危機発生後からの回復

期に対応する」とした。

○中項目「G。 健康危機管理の体制を整え予防策を講じる」における小項目は、「保健

師教育の技術項目の卒業時の到達度」における危機管理に関する項目 27、 28、 56
を当てた。また、健康危機管理へ住民が参加する必要があることから、小項目「41.

健康危機についての予防教育活動を行う」を追加し、到達度を個人/家族と集団/地域

ともにレベルⅡとした。また演習等で実践的な知識を得ることとして、各小項目の到

達レベルを概ね引き上げた。

○中項目「H.健康危機の発生時に対応する」についてはt健康危機 (感染症・虐待・

D∨ 。自殺・災害等)の予防の必要性が増しており、発生時における体制はPDCAサ
イクルを踏まえた要素が必要なことから、小項目「43.健康危機情報を迅速に把握

する体制を整える」、レИ.関係者・機関との連絡調整を行い、役割を明確イヒする」、

「45。 医療提供システムを効果的に活用する」、「46.健康危機の原因究明を行い、

解決 。改善策を講じる」、「47.健康被害の拡大を防止する」とした。到達度につい

ては、演習等の方法で実践的に学ぶことが可能な小項目はレベルⅢとした。

○中項目「L健康危機発生後からの回復期に対応する」においては、健康危機発生後

の継続した支援の重要性から、小項目「48.健康回復に向けた支援(PttSD対応 。生

活環境の復興等)を行う」、「49.健康危機への対応と管理体制を評価し、再構築する」
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とし、到速度は小項目 48、 49ともに、個人/家族、集団/地域のいずれもレベルⅣ

とした。

④大項目「 4.地域の人々の健康を保障するために、生活と健康に関する社会資源の公

平な利用と分配を促進する」

○この大項目における至」達度については、集団/地域を対象とした保健師の活動が個人

/家族に資することになると考え、個人/家族と集団/地域を併せて設定した。

○社会資源開発、施策化、社会資源の管理・活用のほか、保健師には対象を取り囲む全

体の包括的なケアシステムを構築することが求められることから、中項目に「 K。 シ

ステム化する」を追加し、小項目に「54.健康課題の解決のためにシステム化の必

要性をアセスメントする」、「55.関係機関や地域の人々との協働によるシステム化

の方法を見いだす」、「56.仕組みが包括的に機能しているか評価する」を追加した。

至」達度については小項目 ⊂4はレベル Iと し、小項目 55、 56は、住民との協働

やシステムが包括的に機能しているかを評価するには長期的に取り組む必要があり、

実習ではな<演習で強化してお<べきであることからレベルШとした。

また、小項目「57.組織 (行政・事業所 。学校等)の基本方針・基本計画との整

合性を図りながら施策を理解する」、「58,施策の根拠となる法や条例等を理解する」

については、学生が施策化を実施しながら学ぶことは困難であるため、演習等で実践

的に学び、理解を深める必要があると考え、到達度をレベルⅢとした。

○中項目「 L.施策イヒする」、「M.社会資源を管理・活用する」については、地域の健

康水準を高めるための社会資源について、保健師が実際に提言し施策に携わつてい<
必要性が増していることから、基本的知識や展開方法を実践につなげる教育が必要で

あると考え、小項目ごとの到達度を概ね上げた。

⑤大項目「 5。 保健 。医療・福祉及び社会に関する最新の知識・技術を主体的・継続的

に学び、実践の質を向上させる」

○この大項目は、保健師の実践能力である「専P5的自律と継続的な質の向上能力」を踏

まえ、新たに設定した。「専門的自律と継続的な質の向上能力」は、他の専Fヨ職にも

求められることであるが、保健師は公衆衛生看護を基盤としており、特に社会情勢を

踏まえて活動を展開する。そのため、保健師教育の至」達目標として明示することとし

た。

○中項目「 N.研究の成果を活用する」については、保健師は変化してい<社会情勢や

地域の健康課題を踏まえた活動が求められることから、小項目「68.研究成果を実

践に活用し、健康課題の解決 。改善の方法を生み出す」、「69。 社会情勢と地域の健

康課題に応じた保健師活動の研究 。開発を行う」を追加した。小項目 68、 69の至」

達度は、個人/家族及び集団/地域を合わせてレベルⅢとした。

○中項目「○.継続的に学rs~i」 は、保健師の専P3性から、質を向上してい<必要性があ
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り、責任が求められることから、小項目「70。 社会情勢・知識・技術を主体的、継

続的に学ぶ」を追加し、到達度はレベル Iと した。

○同様に、中項目「P.保健師としての責任を果たす」は、小項目を「71.保健師と

しての責任を果たしてい<ための自己の課題を見いだす」とし、到達度は、レベルⅣ

とした。

3。 保健師助産師詈護師学校賛成所指定規則の一部改正案

保健師教育の現状と、卒業時の到達目標を踏まえ、保健師助産師着護師学校養成所招

定規貝」(昭禾026年文部省 。厚生省令第 1号。以下「指定規則」という。)別表 1(第
2条関係)の改正案を作成した (表 2)。 その概要は、以下の通りである。

1)「地域奮護学」から「公衆衛生看護学」への変更

○在宅療養者等への着護実践が発展してきたことに伴い、地域において行政だけではな

<様々な場での保健師の役割が期待された結果、平成 8年の指定規貝」の一部改正にお

いて、市町村及び保健所を中心とした保健予防活動に焦点を置いた公衆衛生看護と在

宅療養者に焦点を当てた継続看護を含めて「/AN衆衛生着護学」から「地域着護学」ヘ

と変更された。

○また、平成 19年の指定規貝」の一部改正においては、在宅療養者に焦点を当てた継続

看護は既に着護師基礎教育における「在宅琶護論」で十分に教授されているとして、

「地域看護学」は、地域及び学校保健、産業保健を含んだ/AN衆
衛生看護活動に焦点を

当てることとされた。

○今回の検討では、前回の改正の意図を踏まえ、社会的なニーズが高まっている健康危

機管理の強化及び地域全体の健康状態の改善 。向上を強化し、保健師の役割と専門性

をより明確イヒするため、教育内容は「公衆衛生看護学」とした。なお、「公衆衛生看護

学」には、行政保健、産業保健、学校保健の領域が含まれる。

2)その他の改正点

○「地域着護学」を「
/AN衆

衛生看護学」と変更したことに伴い、「地域着護学概論」は

「公衆衛生看護学概論」、「地域看護活動展開論」は「公衆衛生看護活動展開論」、「地

域看護管理論」は「公衆衛生着護管理論」とする。

○「地域看護学実習」は「公衆衛生看護学実習」とし、また、「地域看護活動展開論実

習」は「公衆衛生看護活動展開論実習」、「地域看護管理論実習」は「公衆衛生看護管

理論実習」とする。

○「個人・家族・集団の生活支援」は、産業保健や学校保健に対応して、“組織"を加

え「個人 。家族・集団・組織の支援」とする。

○「保健福祉行政論」は、医療行政と福祉行政の相互の連携における保健師の役割の重
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要性を踏まえ、「保健医療福祉行政論」とする。

○地域における顕在化、潜在化した健康課題を明確化し、地域の人々と協働して健康増

進能力を高める能力や、健康課題を解決・改善するためにシステム化・施策化してい

<能力、健康危機に対応する能力、産業保健分野における能力を強化するため、演習

を充実することから、「個人・家族・集団 。組織の支援」「
/AN衆

衛生看護活動展開論」

「公衆衛生着護管理論」を合わせて4単位増力0させる。

○
/AN衆

衛生看護学実習の単位は、保健師に求められる役割を踏まえて作成した到達目標

を達成させるため、「公衆衛生看護活動展開論実習」と「
/AN衆衛生看護管理論実習」を

合わせて 1単位増加させる。

○臨地実習のうち、個人・家族・集団・組織の支援実習においては、それぞれの対象に

応じた継続指導を含むことと伝 方法を限定しない表現とした。

4.看護師等景成所の運営に関する指導要領の一部改正案

指定規貝」の改正案に基づき、看護師等賛成所の運営に関する指導要領 (平成 13年

1月 5日付け健政発第5号厚生省健康政策局長通知。以下「指導要領」という。)の
別表 1保健師教育の基本的考え方及び教育上の留意点等について、保健師の役割・機

能、実践能力、到達目標及び到達度の検討結果を踏まえて、改正案を作成した (表 3)。

なお、留意点は、今回の改正において留意すべき内容要素や指導方法を示すもので

あることから、これまでの留意点は、周知の状況等を勘案し適宣削除した。以下では、

特記すべき改正内容について述べる。

1)教育の基本的な考え方

保健師活動の対象者、活動範囲、領域を明確にするために、現行の看護師等養成所の

運営に関する指導要領の「別表 1 保健師教育の基本的な考え方、留意点等」にある「地

域」という用語については次のように考えることとする。

○地域とは、個人 。家族・集団・組織を含むコミュニティ (共同体)をいう。

2)留意点

(1)臨地実習
/AN衆

衛生看護学実習は保健師活動の全体像を捉えることができるように保健所 。市町

村を含み、学校、事業所、医療 。福祉施設、地域包括支援センター等、保健師が役割を

担つている多様な場で実習を行うこととする。

Ⅱ. 助産師教育の内容と方法について

1.助産師教育の現状と課題

○産科施設の集約化により、実習施設が減少している。また、実習指導者を配置できる

病院は比較的規模が大きいため、このような病院にはハイリスク妊産婦が集まり、正
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常産の例数も減っている。そのため、正常分べんの実習が可能な施設が分散化し、学

生への指導は実習指導者に委せざるを得なかつたり、実習指導者がいない状況で実習

を行わなければならな<な つている。

○一方、臨床教授制を取り入れたり、実習指導者を集めて協議会を開催したりすること

で、学生にとつて適切な実習環境を提供できるようにしている教育機関もある。

○妊娠中期から生後 1か月までの継続事例については、臨床現場で妊娠期の指導ができ

る助産師が少なく、教員が指導を行いた<ても、実習施設が分散化しているため厳し

い状況である。また、学生は、継続事例を担当するために上 。日曜日や夏期休暇も利

用しており、実際の単位数以上に実習を行わざるを得な<なつている。

○学生は主体的に演習をしたり、実践の場がイメージできるようにするために、視聴覚

教材を活用したり、実習施設の器材を用いてシミュレーション演習を行つたりしてい

る。

2.助産師に求められる役割と機能、実践能力を踏まえた卒業時の到達目標

1)助産師に求められる役割と機能

○産科医の不足、産科施設の集約化による分べん施設の減少などにより、助産師には産

科医との役割分担を行いながら産科分野で活躍することが期待されている
`

○助産師が正常の妊婦健康診査と分べんを担うことで、妊産婦の多様なニーズに応える

ことが可能となる。そのためには、妊婦健康診査時の正常・異常の判別だけでな <、

分べん時の緊急事態に対応できることが必要となる。

○近年推進されている院内助産所や助産師外来では、医療機関内という特性からリスク

の高い妊産婦にも対応してい<こととなり、助産師はより高い助産診断能力とともに

医師との連携が重要となってきている。

○また、出産年齢の高齢化により、ハイリスク妊産婦が増加し、外来における妊婦健康

診査からMFIC∪ (母体・胎児集中治療室)等において産科知識と合わせた妊娠・

産じょ<期の生活支援に対する役割の期待も高<なっている。

○他方、思春期からのSTI(性 感染症)予防やD∨ (家庭内暴力)。 子ども虐待の予

防と対応など、女性の性に関わる課題に対する助産師の活躍も期待されている。

○このような状況を考慮し、今後より強イヒされるべき助産師の役割と機能を、表4のと

おりとした。
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表4 今後より強化されるべき助産師の役割と機能

1.妊娠期の診断とケア

①正常妊婦の健康診査

②超音波装置を用いた妊婦健康診査

③ハイリスク妊婦のケフ

④ノヽ―スプランヘの支援

2.分べん期の診断とケア

⑤医師がいない場での会陰切開及び裂傷に伴う縫合

⑥医師がいない場での止血等の限定された薬剤投与

⑦医師がいない場での新生児蘇生

3.産じょく期の診断とケア
③生後1か月の母子の健康診査

⑨乳房ケア

4.女性のケア

5。 出産・育児期の家族ケア

6。 地域母子保健におけるケア

⑩育児ノイローゼや虐待の予防と対応

①STI(性感染症)予防の対応

7.妊娠期、分べん期及び産じょ<期における緊急時の母子への対応

8.妊娠期から育児期まで継続したケア

9。 他職種、他施設等との連携

2)助産師に求められる実践能力

助産師の役割と機能を踏まえ、助産師に求められる実践能力として、以下の4つの能

力を設定した。

I。 助産における倫理的課題に対応する能力

I.マタニティケア能力

Ⅲ.性と生殖のケア能力

Ⅳ.専P3的自律能力

3)卒業時の到達目標と到速度

「助産師に求められる役害」と機能」と「助産師に求められる実践能力」を踏まえ、平

成20年 2月に示された「『助産師、看護師教育の技術項目の卒業時の至」達度』につい

て」(平成 20年 2月 8日付け医政看発第 0208001号厚生労働省医政局看護課長通

知)の別添「助産師教育の技術項目と卒業時の到達度」に基づいて、卒業時の到達目標

及び到達度を設定した。(表 5)

以下では、上記の「助産師教育の技術項目と卒業時の至」達度」から変更した部分につ

いて説明する。
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(1)大項目別の到達目標と到達度

①大項目 ,中項目「 1。 母子の命の尊重」

○助産師の実践能力である「助産における倫理的課題に対応する能力」を踏まえ、大項

目・中項目に「 1.母子の命の尊重」を新たに設定し、小項目を「1.母体の意味を

理解し、保護する」、「2.子供あるいは胎児の権利を擁護する」、「 3。 両者に関わる

倫理的課題に対応する」とした。到達度はそれぞれレベルⅡとした。

②大項目「 2。 妊娠期の診断とケア」                        
｀

〇小項目「14.出生前診断を考える妊婦の意思決定過程を支援する」は演習で強化す

ることとし、到達度をレベルⅢとした。

③大項目「 3。 分べん期の診断とケア」

○到達目標の小項目「24.異常発生時の判断と必要な介入を行う」の下位項目「(4)
正常範囲を超える出血への処置を行う」では、緊急事態に対応できるようにするため     ‐

に、演習で学習を深めることとし、到達度をレベルⅢとした。

○帝王切開が増加しており、その前後のケアを行う助産師の役割の重要性から、小項目

「24.異常発生時の判断と必要な介入を行う」に下位項目「(8)帝王切開前後のケ

アを行う」を追加し、到達度をレベルⅡとした。

○出生直後の児の異常に対する産婦と家族に対する支援を明確化するために、小項目

「25。 児の異常に対する産婦、家族への支援を行う」を追加し、到達度をレベルⅣ

とした。

④大項目「 4。 産じょく期の診断とケア」

〇小項目「36.1か月健康診査の結果に基づいて母子と家族を支援し、フォローアッ

プする」では、1か月健康診査の結果に基づく支援だけでな<、 次の3～ 4か月乳幼

児健康診査までのフォローアップを示すために「フォローアップ」を追加し、到達度

をレベル Iからレベル Iと した。

○至」達目標の小項目「38.母乳育児に関する適切な授乳技術を提供し、乳房ケアを行

う」では、基礎教育において知識を押さえた上で、卒後の臨床研修の中でレベルアッ

プしてい<こととし、到達度をレベル IからレベルⅡとした。

○到達目標の小項目「40.母子愛着形成の障害、児の虐待ハイリスク要因を早期に発

見し、支援する」では、早期発見にとどまらず、対応してい<ことまでを含めて教育

することが必要であることから「支援」を追加し、到速度はレベル IからレベルⅢと

した。

⑤大項目「7.助産業務管理」

○院内助産所や助産師外来における助産管理や周産期医療の集約化に伴う他職種連携、

10
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他施設連携に関する教育内容を強化するために、到達目標に新たに大項目「助産業務

管理」を追加した。

○さらに、中項目を「 H。 法的規定」と「 |.周産期医療システムと助産」とし、小項

目は「56.保健師助産師看護師法等に基づ<助産師の業務管理を行う」、「57.周産

期医療システムの運用と地域連携を行う」、「58.場に応じた助産業務管理を実践す

る」とした。到達度は、それぞれレベルⅣとした。

⑥大項目「 8。 ライフステージ各期の性と生殖のケア (マタニティステージを除<)」

○この大項目は、「助産師教育の技術項目の卒業時の至」達度」における大項目「4.女

性のケア」の中項目及び到達度に、マタニティステージを除いた思春期から中高年期

までの全てのライフステージに及ぶ内容が含まれていることを踏まえて修正したも

のである。

○中項目はライフステージで区分し、女性とパートナー、家族を共に対象にすることが

分かるように表現することとし、「 J。 思春期の男女への支援」、「K.女性とパート

ナーに対する支援」、「L.不妊の悩みを持つ女性と家族に対する支援」、「M。 中高年

女性に対する支援」とした。

○現行の大項目「4.女性のケア」に挙げられている中項目「 E.女性の性感染症に関

する予防と支援」については、発達と加齢による変化に対応したケアが必要であるこ

とから、新たに整理した中項目」～Mのそれぞれに必要な小項目を設けることとした。

○中項目「 J.思春期の男女への支援」では、「助産師教育の技術項目の卒業時の到達

度」における「4女 性のケア」の中項目「A.思春期女性の支援」における小項目

「 1.思春期特有の悩みや相談への対応」、「3。 年齢に応じた身体発育状態のアセス

メントと支援」、及び「4.二次性徴の発現に遅れがある時の医学的な介入の必要性

のアセスメント」を、小項目「59思 春期のセクシュアリティ発達を支援する」や、

「61.二次性徴の早 。遅発ケースの対応と支援を行う」に修正した。思春期の男女

への性感染症、D∨については、新たに小項目「63.性感染症予防とD∨予防を啓

発する」を加え、到達度はⅣとした。

○中項目「K。 女性とパートナーに対する支援」においては、女性とパートナーの性と

生殖の健康を支援することについて学習するように、小項目「66.健康な性と生殖

への発達支援と自己決定を尊重する」、「68.性感染症罹患へのアセスメント・支援

及び予防に関する啓発活動を、他機関と連携して行う」を位置付けた。

○中項目「 L.不妊の悩みを持つ女性と家族に対する支援」においては、家族を包括的

に支援することについて学習することとし、小項目「了2.家族を含めた支援と他機

関との連携を行う」を加え、明確にした。

○中項目「M。 中高年女性に対する支援」においては、中高年の女性に対する助産師特

有の役割について学習することとし、小項目「73.健康的なセクシュアリティ維持

に関する支援と啓発を行う」、「74.中高年の生殖器系に関する健康障害を予防し、
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日常生活を支援する」を位置付け、小項目73の到達度はⅢ、小項目74は到達度を

Ⅳとした。

⑦大項目「 9。 助産師としてのアイディンティティの形成」

○助産師の実践能力である「専P目的自律能力」が明確化されたことを踏まえ、大項目と

中項目を合わせて「9.助産師としてのアイディンティティの形成」とし、小項目を

「76.助産師としてのアイディンティティを形成する」とした。到達度は、レベル

Iと した。

3.保健師助産師着護師学校姜成所指定規則の一部改正案

○助産師教育の現状と、卒業時の至」達目標と到達度を踏まえ、指定規則の改正案を作成

した。(表 6)

○改正案においては、正常な妊婦の健康診査及び分べんを担い、出産後も継続して支援

するために、「助産診断・技術学」に重点を置き、妊娠経過の正常・異常の診断能力、

分べん時の緊急事態に対応する能力、新生児期のアセスメント能力を養うために、演

習 。実習を強化すべきとした。そのため、「助産診断・技術学」を2単位、臨地実習

を2単位増加させる。

○また、院内助産所や助産師外来のマネジメントや医療安全対策に加え、周産期医療体

制の中での職種間連携や地域連携といつた内容も強化すべきであるため、「助産管理」

を 1単位増加させる。

4。 奮護師等賛成所の運営に関する指導要領の一部改正案

指定規貝」の改正案に基づいて指導要領の別表2助産師教育の基本的考え方、留意点等

の改正案を作成した (表 7)。

教育の基本的考え方については、現行の教育の基本的考え方をベースとして、「根拠

に基づいて支援する能力」「継続的に支援する能力」「助産師としての責務の自党、倫理

観、自律する能力」の必要性を力0える。

その他の変更点は表に示す通りである。

Ⅲ。今後の課題等について

本報告書においては保健師教育、助産師教育の卒業時の到達目標を明らかにし、これ

らに伴う指定規則及び指導要領の改正案を提言した。次の段階として、到達目標の達成

のための教育方法について検討してい<ことが求められることとなる。また、今後は到

達目標の達成状況に基づ<教育内容の評価等も求められる。

さらに、検討過程において委員から示された以下に挙げる意見等も課題として捉え、

教育の一層の充実を図って行<こ とが重要である。

り
乙
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○改正の意図を踏まえた保健師教育の充実を図るためには、保健師教育の関係者は、保

健 。医療・福祉・介護などの従事者と、その時代の健康課題に合った「公衆衛生看

護学」の概念を共有することが重要である。

○大学における保健師教育と看護師教育の統合化されたカリキュラムにおいては、1つ

の科目を保健師課程と看護師課程の両方の単位として認定する教育を行つている場

合がある。これについては、日標とする至」達度が担保されることを前提として、大

学の教育理念が反映できるよう柔軟にカリキュラムを構築できることも肝要である

との意見があつた。その一方で、課程ごとの教育内容を尊重し、保健師教育を充実

させることができるように、単位の認定方法については慎重に検討するべきという

意見もあった。

○実習においては、実習施設の分散化に伴い、教員が保健師活動や助産について意味付

けを行い、学生の知識を統合して実習を進めてい<ことが難し<な つている。実習

におけるカンフアレンスや事例検討、及びその準備に係る学生の学習も知識を統合

するために必要な工夫として、実習の中に位置付けることの検討も必要である。

○また、指定規則の一部改正における単位数の増加による演習の増加や実習施設の分散

イじなどにも対応できる手厚い指導体制が必要であり、教員の負担などの指導体制ヘ

の影響を考慮し、体制見直しについて検討することも必要である。

○さらに、教育を充実させるためには、教育の質を評価するシステムが必要であるとい

う意見があつたことを踏まえ、各々の姜成機関が自己評価を行い、教育課程毎に外

部評価を受けることの検討も必要である。

本検討会は、引き続き教育方法についての検討も含め、看護師教育の内容と方法につ

いて検討を進めることとし、第一次報告のほかに検討結果を検討会報告として取りまと

めることとしている。

●
０
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保健師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到達度 (案)

■「個人/家族」 :個人や家族を対象とした卒業時の到速度

「集団/地域」 :集団(自治会の住民、要介護高齢者集団、管理的集団、小学校のクラス等)や地域 (自治体、事業所 、学校割 の人々を対象とした

卒業時の到速度

■卒業時の到達度レベル

I:少しの助言で自立して実施できる

工:指導のもとで実施できる(指導保健師や教員の指導の下で実施でき0
Ш :学内演習で実施できる{事例等を用いて模擬的に計画を立てたり実施できる)

Ⅳ :知識としてわかる
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実践能力
卒業時の到達日標 到達度

大項目 中項目 小項目 個人/家族 集団/地域

帥詢略蜘カ

Ｌ
麟
嘘
画．魏

1.地域の健康課
題を明らかにし、
解決・改善策を計
画・立案する

A.地域の人々の生
活と健康を多角的・
継続的にアセスメン
トする

1
暑体89・ 精神的・社会文化09側 面から客観的・主観的情報を収集伝 アセスメ
ントする

I I

2 社会資源について情報収集し、アセスメントする I

3 自然及び生活環境 (気候・公害等)について情報を収集しアセスメントする I

4 対象者及び対象者の属する集団を全体として捉え、フセスメントする I

5 健康問題を持つ当事者の視点を踏まえてアセスメントする I

6 系統的・経時的に情報を収集伝 継続してアセスメントする I

7 収集 した情報をフセスメントし、地域特性を見いだす I

B.地域の顕在的、
潜在的健康課題を見
いだす

8 顕在化している健康課題を明確化する I

9 健康課題を持ちながらそれを認識していない。表出しない。表出できない人々
を見いだす I Il

10 潜在化している健康課題を見出し 今後起こり得る健康課題を予測する I Π

11
地域の人々の持つ力 (健康課題に気づき、解決 改善、健康増進する能力)を見
レヽだす 1

Q地 域の健康課題
に対する支援を計
画・立案する

12 健康課題について優先順位を付ける

13 健康課題に対する解決・改善に向けた目的・日標を設定する

14 地域の人々に適 した支援方法を選択する

15 目標達成の手順を明確に臥 実施計画を立案する

16 評価の項目・方法・時期を設定する

I.地域の

2.地域の人々と
協働して、健康課
題を解決・改善
し、健康増進能力
を高める

a活 動を展開する

17 地域の人々の生命・健康、人間としての尊厳と権利を守る

18 地域の人々の生活と文化に配慮した活動を行う

19 プライノヽシーに配慮伝 個人情報の収集・管理を適切に行う

2C 地域の人々の持つ力を3:き出すよう支援する I

21 地域の人々が意思決定できるよう支援する lI Il

22 訪P・3・ 相談による支援を行う I I

23 健康教育による支援を行う I I

24 地域組織 。当事者グループ等を育成する支援を行う Ⅲ

健殿月運露
力を高める
個人・家
族・集団・
組織への経
続的支援と
協働・組織
活動及び評
価する能力

25 活用できる社会資源、協働できる機関 。人材について、情報提供をする I I

26 支援目的に応じて社会資源を活用する Ⅱ

27 当事者と関係贈種・機関でチームを組織する

28 個″ 家族支援、組織的アプローチ等を組み合わせて活用する I

29 法律や条例等を踏まえて活動する I

30 目的に基づいて活動を記録する I

E地 域の人々・関
係者・機関と協働す
る

31 協働するためのコミュニケーションをとりながら信頼関係を築<

32 必要な情報と活動目的を共有する

33 互いの役割を認め合い、ともに活動する

F.活動を評価・フォ
ローアップする

鉾 活動の評価を行う I I

35 評価結果を活動にフィードバックする I I

36 継続した活動が必要な対象を判断する I I

37 必要な対象に継続した活動を行う Il I



実践能力
卒業時の到達目標 到速度

大頂日 中項目 小項目 個人/家族 集団/地域

Ⅲ.地 域 の
健 店倍絶 替 3.地域の健康危

機管理を行う

Q健 康危機管理の
体制を整え予防策を
請じる

38 健康危機 (感染症・虐待・DV・ 自殺・災害等)への予防策を請じる Ⅲ

39 生活環境の整備 改善について提案する Ⅲ Ⅲ

40 広域的な健康危機 (災害・感染症等)管理体制を整える Ⅲ Ⅲ

41 健康危機についての予防教育活動を行う Ⅱ Ⅱ

H.健康危機の発生
時に対応する

42 健康危機 (感染症・虐待・D∨・自殺・災害等)に迅速に対応する Ⅲ Ⅲ

43 健康危機情報を迅速に把握する体制を整える Ⅳ Ⅳ

理能力

“

関係者・機関との連絡調整を行い、役割を明確イじする Ⅲ Ⅲ

45 医療提供システムを効果的に活用する V Ⅳ

46 陸康危機の原因究明を行い、解決・改善策を諸じる V Ⅳ

47 健康被害の拡大を防止する Ⅳ Ⅳ

L健康危機発生後か
らの回復期に対応
する

48 健康回復に向けた支援(PT勁 応 。生活環境の復興等)を行う Ⅳ Ⅳ

49 健康危機への対応と管理体制を評価臥 再構築する V Ⅳ

Ⅳ.地域の
健康水準を
高める社会
資源開発・
システム
化・施策化
する能力

4.地域の人々の
健康を保障するた
めに、生活と健康
に関する社会資源
の公平な利用と分
配を促進する

」.社会資源を開発
する

50 活用できる社会資源と利用上のFoO題 を見いだす I

51 地域の人々が組織や社会の変革に主体的に参画できるよう機会と場、方法を提
供する Ⅲ

52 地域の人々や関係する部署・機関の間にネットワークを構築する Ⅲ

53 必要な地域組織やサービスを資源として開発する Ш

Kシ ステム化する

54 健康課題の解決のためにシステム化の必要性をアセスメントする I

55 関係機関や地域の人々との協働によるシステム化の方法を見いだす Ill

56 仕組みが包括的に機能しているか評価する Ⅲ

施策化する

57 組織 (行政・事業所 。学校等)の基本方針・基本計画との整合性を図りながら
施策を理解する Ⅲ

58 施策の根拠となる法や条例等を理解する Ⅲ

69 施策1じに必要な情報を収集する I

60 施策化が必要である根拠について資料化する I

61 疱策化の必要性を地域の人々や関係するgB署・機関に根拠に基づいて説明する Ⅲ

62 海策化のために、関係する部署・機関と協議・交渉する Ш

63 地域の人々の特性・ニーズに基づ<施策を立案する Ш

Ｍ
．理

社会資源を管
活用する

64 予算の仕組みを理解し、根拠に基づき予算案を作成する Ⅲ

65 施策の実施に向けて関係する部署・機関と協働し、活動内容と人材の調整 (配
置・確保等)を行う Ш

66 施策や活動、事業の成果を公表し、説明する Ш

67 保健医療福祉サービスが公平・円滑に提供されるよう継続的に評価・改善する III

V.専門的
自律と継続

5.保健・医療・

福祉及び社会に関
する最新の知識・

技術を主体的・継
続的に学び、実践
の資を向上させる

N.研究の成果を活
電する

68 研究成果を実践に活用し、健康課題の解決・改善の方法を生み出す III

69 社会情勢と地域の健康課題に応した保健師活動の研究・開発を行う Ⅲ

詢な質の向
上能力

)継 続的に学ぶ 70 社会情勢・知識・技術を主体的、継続的に学ぶ I

P.保健師としての
責任を果たす

71 保健師としての責任を果た していくための自己の課題を見いだす Ⅳ
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教育の基本的者え方

1 個人・家族・集団 。組織を含むコミュニティ (共同体)を地域とし、地域および地域を構

成する人々の心身の健康、疾病・障害の予防、発生、回復及び改善の過程を社会的条件の中

で系統的、予測的に捉えアセスメントし、地域の顕在化、潜在イヒしている健康課題を明確化

し、解決・改善策を計画・立案する能力を養う。

2 地域の人々が自らの健康状態を認識し、健康の保持増進を図れるよう支援するとともに、

人夜が自主的に社会資源を活用できるよう支援し評価する能力を養う。

3 健康危機管理の体制を整え、健康危機の発生時から回復期の健康課題を早期に発見し迅速
かつ組織的に対応する能力を養う。

4 地域の健康水準を高めるために、保健・医療・福祉サービスを調整し活用する能力及び地
域の健康課題の解決に必要な社会資源を開発し、施策化及びシステム化する能力を養う。

5 保健・医療・福祉及び社会に関する最新の知識 `技術を主体的・継続的に学び、実践の質を
向上させる能力を重う。

表3

看護師等養成所の運営に関する指導要領 別表1

保健師教育の基本的考え方、留意点等 改正案

19
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教育内容 単位数 留意点

公衆衛生看護学

公衆衛生看護学概論

個人 。家族・集団 。

組織の支援

公衆衛生看護活動展
開論

公衆衛生看護管理論

６

　

　

２

４
１

個人 。家族・集団 。組織を含むコミュニティ (共同体)及び地
域を構成する人長の集合体の健康増進 。改善を目指すアプロー

チの基本的な者え方を学ぶ内容とする。

個人・家族の健康課題への支援から地域をアセスメントし、顕
在化・潜在イヒしている健康課題を明確にする万法を学ぶ内容と
する。
健康課題への支援を計画・立案することを学ぶ内容とする。

人々の健康行動の特性及び効果的な介入方法と技術を学ぶ内容
とする。
集団における教育方法や集団力学等を学ぶ内容とする。

地域の人反や医療、福祉等の他職種との協働・マネジメントを
学ls~i内容とする。

ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの運動に
よる活動の展開を学ぶ内容とする。
産業保健・学校保健における活動の展開を学ぶ内容とする。

事例を用いて活動や事業の評価を行い、システム化 。施策イしに
つなげる過程を演習を通して学ぶ内容とする。

健康危機管理を学ぶ内容とする。



教育内容 単位数 留意点

疫学 2 /AN衆
衛生看護活動を展開する上で、基盤となる疫学調査 。分

析、活用方法について学ぶ内容とする。

保健統計学 2 公衆衛生看護活動における統計学の基礎、情報処理技術及び統
計情報とその活用方法について学ぶ内容とする。

保健医療福祉行政論 3 保健医療福社の計画の企画及び評価について実践的に学ぶ内容
とする。

調査で明らかにされた生活環境が人々に及ぼす健康上の影響な
ど、健康に係る社会Fo3題 を解決する政策形成過程に活かす方法
を学ぶ内容とする。

事例を用いて政策形成過程等に関する演習を行う。

臨地実習

公衆衛生看護学実習

個人・家族・集
団・組織の支援
実習

/AN衆
衛生看護活

動展開論実習

公衆衛生看護管
理論実習

5

5

2

３

１

１

１

Ｌ

ｒ

ｌ

ｌ

ゴ

保健所・市町村を含む、保健師が役害」を担つている多様な場で
実習を行う。

地域の社会資源を活用し、生活を支援する実習を行う。

家庭訪Fo5を通して、地域の健康課題を理解することができる実
習とする。

個人と地域全体を運動させながら捉え、地域全体に対して
PDC∧を展開する過程を学ぶ実習とする。

地域ケアシステムにおける地域の人々や医療、福祉の他職種と
協働する方法を学ぶ実習とする。

地域住民、関係機関や他職種との連携、調整の実際が理解でき
る実習とする。
/AN衆

衛生看護活動の管理や評価、健康危機管理の体制について
学ぶ実習とする。

総計 28 890時間以上の講義 。実習等を行うものとする。
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助産師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到達度 (案)

■卒業時の到達度レベル
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I:少 しの助言で自立して る  Ⅱ る Ⅳ :知識とし

実践能力
卒業時の到達目標

到達度
大項目 中項目 小項目

I助産における倫理
的課題に対応する
能力

1母子の命の尊重

1 母体の意味を理解し、保護する I

2 子供あるいは胎児の権利を擁護する Ⅱ

3 両者に関わる倫理的課題に対応する Ⅱ

Iマタニティケア
能力

2妊娠期の
診断とケア

へ妊1尋と家族の
健康状態に関
する診断とケ
ア

4 時期に応した妊娠の診断方法を選択する

5 妊娠時期を診断 (現在の妊娠週数)する

6 妊娠経過を診断する

7 妊婦の心理・社会的側面を診断する

8 安定した妊娠生活の維持について診断する

9 妊婦の意思決定や嗜好を考慮した日常生活上のケアを行う

10 妊婦や家族への出産準備・親準備を支援する

現在の妊娠経過から分べん 。産じょくを予測し、支援する

12 流早産・胎内死亡など,い理的危機に直面した妊産婦と家族のケアを行う Ⅱ

3出生前診断に
関わる支援

13 最新の科学的根拠に基づいた情報を妊婦や家族に提示する Ⅱ

14 出生前診断を考える妊婦の意思決定過程を支援する Ⅲ

3分べん期
の診断と
ケア

3.正 常分べん

15 分べん開始を診断する

16 分べんの進行状態を診断する

17 産婦と胎児の健康状態を診断する

18 分べん進行に伴う産婦と家族のケアを行う

19 経腟分べんを介助する

20 出生直後の母子接触・早期授乳を支援する

21 産婦の分べん想起と出産体験理解を支援する

22 分べん進行に伴う異常発生を予測し、予防的に行動する I

D異常状態

23 異常発生時の観察と判断をもとに行動する Ⅱ

24 異常発生時の判断と必要な介入を行う

(1)骨盤出□部の拡大体位をとる I

(2)会陰の切開及び裂傷後の縫合を行う Ⅲ

(3)新生児を蘇生させる Ⅲ

(4)正常範囲を超える出血への処置を行う Ⅲ

(5)子病発作時の処置を行う Ⅳ

(6)緊急時の骨盤位分べんを介助する Ⅳ

(7)急速遂娩術を介助する Ⅱ

(8)帝王切開前後のケアを行う

25 児の異常に対する産婦、家族への支援を行う Ⅳ

26 異常状態と他施設搬送の必要性を判断する Ⅳ



実践能力
卒業時の到達目標

到達度大項目 中項目 小項目

Ⅱ.マタニティケア
能力

|

4産しょく
期の診断と
ケア

巨じょ<婦の診
断とケア

27 産じょく経過における身体的回復を診断する I

28 じょ<婦の心理・社会的側面を診断する I

29 産後うつ症状を早期に発見し、支援する Π

30 じょく婦のセルフケア能力を高める支援を行う I

31 育児に必要な基本的知識を提供し、技術支援を行う I

32 新生児と母親、父親、家族のアタッチメント形成を支援する I

33 産しょく復古が阻害されるか否かを予測し、予防的ケアを行う I

34 生後1か月までの母子の健康状態を予測する I

35 生後1か月間の母子の健康診査を行う I

36 1か月健康診査の結果に基づいて母子と家族を支援し、フォローアップする Ⅱ

37 母乳育児に関する母親に必要な知識を提供する I

38 母事L育児に関する適切な授乳技術を提供し、撃L房ケアを行う Ⅱ

39 母yt育児を行えない/行わない母親を支援する I

40 母子愛着形成の障害、児の虐待ハイリスク要因を早期に発見し、支援する Ⅲ

F新生児の診断
とケア

41 出生後24時間までの新生児の診断とケアを行う

42 生後1か月までの新生児の診断とケアを行う I

Gハイリスク
母子のケア

得 両親の心理的危機を支援する Ⅱ

“

両親のアタッチメント形成に向けて支援する I

45 NIC∪ における新生児と両親を支援する V

46 次回妊娠計画への情報提供と支援を行う Ⅱ

5出産・育児期の家族ケア

47 出生児を迎えた生活環境や生活背景をアセスメントする I

“

家族メンノヽ―全体の健康状態と発達課題をアセスメントする I

49 新しい家族システムの成立とその変化をアセスメントする Ⅱ

50 家族間の人間関係をアセスメントし、支援する I

51 地域社会の資源や機関を活用できるよう支援する

6地域母子保健におけるケア

52 保健 医療・福祉関係者と連携する Ⅱ

53 地域の特性と母子保健事業をアセスメントする Π

54 消費者グループのネットワークに参加し、グループを支援する Ⅳ

55 災害時の母子への支援を行う Ⅳ

7助産業務
管理

H法的規定 56 保健師助産師着護gT法等に基づ<助産B面の業務管理を行う Ⅳ

周産期医療シ
ステムと助産

57 周産期医療システムの運用と地域連携を行う Ⅳ

58 場に応じた助産業務管理を実践する

(1)病院における助産業務管理を実践する Ⅳ

(2)診療所における助産業務管理を実践する Ⅳ

(3)助産所における助産業務管理を実践する Ⅳ

22

-462-―



実践能力
卒業時の到達目標

到速度
大項目 中項目 」ヽ項目

Ⅲ性と生殖のケア
能力

8ライフス
テージ各期
の性と生殖
のケア (マ

タニティス
テージを除
<)

」思春期の男女
への支援

59 思書期のセクシュアリティ発達を支援する Ⅲ

60 妊娠可能性のあるケースヘの対応と支援を行う Ⅳ

61 二次性徴の早・遅発ケースの対応と支援を行う Ⅳ

62 月経障害の緩和と生活支援をする Ⅲ

63 性感染症予防とD∨予防を啓発する Ⅳ

64 家族的支援と教育関係者及び専門職と連携し支援する Ⅳ

く女性とパート
ナーに対する
支援

65 家族計画 (受胎調節法を含む)に関する選択・実地を支援する I

66 健康的な性と生殖への発達支援と自己決定を尊重する Ⅳ

67 D∨ (性暴力等)の予防と被害相談者への対応、支援を行う Ⅳ

68 性感染症罹患のアセスメント・支援及び予防に関する啓発活動を、他機関
と連携して行う

Ⅳ

69 生活自立困難なケースヘ妊娠 。出産・育児に関する社会資源の情報を提供
し、支援する

Ⅳ

不妊の悩みを
持つ女性と家
族に対する支
援

70 不妊治療を受けている女性・夫婦・カップル等を理解し、自己決定を支援
する

Ⅳ

71 不妊検査・治療等の情報を提供し、資源活用を支援する Ⅳ

72 家族を含めた支援と他機関との連携を行う Ⅳ

73 健康的なセクシュアリティ維持に関する支援と啓発を行う Ⅲ

Ⅵ 甲局年叉圧 に

対する支援
74 中高年の生殖器系に関する健康障害を予防し、日常生活を支援する Ⅳ

75 加齢に伴う生殖器系の健康管理とQOLを支援する Ⅳ

Ⅳ専P3的自律能力
9助産師としてのアイデン
ティティの形成

76 助産8Tと してのアイデンティティを形成する I
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琶護師等養成所の運営に関する指導要領 別表2
助産師教育の基本的考え方、留意点等 改正案

教育の基本的考え方

1 妊産じょく婦及び胎児 。新生児の健康水準を診断し、妊娠・出産・産じょくが自然で安全に経過
し、育児を主体的に行えるよう、根拠に基づき支援する能力を養う。

2 女性の一生における性と生殖をめぐる健康に関する課題に対して、継続的に支援する能力を養う。

3 安心して子どもを産み育てるために、他職種と連携・協働しながら、個人及び社会にとつて必要な
地域の社会資源の活用や調整を行う能力を養う。

4 助産師の役割 。責務を自覚し、女性と子ども並びに家族の尊厳と権利を尊重する倫理観及び専P5職
として自律する能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

基礎助産学

助産診断・技術学

地域母子保健

助産管理

6

8

1

2

女性の生涯を通じて、性と生殖に焦点を当てて支援する活動である助産の

基礎について学ぶ内容とする。
母子の命を同時に尊重することに責任を持つ役割を理解し、生命倫理を深
く学ぶ内容とする。
母性・父性を育むことを支援する能力を養う内容とし、また家族の心理・

社会学的側面を強化した内容とする。
チーム医療や関係機関との調整・連携について学ぶ内容とする。
助産師の専門性、助産師に求められる姿勢、態度について学rs~i内容とす
る。

妊娠経過の正常・異常を診断するための能力を養い、診断に伴う最新の技
術を修得する内容とする。
助産過程の展開に必要な助産技術を確実に修得するために演習の充実強化
を図り、助産の実践に必要な基本的技術を確実に修得する内容とする。
妊婦 。じょく婦 。新生児の健康状態に関するアセスメント及びそれに基づ
<支援を強化する内容とする。
分べん期における緊急事態 (会陰の切開及び裂傷に伴う縫合、新生児蘇
生、止血処置、児の異常に対する産婦、家族への支援等)に対応する能力
を3会化する内容とする。
妊産婦の主体性を尊重した出産を支援する能力を養う内容とする。

住民の多様なニーズに対応した母子保健サービスを提供できるための能力
を養うとともに、保健 。医療・福祉関係者と連携・協働しながら地域の母
子保健を推進するための能力を養う内容とする。

助産業務の管理、助産所の運営の基本並びに周産期医療システムについて
学ぶ内容とする。
周産期における医療安全の確保と医療事故への対応について学/5~i内容とす
る。

臨地実習

助産学実習

助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理の実習を含むものとする。

分べんの取り扱いの実習については、分べんの自然な経過を理解するた
め、助産師又は医師の監督の下に、学生1人につき正常産を10回程度直接
取り扱うことを目安とする。取り扱う分べんは、原則として正期産 。経腟
分べん 。頭位単胎とし、分べん第 1期から第3期終了より2時間までとす
る。
実習期間中に妊娠中期から産後lヶ月まで継続して受け持つ実習を1例以上
行う。
妊婦健康診査を通して妊娠経過の診断を行うとともに、産じょく期の授享L

支援、新生児期のアセスメントを行う能力を強化する実習を含む内容とす
る。

総  計 28 930時間以上の講義 。実習等を行うものとする。

27
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看護教育の内容と方法に関する検討会

「保健師教育ワーキンググループ」メンバー

※○は座長 敬称略 (五十音順)

麻原 きよみ  聖路加看護大学看護学部教授

安藤 智子   銚子市地域包括支援センター主任保健師

五十嵐 千代  東京工科大学医療保健学部看護学科准教授

池西 静江   京都中央看護保健専門学校副校長

大場 エミ   横浜市南福祉保健センター長

(森岡 幸子   全国保健師長会理事 ※第 4回まで)

岡本 玲子   全国保健師教育機関協議会副会長

酒井 陽子   秋田県立衛生看護学院保健科教務主任

澁谷 いづみ  保健所長会会長

○中山 洋子   福島県立医科大学看護学部学部長

羽田 貴史   東北大学高等教育開発推進センター教授

春山 早苗   自治医科大学看護学部教授

宮崎 美砂子  千葉大学看護学部教授
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看護教育の内容と方法に関する検討会

「助産師教育ワーキンググループ」メンパー

※○は座長 敬称略 (五十音順)

石井 邦子   千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科長

岡本 喜代子  日本助産師会専務理事

熊澤 美奈好  亀田医療技術専門学校助産学科副校長

島田 啓子   全国助産師教育協議会理事

杉本 充弘   日本赤十字社医療センター周産母子・小児センター長

高橋 員理   北里大学看護学部教授

田村 一代   医療法人帯経会 大草レディスクリニック師長

○菱沼 典子   聖路加看護大学看護学部学部長

福井 トシ子  社団法人日本看護協会常任理事

宮川 祐三子  大阪府立母子保健総合医療センター看護師長

横尾 京子   広島大学大学院保健学研究科教授
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平成 23年度専任教員養成講習会開催予定都道府県一覧

都道府県名 講習会開催期間 定員 (人 )

北 海 道 平成 23年 5月 ～平成 24年 2月 40

東 京 都 平成 23年 4月 ～平成 24年 3月 45

神奈川県 平成 23年 4月 ～平成 24年 3月 40

静 岡 県 平成 23年 4月 ～平成 24年 1月 30

愛 知 県 平成 23年 4月 ～平成 24年 3月 45

石 県 平成 23年 4月 ～平成 23年 12月 30

岐 阜 県 平成 23年 6月 ～平成 24年 3月 30

二 重 県 平成 23年 6月 ～平成 24年 1月 30

大 阪 府 平成 23年 4月 ～平成 24年 1月 60

広 島 県 平成 23年 5月 ～平成 24年 1月 35

福 岡 県 平成 23年 4月 ～平成 23年 12月 55

合   計 440

平成 23年度教務主任養成講習会開催予定県

福 岡 県 平成 23年 4月 ～平成 23年 12月 30

合  計 30
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新人看護職員研修に関する検討会報告書 (概要)

はじめに

医療の高度化、在院日数の短縮化、国民のニーズの変化を背景に、臨床現場

で必要とされる臨床実践能力と看護基礎教育で修得する看護実践能力との間

に乖離が生じており、新人看護職員の中には、就職後、リアリティショックに

よって早期に離職する者もいる。

こうした状況を踏まえ、「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討

会報告書」(平成 16年 3月 )において、新人看護職員の到達目標と研修指針を

提示した。

さらに、「看護の質の向上と確保に関する検討会中間とりまとめ」(平成 21

年3月 )において、新人看護職員研修の制度化・義務化を視野に入れた新人看

護職員研修の必要性が指摘された。

また、平成 21年 7月 の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促

進に関する法律の改正により、新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等が

平成 22年 4月 から努力義務化された。

これらを受けて、平成21年 4月 より新人看護職員研修について検討を行い、

8回 に渡る議論の後、平成 23年 2月 14日 に報告書をとりまとめた。

1-1.新 人看護職員研修ガイドライン

1)新人看護職員研修の基本的な考え方

(1)新人看護職員研修の理念

① 新人看護職員研修は、看護実践の基礎を形成するものとして、重要

な意義を有する。

② 新人看護職員を支援し、周りの全職員が共に支え合い、成長する

ことを目指す。

(2)研修体制

研修体制は、各施設の規模によつて異なるため、例示として①新人看

護職員、②実地指導者、③教育担当者、④研修責任者、⑤プログラムの

企画・運営組織 (委員会等)に よる組織例及びそれぞれの役割について

示した。

2)新人看護職員研修

(1)研修内容と到達目標

新人看護職員が就労後 1年以内に経験し修得を目指す項目とその到達

の目安を提示した。

(2)研修方法等

研修方法 (現場での教育、集合研修等の組み合わせ等)、 評価方法 (評

価時期等)について提示した。

獲得した能力蓄積等を目的とした研修手帳の活用について提示した。
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研修プログラムの例について参考として提示した。

3)実地指導者・教育担当者の育成

実地指導者及び教育担当者の①到達目標、②求められる能力、③研修プ

ログラムの例を提示した。

4)研修計画、研修体制等の評価
研修計画、研修内容等の評価内容等について示した。

1-2.新 人看護職員研修ガイ ドライン～保健師編～

新人保健師については、行政機関、医療機関、産業分野等の多様な分野で就

労 していること等による研修体制の多様性に加え、研修内容についても、個

人・集団への保健指導、地域活動の促進及び保健医療福祉行政への参画等、保

健師特有のものがあることから、新入保健師に求められる内容を中心に新人看

護職員研修ガイ ドライン～保健師編～として作成 した。

1)研修体制

各施設の規模や特性、新人保健師数によつては、施設で完結 した研修が

できないことがあるため、研修を効率的かつ効果的に実施する例 として、

人材育成の中核となる保健所との連携について示 した。

2)研修内容と到達目標

新人保健師が就労後 1年以内に経験 し修得を目指す項 目とその到達の

目安を提示 した。

上記の他、新人看護職員研修ガイ ドラインと同様に、研修方法等、実地指導

者・教育担当者の育成等について提示 した。

2.今後の課題

1)新人看護職員研修の普及

国は、都道府県及び医療機関等の取 り組みに関する情報提供や研究の推

進等の取 り組みにより、新人看護職員研修事業の活用促進等を図る。

2)中長期的展望に立った課題

医療現場や看護基礎教育の状況、研修成果等を勘案 して、新人看護職員

研修ガイ ドラインを適宜見直すことが必要である。

新人看護職員研修実施医療機関・施設及び指導者の育成に係る研修の認

証等についても検討すべき課題である。
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新人看護職員研修に関する検討会 報告書

平成 23年 2月 14日

厚生労働省
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はじめに

(検討の背景 )

○ 医療の高度化や在院日数の短縮化、医療安全に対する意識の高まりなど
の国民のニーズの変化を背景に、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看

護基礎教育で修得する看護実践能力との間には乖離が生 じている。看護基礎

教育においては、臨地実習で看護技術を経験する機会が限られる傾向にあり、

新人看護職員 (注)の中には、就職後、リアリティショックによって早期に離

職する者もいる。こうした状況を踏まえ、良質な医療の提供体制の確立に向
けて、看護職員の資質及び能力の一層の向上を図ることが急務となつている。
(注)本報告書中、「新人看護職員」とは、免許取得後に初めて就労する保健師、助産

師、看護師、准看護師をいう。

(こ れまでの取 り組み )

○ 厚生労働省では、新人看護職員の臨床実践能力の効果的かつ効率的な向上

を図るため、平成 16年 3月 に「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関す

る検討会報告書」をまとめ、新人看護職員の到達目標と研修指針を示 し、そ
の普及を目的として、平成 16年度から平成 19年度まで研修責任者を対象と
した研修を実施する等、新人看護職員研修に関する推進事業を実施したとこ

ろである。

○ 新人看護職員研修の制度化については、「医療安全の確保に向けた保健師
助産師看護師法等のあり方に関する検討会まとめ」 (平成 17年 11月 )にお
いて、研修を制度化する必要性が極めて高いことが指摘されており、その

後の看護基礎教育に関する検討においても新人看護職員研修に関する議論
がなされてきたところである。さらに、「看護の質の向上と確保に関する検

討会中間とりまとめ」 (平成 21年 3月 )において、看護基礎教育と臨床現

場 との乖離を埋めるためには、看護基礎教育の充実を図るとともに、新人

看護職員研修の制度化・義務化を視野に入れた新人看護職員研修の実施内

容や方法、普及方策について早急に検討し、実施に移すべきであるとされ

た。

○ また、平成 21年 7月 15日 の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材

確保の促進に関する法律の改正により、新たに業務に従事する看護職員の臨

床研修等が平成 22年 4月 1日 から努力義務化された。これは、看護職員本

人の責務として、免許を受けた後も臨床研修その他の研修を受け、資質の向

上を図るように努めることが規定され、また病院等の開設者にも研修の実施

と、看護職員の研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮

に努めなければならないとされたものである。
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(新人看護職員研修ガイ ドライン)

○ こうしたことを背景として、厚生労働省においては、新人看護職員が基本

的な臨床実践能力を獲得するため、医療機関等の機能や規模に関わらず、

新人看護職員を迎えるすべての医療機関等で新人看護職員研修が実施され

る体制の整備を目指し、平成 21年 4月 30日 に本検討会を設置し、同年 12

月 25日 に中間まとめ (以下「中間まとめ」という。)及び「新入看護職員

研修ガイドライン」を提示した。

(新人保健師及び新入助産師の研修についてのガイドライン)

○ 加えて、上記中間まとめにおいては、保健師及び助産師としての基本的

な実践能力の獲得を目的とした研修についてガイ ドラインを作成する必要

性が指摘されている。これを受けて本検討会の下に、平成 22年 2月 に「新

人看護職員研修に関する検討会助産師ワーキンググループ」、平成 22年 6

月に「新人看護職員研修に関する検討会保健師ワーキンググループ」を設置

し、「新人看護職員研修ガイドライン」に追加すべき内容等の検討を行つて

きたところであり、今般、その検討結果がまとまり、「新人看護職員研修ガ

イドライン」に助産技術の到達目標等を加えるとともに、新人保健師に対応

した「新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～」の作成にいたったもの

である。(以下、「新人看護職員研修ガイドライン」及び「新人看護職員研修

ガイ ドライン～保健師編～」を「新人看護職員研修ガイドライン」という。)

.新人看護職員研修ガイドライン (別添)

○ 新人看護職員研修ガイドラインでは、新人看護職員が就労後 1年以内に経

験し修得を目指す項目とその到達の目安 (至1達 目標)を示すとともに、研修

体制や研修方法については、医療機関等の特性、研修に対する考え方、職員
の構成等に合わせて柔軟に実施できることを目的として、参考例を示した。

なお、至1達 目標の作成に当たっては、基礎教育との運動が重要であることか

ら、基礎教育卒業時の到達目標と到達度との整合性を図りながら作成した。
また、研修プログラムと技術指導の具体例を参考として示した。

○ 新人看護職員研修ガイ ドラインは、医療機関等で研修を実施する際に必要
となる以下の事項により構成している。
I 新入看護職員研修ガイドラインの基本的な考え方
Ⅱ 新人看護職員研修

Ⅲ 実地指導者の育成
Ⅳ 教育担当者の育成
V 研修計画、研修体制の評価
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○ 新入助産師研修については、多くの場合、新人看護職員研修と同様の施設

において行われていること等から、研修の理念、基本方針、研修体制、指導

者の育成等については、新人看護職員研修と同様であると考え、助産師が就

労後 1年間で到連すべき助産技術の到達目標、助産技術を支える要素及び技

術指導の例について作成し、中間まとめで示した「新人看護職員研修ガイド

ライン」に追加した。

○ 新人保健師研修については、基礎教育修了後の保健師の就労先が、行政機

関、医療機関、産業分野等の多様な分野に渡っていること等により、その研

修体制が多様であること、さらに、研修内容についても、個人 口集団への保

健指導、地域活動の促進及び保健医療福祉行政への参画等、保健師特有のも

のがあること等から、新人看護職員研修ガイドラインの内容を踏まえつつ、

新人保健師に求められる内容を中心に「新入看護職員研修ガイ ドライン～保

健師編～」を作成した。

2.今後の課題

(1)新入看護職員研修の普及について

○ 中間まとめにおいて、新人看護職員研修の普及に向けて、①これまで新入

看護職員研修を実施していなかつた医療機関等に対するアドバイザーの派

遣、②施設の研修責任者に対する研修、③総合的な研修を実施している施設

の院内研修の公開等の方策が提示された。

○ こうした指摘を踏まえ、厚生労働省において平成22年度から新人看護職

員研修事業が創設され、①病院等が実施する新人看護職員ガイドラインに沿

つた新人看護職員研修、②都道府県が実施する医療機関等の研修責任者に対

する研修、③新人看護職員研修の実施が困難な施設に対して都道府県が実施

するアドバイザーの派遣等に対する支援が行われている。

○ さらに、平成23年度予算案において、新たに、新人保健師や新人助産師

の研修や教育担当者、実地指導者を対象とした研修に対する支援を行い、

新人看護職員研修の充実を図ることとしている。

○ 今後、都道府県及び医療機関等が、新人看護職員研修事業等を活用 して

新人看護職員研修に取 り組み、さらにその研修の質の向上が図られるよう、
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国には新人看護職員研修に関する都道府県、医療機関等の取り組みに関する

情報提供や研修の質向上に関する研究の推進等、積極的な取り組みが求めら

れる。

○ また、新人看護職員研修の実施状況を外部評価団体等の評価基準の一つ

に盛り込むことも新人看護職員研修を普及する上で効果的と考えられる。

(2)中長期的展望に立つた課題について

○ 新人看護職員研修ガイ ドラインは、新入看護職員を受け入れる医療現場

等の状況や看護基礎教育の教育内容の見直し等の諸事情や研修成果を勘案

して、適宜見直すことが必要である。

○ 新人看護職員研修の目的の一つは看護の質の保証であり、これを明確に

するため、新人看護職員研修ガイドラインに基づいた新人看護職員研修を修

了した者に対して修了証を交付することが一つの方法として考えられる。修

了証を交付する場合には、交付基準をどのように設定するのか、到達目標の

達成状況を勘案するのかといつた点を検討することが必要である。

○ また、新人看護職員研修実施医療機関・施設及び指導者の育成に係る研

修の認証等についても今後検討すべき課題である。

○ 新人看護職員研修は、新人看護職員の実践能力向上を図るものであり、

看護の質の保証に資するものであることから、今後更なる財政支援や診療報

酬上の取り扱い等について議論が求められる。

―-479-―



委員名簿

新人看護職員研修に関する検討会
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西澤 寛俊  社団法人全日本病院協会長

福井 次矢  聖路加国際病院長

藤川 謙二  日本医師会常任理事

(羽生田 俊  前 日本医師会常任理事 ※第7回まで)

村上 .睦子  国際看護交流協会技術参与

―-480-―

(五十音順/敬称略)



新 人 看 護 職 員 研 修 に 関 す る 検 討 会 看 護 師 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

(○ 座長 )

○石垣  靖子   北海道医療大学看護福祉学部教授

猪又 克子   北里大学病院教育看護科長

熊谷 雅美   恩賜財団済生会横浜市東部病院副院長・看護部長

庄野  泰乃   徳島赤十字病院看護部長

新 入 看 護 職 員 研 修 に 関 す る 検 討 会 助 産 師 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
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○村上 睦子   国際看護交流協会技術参与

山本  智美   社会福祉法人聖母会聖母 病院副看護部長

新人看護職員研修に関する検討会保健師ワーキンググルー プ

奥 津  秀 子    横 浜 市 都 筑 区 こ ど も家 庭 支 援 課

小 野 田 富 貴 子  富 士 通 株 式 会 社 健 康 推 進 本 部 産 業 保 健 指 導

′  セ ン ター 長

○ 上 泉  和 子    青 森 県立 保 健 大 学 副 学 長

河 津  佐 和 子   日本 赤 十 字 社 熊 本 健 康 管 理 セ ンター 保 健 看 護 部 長

佐 伯  和 子    北 海 道 大 学 大 学 院 保 健 科 学 研 究 院 教 授

佐 々 木  隆 一 郎  長 野 県飯 田 保 健 所 長

猿 山  悦 子   ′栃 木 県小 山市 保 健 福 祉 部 長

野 口 久 美 子   福 岡 県遠 賀郡 水 巻 町 役 場 健 康 課 長

野 村  美 千 江   愛 媛 県立 医 療 技 術 大 学 保 健 科 学 部 看 護 学 科 教 授

牧 野  由 美 子   島根 県健 康 福 祉 部 医 療 統 括 監

横 関  身 江    埼 玉 県狭 山 保 健 所 副 所 長

(五 十 音 順 /敬 称 略 )
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検討の経緯

○ 新 人 看 護 職 員 研 修 に 関 す る検 討 会

回 数 開 催 日時 議 事 内 容

第 1回
平 成 21年

4月 30日

1.新 人看 護 職 員研 修 の現 状 と課 題

2.新 人看 護 職 員研修 ガイ ドラ イ ンの 素 案 に つ いて

第 2回
平 成 21年

5月 28日

1.新 人看 護職 員研 修 の現 状 に つ いて

2.新 入看 護 職 員研修 の到 達 目標 と評 価 方法 につ いて

話 題 提 供

・ 新 人 看護 職 員の 臨 床研 修 に つ い て の考 え方

(済 生 会 横 浜市 東 部 病院 看 護 部 長  熊 谷 雅美 )

・ 新 人 看護 師 が ど うい う研 修 を望 ん で い るか

(徳 島 赤 十 字病院 看 護 部 長  庄 野 泰 乃 )

・ 新 人 看 護 師技 術 チ エ ツク リス トの使 い方 につ いて

(北 里 大学 病院 教 育 看 護 科 長  猪 又 克子 )

・ 新 人看護 師 研修 到達 目標 の 現 状

(東 京医療保健大学医療保健学部看護学科学科長 坂本 すが )

第 3回
平 成 21年

7月 9日

1.新 人 看 護 職 員研修 の到 達 目標 と評 価 につ いて

2.新 人看 護職 員研修 の研 修 方 法 に つ いて

話題 提 供

・ 臨 床 に お け る新 人教 育・ 訓 練 の 方 法

(青 森 県立 保健 大 学 冨1学 長  上 泉 和 子 )

第 4回
平 成 21年

8月 19日

1.規 模 に応 じた 多様 な研 修 実 施 の あ り方 に ついて

2.教 育担 当者 研 修 に つ い て

話題 提 供

・ 新 人 看 護 職 員研 修 に関 す る 調査  集 計 結果

(社 団 法 人 全 日本 病 院 協 会 会 長  西 澤 寛 俊 )

・ 当院 に お ける新 人看護 師 研 修 の 現 状 と課題

((株 )日 立 製 作 所 小 平記 念 東京 日立 病 院看 護 科 長

田中百 合子 )

・ 教育 担 当者研修 の 実 際

(東 京医療保健大学医療保健学部看護学科学科長 坂本すが )
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第 5回
平 成 21年
9月 18日

1.教 育 担 当者 研 修 に つ い て

2.技 術 指 導 の具 体 制 に つ い て

話 題 提 供

・当院 に お け る新 人 看 護 師 教 育 担 当者・実 地 指導 者 の位 置

付 け・ 役 割・ 教 育 に つ い て

(済 生 会横 浜 市 東 部 病 院 看 護 部 長  熊 谷 雅 美 )

・ 教 育 担 当者 研 修 の実 際

(東 京 医療保健大学医療保健学部看護学科学科長 坂本すが )

・ 研 修 担 当者 育 成 につ い て

(北 里 大学 病 院 教 育 看 護 科 長  猪 又 克 子 )

第 6回
平 成 21年
10月 26日

1.新 人 看 護 師 研 修 ガ イ ドラ イ ン (案 )に つ い て

第 7回
平 成 21年

12月 7日
1.新 人 看 護 師 研 修 に 関 す る検 討会 中間 ま とめ (案 )に つ いて

第 8回
平 成 23年
1月 24日

1.新 人看 護 職 員 研 修 に関 す る検 討 会 報 告 書 (案 )に つ いて

○ 新 入 看 護 職 員 研 修 に 関 す る検 討 会 看 護 師 ワー キ ング グル ー プ

回 数 開 催 日時 議 事 内 容

第 1回
平 成 21年

6月 8日

1.ワ ーキ ンググルー プの進 め方等 につ いて

2.本 日の検討事 項 について

第 2回
平 成 21年

7月 9日

1.「 技 術 指 導 の 具 体 例 :与 薬 」 案 の 各 項 目に つ い て 検 討

2.「 技 術 指 導 の 具 体 例 :療 養 上 の世 話 」 項 目の 検 討

○新人看護職員研修 に関す る検 討会助産師 ワーキ ンググルー プ

回 数 開 催 日時 議 事 内 容

第 1回
平 成 22年
2月 18日

1.ワ ー キ ンググルー プの進 め方等 について

2.新 人助産師研修 について

第 2回
平 成 22年

8月 18日

1.新 人 助 産 師 の 到 達 目標 と到 達 度 (案 )に つ い て

2新 人助 産 師 の 技 術 指導 例 (新 生 児 心 肺 蘇 生 法 (案 ))に
つ い て
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○新人看護職員研修に関す る検討会保健師 ワー キ ンググルー プ

回 数 開 催 日時 議 事 内 容

第 1回
平 成 22年

6月 22日

1.ワ ー キ ンググ ル ー プ設置 と進 め 方 等 につ いて

2.新 人保 健 師研 修 に関 す る現 状 と課 題 につ いて

3.新 人 保健 師研 修 ガイ ドライ ンの 内容 につ いて

話 題提 供
J産 業 分野 に お け る新人 保健 師 研修 に関 す る現 状 と課題

(富 士通株式会社健 康推進本部 産業保健指導セ ンター長

小 野 田富貴 子 )

・ 当施 設 に お け る新 人保 健 師 教 育 の 現 状 と課 題

(日 本 赤 十 字社 熊 本 健 康 管理 セ ンター 保 健 看 護部 長

河 津佐 和子 )

第 2回
平 成 22年

7月 27日
1.新 人 保 健 師研 修 ガイ ドラ イ ン素 案 に つ い て

第 3回
平 成 23年

1月 18日

1.新 人 看 護 職 員 研 修 ガ イ ドラ イ ン ～ 保 健 師 編 ～ (案 )に
つ い て

―-484-



別 添

新人 職員研修

ライン

平成 23年 2月

厚生労働省

―-485-―



<目次 >

はじめに

1.新人看饉職員研修ガイ ドラインの基本的な考え方

1.新人看護職員研修の理念:…………………                   4
2.基本方針__…………1・……………Ⅲ………‐                   4
3.研修体制_………………………………………                    4
1)新人看護職員を支える体制の構築

2)研修における組織の体制
3)研修体制の工夫

4)新人看護職員が少ない施設や小規模病院等における外部組織の活用

=。
新人看饉職員研修

1:研修内容と到達目標__…………………                   8
1)臨床実践能力の構造

2)到達目標

3)到達目標の設定手順

4)看護技術を支える要素

2.研修方法.… .二__…………………Ⅲ………
1)方法の適切な組合せ

2)研修の展開
3.研修評価._二 _………………………………                  16

1)評価の考え方

2)評価時期

3)評価方法

研修手帳 (研修ファイル)の活用__…………………………           16
新人看護職員研修プログラムの例__………………………           17

17技術指導の例 (別冊)__……………_¨ ………Ⅲ………………………………………Ⅲ…‐……

肛.奥地指導者の育成

1.到達目標_…………………………………                  18
2.実地指導者に求められる能力___……                  18
3 実地指導者研修プログラムの例__…1                  19

Ⅳ.教育担当者の育成

1.到達目標_……………‐…………………                  19
2.教育担当者に求められる能力Ⅲ…………                  19
3.教育担当者研修プログラムの例。__…                  20

V.研修計口、研修体制の評価

1.研修終了時の評価_…………………………                   21
2.研修終了後、実践の場での事後評価 _.                  21
3.評価の活用_____… …………………                   22

1

―-486-一

14

４

５

６



はじめに

看護は、人の生涯にわたるヘルスプロモーションとして重要な社会的機能の一つである。

その職業人としての第一歩を踏み出した新人看護職員が、臨床実践能力を確実なものとす

るとともに、看護職員としての社会的責任や基本的態度を習得することは極めて重要であ

る。本ガイ ドラインは、新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修とし

て、医療機関の機能や規模にかかわらず新人看護職員を迎えるすべての医療機関で研修を

実施することができる体制の整備を目指して作成された。

(ガイ ドライン検討の経韓 )

医療の高度化や在院日数の短縮化、医療安全に対する意識の高まりなど国民のニーズの

変化を背景に、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看護基礎教育で修得する看護実践

能力との間には乖離が生じ、その乖離が新人看護職員の離職の一因であると指摘されてい

る。看護基礎教育と臨床現場との乖離を埋めるためには、看護基礎教育の充実を図るとと

もに、臨床実践能力を高めるための新人看護職員研修の実施内容や方法、普及方策につい

て検討し,実施に移すことが求められている。そこで、新人看護職員研修ガイ ドラインの

策定及び普及のための具体的方策について検討するため、厚生労働省に「新人看護職員研

修に関する検討会」を設置し、議論を重ねて新人看護職員研修ガイ ドラインを作成した。

なお、保健師業務については、業務形態等が異なることから、新人保健師に必要とされ

る能力の確保のために特記すべき事項について検討し、別途、「新人看護職員研修ガイ ド

ライン～保健師編～」を作成した。

一方、平成 21年 7月 の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する

法律の改正により、平成 22年 4月 1日 から新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等

が努力義務となっている。

(ガイ ドラインの構成と使い方)

本ガイ ドラインは、各医療機関で研修を実施する際に必要となる事項を記載している。

新人看護職員研修ガイ ドラインの基本的な考え方及び新人看護職員研修と、新人看護職員

研修の効果を上げるために必要な指導者の育成についても示している。

本ガイ ドラインでは、新人看護職員の到達目標として 1年以内に経験し修得を目指す項

目とその到達の目安を示した。研修体制や研修方法は、各医療機関の特性、研修に対する

考え方、職員の構成等に合わせて行うことを前提としていることから例示としている。ま

た、研修プログラムの例と技術指導の例をあくまでも参考として示している。各医療機関

においては、新人看護職員研修を施設内だけではなく、周りのリソースを十分に活用し、

新人看護職員の到達目標に合わせて研修を自由に組み合わせて実施していただきたい。
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本ガイ ドラインが新人看護職員を受け入れるあらゆる医療機関で研修の企画・立案に際

して活用されることを期待している。
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I.新人看護職員研修ガイ ドラインの基本的な考え方

1.新人看護職員研修の理念

看護は人間の生命に深く関わる職業であり、患者の生命、人格及び人権を尊重する
ことを基本とし、生涯にわたつて研鑽されるべきものである。新人看護職員研修は、
看護実践の基礎を形成するものとして、重要な意義を有する。

新人看護職員を支えるためには、周囲のスタッフだけではなく、全職員が新人看護
職員に関心を持ち、皆で育てるという組織文化の醸成が重要である。この新人看護
職員研修ガイ ドラインでは、新人看護職員を支援し、周りの全職員が共に支え合い、
成長することを目指す。

2.基本方針

新人看護職員研修は、新人看護職員が基礎教育で学んだことを上台に、臨床実践能
力を高めるものである。新人看護職員は、新人看護職員研修で修得 したことを基盤
に、生涯にわたって自己研鑽することを目指す。

新人看護職員研修は、看護基礎教育では学習することが困難な、医療チームの中で

複数の患者を受け持ち、多重課題を抱えながら、看護を安全に提供するための臨床

実践能力を強化することに主眼を置 くことが重要である。

医療における安全の確保及び質の高い看護の提供は重要な課題である。安全で安心
な療養環境を保証するため、医療機関は患者の理解を得ながら組織的に職員の研修
に取 り組むものであり、新人看護職員研修はその一環として位置付けられる。

専門職業人として成長するためには、新人看護職員自らがたゆまぬ努力を重ねるベ

きであることは言うまでもないが、新人の時期から生涯にわたり、継続的に自己研

鑽を積むことができる実効性のある運営体制や研修支援体制が整備されているこ

とが重要である。

医療状況の変化や看護に対する患者・家族のニーズに柔軟に対応するためにも、新
人看護職員研修は、常に見直され発展していくものである。

3.研修体制

1)新人看護職員を支える体制の構築

① 病院管理者、看護管理者は、自施設の理念や基本方針に基づいた新人看護研修が実
施できる体制の構築に責任を持つことが必要である。また、理念や基本方針を研修
に携わる職員全員と共有することが望まれる。

② 新人看護職員研修は、所属部署の直接の指導者だけではなく、部署スタッフ全員が

新人を見守り、幾重ものサポー ト体制を組織として構築することが望ましい。そし
て、新人看護職員が看護の素晴らしさを実感したり、看護に対する誇りが持てるよ
うに、指導者がロールモデルとして、新人看護職員に示していくことが望まれる。
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新人看護職員が臨床現場に順応し、臨床実践能力を獲得するためには、根気強く暖

かい支援が必要である。また、新人看護職員の不安を緩和するために、職場適応の

サポー トやメンタルサポー ト等の体制づくりが必要である。そのためには、新人を

周りで支えるための様々な役割を持つ人員の体制づくりが必要である。

④ 新人看護職員の研修は医療機関全体で取り組むものであり、共通する研修内容等は、

医師や薬剤師等の新人職員と合同で研修を行い、また、専門的な知識・技術を有す

る職員を新人看護職員研修に参画させることも必要である。そして、医療機関内の

多職種との連携を密にとるとともに、新人看護職員が多職種の業務を理解するため

の機会を設けることが必要である。

2)研修における組織の体制

研修体制における組織例を図 1に示す。施設の規模によつては研修責任者が教育担

当者の役割も担うこともあり、また、研修責任者と教育担当者と実地指導者が同一で

あるなど、体制は施設により異なるが、どの施設でも、組織内においてそれぞれの役

割を担う者が誰なのかを互いに認識できるような体制とし、それを明確に示すことが

必要である。

・新人研修プログラムの策定、企画及び

運営に対する指導及じ詢言を行う

図 1 研修体制における組織例

研修体制におけるそれぞれの役割を以下に示す。

① 新人看護職員

免許取得後に初めて就労する看護職員のことである。自立して個人の今後の目標を

定め、主体的に研修に参加することが期待される。

② 実地指導者
・ 実地指導者は新人看護職員に対して、臨床実践に関する実地指導、評価等を行う者

である。看護職員として必要な基本的知識、技術、態度を有し、教育的指導ができる

者であることが望ましい。実地指導者の配置は、新人看護職員に対し継続的に指導を

行う一人の指導者を配置する方法や各新人看護職員に対し複数の指導者が担当する方

法、チームの中で日々の指導者を配置する方法などがあり、部署の特性や時期によつ

て組み合わせるなどの工夫を行う。
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③ 教育担当者

教育担当者は、看護部門の新人看護職員の教育方針に基づき、各部署で実施される

研修の企画、運営を中心となつて行う者であり、実地指導者への助言及び指導、また、

新人看護職員へ指導、評価を行う者である。看護職員の模範となる臨床実践能力を持

ち、チームリーダとしての調整能力を有し、教育的役割を発揮できる者が望まれる。

教育担当者の配置は各部署に 1名 以上とすることが望ましい。

④ 研修責任者

研修責任者は、施設及び看護部門の教育方針に基づき、教育担当者、実地指導者及

び新人看護職員の研修プログラムの策定、企画及び運営に対する指導及び助言を行う

者である。そして、研修責任者は、研修の企画・運営・実施・評価の全ての過程にお
ける責任者である。また、各部署の管理者や教育担当者と連携を図りつつ、教育担当

者の支援を行い、部署間の調整も含め新人看護職員研修全体を把握する。他施設と連

携し研修を実施する場合は、施設間連携の調整役となる。

研修責任者は、研修計画、研修プログラムの策定において、様々な意見や課題を集

約し、研修の結果を評価する能力や、研修の運営における問題解決及び自施設の状況
に合わせた新たな研修計画を策定していく能力が求められる。研修責任者の配置は、
できる限り、各施設に 1名配置することが望ましい。

⑤ プログラム企画・運営組織 (委員会等)

研修プログラムの策定、企画及び運営を行うための委員会などの組織であり、研修
責任者の下に設置する。ここでは、施設間や職種間の連携・調整を行い、最適な研修
方法や研修内容について具体的に検討を行う。

3)研修体制の工夫

新人看護職員研修等の実施に当たっては、各施設の特性に適した方法を選択したり、
組み合わせたりして実現可能な研修を計画することが望まれる。

① 施設間で連携する工夫

新人看護職員研修等の充実を図るため、地域、同規模の施設間、医療連携している
施設間で連携する方法や研修の実績のある施設と連携するなどの方法がある。

また、施設間での連携を推進するためにも各施設は院内研修を公開することや、都
道府県では協議会などを設置し地域で施設間連携が活性化するための検討や調整を行
うことが求められる。

② 研修の工夫
・ローテーション研修に代表される複数領域の研修 :一つの部署では得ることのでき
ない幅広い臨床実践能力を獲得するために有効
・多職種と合同研修会の実施 :チーム医療におけるパー トナーシップの育成に有効
・研修の講師として看護基礎教育を行つている看護教員の活用 :看護基礎教育におい
て学習した知識・技術とのつながりを強化するために有効
・教育機関、学会、専門職能団体等で行われているプログラムの活用 :最新の専門的
な知識 `技術を得るのに有効
・新人看護職員研修の経験が豊かなア ドバイザーの活用 :施設に適した研修体制や計
画策定が可能

③ 新人看護職員を支える組織体制の工夫

新人看護職員を支える組織体制としては、プリセプターシップ、チューターシップ、
メンターシップなどの方法がある (表 1)。 新人看護職員の離職を防止するためには意
図的な精神的支援の仕組みが必要であるとされているため、その工夫をする必要がある。

6
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表 1 新人看護職員を支える組織体制の例

名  称 定   義 適   用

プリセプターシップ 新人看護職員 1人に対して決められ
た経験のある先輩看護職員 (プリセプタ
ー)がマンツーマン (同 じ勤務を一緒に

行う)で、ある一定期間新人研修を担当
する方法。この方法の理念は、新人のペ

ースに合わせて (Se!f―paced)、 新人自
らが主体に学習する (self―directed)

よう、プリセプターが関わることであ
る。

新人看護職員が臨床現場に出てすぐなど、
ごく初期の段階で用いるのが効果的である。
プリセプターは自分の担当する患者の看護ケ

アを、担当の新人看護職員 (プ リセプティー)

とともに提供しながら、仕事を通してアセス

メント、看護技術、対人関係、医療や看護サ
ービスを提供する仕組み、看護職としての自
己管理、就業諸規員1な ど、広範囲にわたつて

手本を示す。

チューターシップ

(エルダー制 )

各新人看護職員に決まつた相談相手

(チ ューター)を配置し、仕事の仕方、

学習方法、悩みごとなどの精神面、生活
など広範囲にわたり相談や支援を行う。

決められた相談相手がいることは新入看護
職員にとつて心強いとの評価であり、新入看

護職員研修期間を通してチューターを配置す
ることが望ましい。この方法では、日々の業

務における実践的指導ができないため、新人
と先輩がペアで患者を受け持つ方法とを組み

合わせることが多い。

メンターシップ メンターは、新人看護職員を援助し、
味方となり、指導し、助言し、相談にの

る役割である。通常、直接的な実地指導

者として関わることはなく、支援者的役
割を果たす。

メンターは中長期的なキャリア支援、動機

付け、よき理解者として関わりながら、人間
的な成長を支援する役割であるので、新人看

護職員研修後期以降の支援者としても、さわし
い。

チーム支援型 特定の指導係を置くのではなく、チー

ムで新人看護職員を教育・支援する方法
新人看護職員 1人に 1人の指導者をつけ

ず、チームに参画しながら新人を教育・支援
する。チーム内でそれぞれのメンバーが得意
分野を指導するように役割の分担がなされて
いる。          .

4)新人看護職員が少ない施設や小規模病院等における外部組織の活用

施設の規模や特性、新人看護職員数によつて、新人看護職員研修、実地指導者研修、

教育担当者研修は、各医療施設単独で完結した研修ができないことがあるため、他医

療機関や研修・教育機関などの外部組織を活用したり、複数医療機関が共同で研修を

行うことが実情に即していると考えられる。

① 他医療機関の活用

小規模ないし単科病院においては、新人看護職員としての到達目標に記載されてい

る項目のすべてを体験することが難しい場合がある。そのような場合は、近隣の施設で

行つている研修に参加するなどの工夫をする。このような施設間において、研修ができ

るようにするためには、総合的な研修を実施している施設の院内研修を公開することが

求められる。また、地域単位でこのような連携が図れるよう都道府県が調整を行うこと

も求められる。

また、実地指導者、教育担当者研修は、1施設では受講者が少数であることが想定さ

れることから、一定規模の病院が共同で開催するなど施設間の連携がより必要となる。

② 研修・教育機関の活用

新人看護職員が少ない施設においては、新人看護職員研修のうち、集合研修が可能な

研修内容について専門職能団体等が行う研修を自施設の新人看護職員研修に組み込ん

で行うことも考えられる。例えば、医療安全、感染管理、救急蘇生などの研修について、

他の機関の研修を活用することが有効である。
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I. 新人看護職員研修

研修内容 と到達 目標

臨床実践能力の構造

看護は必要な知識、技術、態度を統合した実践的能力を、複数の患者を受け持ち

ながら、優先度を考慮 し発揮することが求められる。そのため、臨床実践能力の構

造として、 I基本姿勢と態度 Ⅱ技術的側面 Ⅲ管理的側面が考えられる (図 2)。

これらの要素はそれぞれ独立 したものではなく、患者への看護を通 して臨床実践の

場で統合されるべきものである。また、看護基礎教育で学んだことを土台にし、新

人看護職員研修で臨床実践能力を積み上げていくものである。
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図 2 臨床実践能力の構造

2)到達 目標

① 到達目標の項目によつては、施設又は所属部署で経験する機会が少ないものもある

ため、優先度の高いものから修得する。状況によつては到達期間を 2年目以降に設

定しなければならないこともあり得る。その場合には、到達目標の技術を経験でき

る他部署 (他施設)での研修を取り入れる等の対応を検討する。

② 到達目標は、「看護職員として必要な基本姿勢と態度」16項目 (表 2)、「技術的側面」

69項目 (表 3)、 新人助産師についての到達目標 28項目 (表 4)、 「管理的側面」18

項目 (表 4)か らなり、新人看護職員が 1年以内に経験し修得を目指す項目を示し

ている。ここでは、1年以内に経験すべき項目を☆で、それぞれの到達の目安を 4

段階で示した。ただし、1年の間のいつの時点でどこまでを到達すべきなのか、あ

るいは 1年以内に経験すべき項目として示していない項目をいつまでに経験するこ

とを目標とするのかは個人又は施設が決めていくものとしている。また、ここで到

達の目安として示している「できる」とは、指導がなくても新人看護職員が自立し

て看護を実施できることを意味している。
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【看護職員として必要な基本姿勢と態度についての到達目標 (表 2)】

看護職員として必要な基本姿勢と態度については、新人の時期のみならず、成長して

いく過程でも常に臨床実践能力の中核となる部分である。

★ :一年以内に経験し修得を目指す項目

到達の目安  Ⅱ :指導の下でできる I:できる

9
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１

１

１

１

１

★ 到1連の1日1安

着護臓員とし

ての自党と責

任ある行動

①医療倫理・薔饉倫理に基づき、人間の生命 尊厳を尊重し患者の人権を擁護する ★ I

②詈護行為によつて患者の生命を脅かす危険性もあることを認識し行動する ☆ 1

③臓業人としての自党を持ち、l13理 に基づいて行動する ★ I

患者の理解と

患者・家族と

の良好な人間
関係の確立

①患者のエーズを身体・心理・社会的側面から把握する ★ I

②患者を一個人として尊重し、受容的 。
基壁的態度で接する ★ I

③患者・家族が納得できる説明を行い、同意を得る ★ I

④家族の意向を把握し、家族にしか担えない役割を判踵し支援する ★ Ⅱ

⑤守秘義務を厳守し、プライノヽシーに配慮する ★ I

⑥看護は患者中心のサービスであることを認識し、患者・家族に接する ★ I

組織における

役割・心構え
の理解と適切

な行動

①病院及び督護部の理念を理解し行動する ★ Ⅱ

②病院及び看護部の組織と機能について理解する ☆ Ⅱ

③チーム医療の構成員としての役書」を理解し協働する ★ Ⅱ

0日債やInの医療征事者と安定した適切なコミュニケーションをとる ★

生涯にわたる

主体的な自己

学習の継続

Э自己評価及び他者評価を踏まえた自己の学習課題をみつける ★ I

2課題の解決に向けて必要な情報を収集し解決に向けて行動する ★ Ⅱ

Э学習の成果を自らの看護実践に活用する ★ Ⅱ



【技術的側面 :看護技術についての到達目標 (表 3)】

★ :二年以内に経験 し修得を目指す項目

到達の目安  Ⅳ :矢□識としてわかる Ⅱ :演習でできる  Ⅱ :指導の下でできる  I:で きる

※想者への琶護技 lltの実施においては、高度な又は複雑な琶護 を必要とする場合 は除き、比較的状態の安定 した患者の吾護を想定

して いる。 なお、重症患者等への特定の看 :I技術の実施 を剣達 目標とする ことが必要な施設、 80署においては、想定される患者の

状況をを適宜調整することとする。
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★ 到連の目安

環境調整技術
①温度、湿度、換気、1采 光、臭気、騒音、病室整備の療震生活環境調
黎 lblli臥 床 三

=者
、 手 術 後 の 議 者 等 の 償 薔 生 活 圏 i員 調 整 )

★ I

2べ ッヽトヌーキング  (倒 :臥床軽者めべ ッヽドメーキ ング ) ★

食 事援助技術

角ヽ 含 牛 活 0幡 II

の食事介助  (侵|:臥 床患者、哺下lH害のある韓者の食事介助 ) ★
「

)解資 栄 緒 法 F

排泄援助技術

① 自 然 lJL尿・

"1使

援 助 (尿器・ 便器介助、可能な限 りおむつを用 いない1晨 助

を含む。 )
★ I

2澪RE

う皓畔肉雪圏力手―手ルの輛 入″管理 Ir

a癒便 lI

10』 尿

活動・休息援
助技術

★

②体位変換 (例 :0及び②について、手術後、麻痺等で活動に制限の
あ る 黒 者 箸 へ の 室 蔽 〕

★ I

[

3体勁、移動に注意が必要な悪者への援助 (例 :不穏、不動、情絡不安
お  彗 i徳 l′ べ ll′に ド 金●崎 d」 咀1‐呻  恵

“

者 雲 へ
^饉

日mヽ
[

清 潔 ・ 衣 生 活

援 助 技 術
〈例 10から0に

ついて,‐‐介財 を
要りる患者、 ト
レーン1串入、点渦

を行つている患者

う,自 tit ★

力 洗 聾

★

入 浴 介 助

☆

0寝衣交換等の衣生活支機、整容 ★

呼吸・循瑯を

整える技術

↑)酷素腑 入僣法 ★

ξl(g管 肉ヽm膊肉ヽ畠膊肉 ) ★

★

4体温梱整

1ヽ本 位 ドレ す ― ジ
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0」傷管理技術

1,自1儡 llL耐

ら鱗 ★ T
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【技術的側面 :助産技術についての到達目標 (表 4)】

★ :一年以内に経験し修得を目指す項目

至」達の目安 Ⅳ :矢0識としてわかる Ⅲ :演習でできる Ⅱ:指導の下でできる I:できる

☆ 至」達の目安

妊産婦

①正常妊婦の健康診査と経過診断、助言 ★ I

②外診技術 (レオポルド触診法、子宮底・腹囲測定、ザイッ法、
1台児心音穂取、 (ド ップラー法、 トラウベ)) ★ I

③内診技術 ★

④分娩監視装置装書と判読 ★

Э分娩開始の診断、入院0寺期の判断 ★

⑥分娩第1～ 4期の経過診断 ★

⑦破水の診断 ★

③産痛緩和ケア (マ ッサージ、温電法、温浴、体位等) ★

⑨分娩進行促進への援助 (体位、リラクゼーション等) ★

⑩心理的援助 (ド ゥーラ効果、妊産婦の主体的姿勢への援助等) ★

Э正常分娩の直接介助、間接介助 ★

⑫妊娠期、分娩期の異常への対処と援助 ★ Ⅱ

新生児

①新生児の正常と異常との判断 (出生0き、入院中、退院時) ★ I

②正常新生児の健康診査と経過診断 ★ I

③新生児胎外適応の促進ケア (呼吸・循環・排泄・栄姜等) ★ I

④新生児の処置 (□鼻腔 胃内吸引・鵬処置等) ★ I

⑤沐浴 ★ I

⑥新生児への予防薬の与薬 (ビタミンK2、 点眼薬) ★ I

D新生児の緊急・異常時への対処と援助 ★ Ⅱ

褥婦

①正常褥婦の健康診査と経過診断 (入院中、退院0寺 ) ★ I

Э母親役割への援助 (児 との早期接触、出産体験の想起等) ☆ I

Э育児指導 (母撃L育児指導、沐浴、育児法等) ★ I

14D褥婦の退院指導 (生活相談・指導、産後家族計画等) ★ I

⑤母子の1か月健康診査と助言 Ⅱ

⑥産福期の異常への対処と援助 ★ ll

証明書

等

①出生証明書の記載と説明 ★ I

②母子健康手帳の記載と説明 ★ I

③助産録の記載 ★ 1
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--496-―



【管理的側面についての到達目標 (表 5)】

看護実践における管理的側面については、それぞれの科学的・法的根拠を理解し、チ

ーム医療における自らの役割を認識した上で実施する必要がある。

★ :一年以内に経験し修得を目指す項目

至」達の目安  Ⅱ :l旨導の下でできる I:できる
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★ 到達の目安

安全管理 'こ
うむ設における医療安全管理体制について理解する ★ I

②インシデント(ヒヤリ・ハット)事例や事故事例の報告を速やかに行う ★ I

情報管理

(1,施設内の医療情報に関する規定を理解する ★ I

2患者等に対し、通切な情報提供を行う ★

0,プライバシーを保護して医療情報や記録物を取り扱う ★ I

`4琶
議記録の目的を理解し、琶護記録を正確に作成する ★

業務管理

J業務の基準・手順に沿つて実施する ★ I

②複数の患者の看護ケアの優先度を考えて行動する ★

0業務上の報告・連絡・相談を適切に行う ★ I

4,決められた業務を時間内に実施できるように調整する

薬剤等の管理
T薬剤を適切に請求・受領・保管する (含、毒薬・劇薬・麻薬)

12‐血液製剤を通切に請求・受領・保管する

災害・防災管
理

(1'定 期的な防災訓練に参加し、災害発生時 (地震・火災・水密・停電
等)には決められた初期行動を円滑に実施する

★ [

12'施設内の消火設備の定位置と避難ルートを,巴握し患者に説明する ★ I

物品管理
e規定に沿つて適切に医療機器、器具を取り扱う ★ Ⅱ

12看護用品・衛生材料の整備・点検を行う ★ Ⅱ

コス ト管理
こ患者の負IBを考慮し、物品を適切に使用する ★ Ⅱ

α費用対効果を考慮して衛生材料の1勿品を通切に選lRする ★ π



① 項目の設定例

A病院    B病 院 C病院

活動休息援助技術の到達目標における項目

の設定を行う場合を例として手順を示す。

到達目標の一覧を参考に自施設の特性を踏

まえて設定する。一年以内に経験 し修得を

目指す項目に限つて設定する場合 (A病院)、

到達目標のすべての項目を設定する場合 (B

病院 )、 さらに独自の項目を追加 して設定す

る場合 (C病院)な どが考えられる。

活■呻 鐵僣 活

"休
菫薇畿接書| 渚m薇 Ⅲ彙Ⅲ

〇体n、 移動に注意があ
要な0者への援助

羅 … "
〇田

"可
■崚躙線・農用

性症犠群予防

④入凛 饉眠への援助
⑤体動、移■に注意があ

晏な患者への援助

鰊
④体位贅換
⑤口

"可"崚
‖餞・魔用

性壼候群予防

⑤入曖・饉眠への目助
⑦体

"、

移動に注意があ
姜な壼者への糧助

③プレイルームでの逮び
の援助

3)到達目標の設定手順

到達目標を設定する上では、施設の規模・機能、看護部門の理念、看護職員の構成、新

人看護職員を支援する体制、新入研修にかけられる時間・予算、目指す看護職員像 (どの

ような新人看護職員に育つて欲しいのか)を考慮する。また、到達目標は、①項目→②詳

細さ→③難易度→④到達時期の順に検討する。
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② 詳細さの設定例:「車椅子による移送」 ①で設定した項目ごとに詳細さを設定す

る。各項目をそのまま設定する場合 (パタ

ーン 1)、 やや詳細に設定する場合 (パ ター

ンI)、 手順に沿つて詳細に設定する場合

(パターンⅢ)などが考えられる。

′ヽターン I

難易度の設定例 : による移送」

タイプエ

設定 した項目の到達状況を判定するときの

基準となる難易度を設定する。項目によつて

難易度に影響する事項は異なるが、ここでは

患者の状態による難易度の例を示す。

タイプ 1    タイプΠ

…

鰊
:i11111:1:111:111:1li: 鎌警辮野

■18● 女性 負血
安静魔:隣内フリー

■筋力低下でふらつき
あり

■左片麻痺がある0者

口下肢に強度の澤二||

あり、皮膚が魔ヨ

●起立性低血圧で転倒歴
あり

■口神経外料の手術後で

“

環動tの交化が
大きい0者

■大量部重部骨折で

体菫が■oo4ロ

■槙数の点油ラインあり、
シリンジボンプ使用、
酸素投与中

いつまでにその項目を到達するかの到達

時期を設定する。



4)看護技術を支える要素

看護技術の到達目標に沿つて研修内容を組み立てる時には、単に手順に従つて実施

するのではなく、以下の「看護技術を支える要素」をすべて確認した上で実施する必

要がある。なお、新人助産師については、技術を実施する対象等がその他の看護職員

とは異なるため、「助産技術を支える要素」を確認するものとする。

表 6 看護技術を支える要素

1医療安全の確保

①安全確保対策の適用の判断と実施

②事故防止に向けた、チーム医療に必要なコミュニケーション

③適切な感染管理に基づいた感染防止

2患者及び家族への説明と助言

①看護ケアに関する患者への十分な説明と患者の意思決定を支援する働きかけ

②家族への説明や助言
3的確な看護判断と適切な看護技術の提供

①科学的根拠 (知識)と観察に基づいた看護技術の必要性の判断

②看護技術の正確な方法の熟知と実施によるリスクの予測

③患者の特性や状況に応じた看護技術の選択と応用

④患者にとつて安楽な方法での看護技術の実施

⑤看護計画の立案と実施した看護ケアの正確な記録と評価

表 7:助産 llt術 を支 える要素

1母子の医療安全の確

①安全確保対策の適用の判断と実施

②事故防止に向けた、チーム医療に必要なコミュニケーション

③適切な感染管理に基づいた感染防止

2妊産褥婦及び家族への説明と助言

①ケアに関する妊産IF7婦への十分な説明と妊産褥婦の選択を支援するための

働きかけ

②家族への配慮や助言
3的確な判断と適切な助産技術の提供

①科学的根拠 (知識)と観察に基づいた助産技術の必要性の判断

②助産技術の正確な方法の熟知と実施によるリスクの予測

③妊産褥婦及び新生児の特性や状況に応じた助産技術の選択と応用

④妊産褥婦及び新生児にとつて安楽な方法での助産技術の実施

⑤助産計画の立案と実施したケアの正確な記録と評価

2.研修方法

1)方法の適切な組合せ

新人看護職員研修に活用可能な教育方法には表 8に示すようなものがある。現場で

の教育、集合研修、自己学習を適切な形で組み合わせる。講義形式のものに関しては、

通信教育や e―ラーニング研修などの ITを活用した方法もある。また、Off―」T→OJT

O」 T→ Off―JTのスパイラル学習は効果があると言われていることから、Off―JTと OJT

は研修目標に合わせて組み合わせることが適当である。

例えば、医療安全の研修では、e― ラーニングで自己学習をした後に、シミュレーシ

ョンに参加 し訓練 した後に、実際に臨床の場において実地指導者とともに手順に沿つ
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て実施してみる。そして、実施後にチェックリス トを用いて、行為を振り返るなどの

順番で研修を組み合わせながら進める方法が考えられる。

表 8教育方法の例

名称 手法:適用など

義轟隕 轟観籠難翻需灘欝爾翻轟麟 警1響T

映像を活用
した指導法

時間や場所などの制約下において、臨床現場にできるだけ近い状態をイ
メージすることができる。技術学習(例えば注射技術やフィジカルアセスメント
技術等)に適している。

鶉
ロール

プレイ

参加型・体験型学習形態のひとつ。学習者がある人物になりきり、その役

割・演技を通して、患者や家族に起こった出来事など、状況を設定して自ら
が演じることで、相手の理解を深めることができる。また、対応やコミュニケー

ション技術の修得に活用できる。

シミュレー

ション

模擬体験であり、現実に想定される条件をとり入れて実際に近い状況を作り
出し、その状況について学習する。例えば、緊急時の対応などの状況設定を
したトレーニングや侵襲的技術の学習に適している。

習1熟度811

■指導■
学習者の習熟度に合わせて行う指導法。情報リテ″ 一、心電図の読み方など、知識や

経験の差が生じやすい内容に適している。

2)研修の展開

① 基本姿勢と態度に関する研修は早期に取り組む。そして、患者の自己決定やプライ

バシーの保護等の医療の倫理的課題に関する事例検討等を通して、看護職員として

の基本的な考え方を確認することが望ましい。

② バイタルサインの観察等、看護の基本となる能力については、医療機器の数値にの

み頼つて患者の状態を判断するのではなく、実際に患者に触れるなど、五感を用い

て患者の状態を判断することの重要性を認識させ、その能力を養う必要がある。

③ 指導に当たつては、0」Tにおいても Off―JTにおいても、単に新しい知識・技術を

提供するにとどまらず、新人看護職員が自ら、受け持つた患者に必要な看護を考え

判断する能力を養えるよう指導する。

④ 技術修得は、講義→演習 ロシミユレーション→臨床現場で実践の順に行うことが有

効である。まず、シミュレーションを実施し、次に、手技を実際に見せて、実際に

やってもらつて危なければ手を添える、一人でやつてもらう、といつた段階的な

OJTが大切である。シミュレーシヨンの後には、振り返りを行い、何ができるよう

になつたのか、何が課題なのか見出すことが重要である。特に、侵襲性の高い行為

については、事前に集合研修等により、新人看護職員の修得状況を十分に確認した

上で段階的に実践させる必要がある。そして、段階 (ス テップ)ごとに評価し、で

きなかつた場合は 1つ前の段階に戻るなど一つずつ確認しながら研修を進める。

⑤ 看護職員は複数の患者を受け持ちながらも、決められた時間内で優先度を判断し、

安全に看護を提供する必要がある。そのため、新人看護職員研修では個々の知識や

技術の修得だけではなく、優先順位を考えながら看護を実践するための能力を段階
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的に身につけられるように指導する。

⑥ 研修責任者は、新人看護職員の職場適応の状況を十分に把握すると同時に、精神的
な支援のできる専門家によつて、新人看護職員や関連するスタッフの支援体制を整

備することが望ましい。適宜、集合研修の後などに、新人看護職員同士が定期的に

交流できる場を設けるなど、日々の研修の中に看護実践の振り返りや日常生活リズ
ムの把握などの精神的支援の方策を含んでいることが望ましい。

3.研修評価

1)評価の考え方

新人看護職員の評価は、修得してきたことの確認をするとともに、フィー ドバックを

行い、新人看護職員が自信を持つて一歩ずつ能力を獲得していくために行うものである。

評価者は、新人看護職員と一緒に考え、励ます姿勢で評価を行う。

2)評価時期

① 到達目標は 1年間で到達するものとするが、各部署の特性、優先度に応じて評価内

容と到達時期を具体的に設定する。評価時期は、概ね就職後 1か月、3か月、6か
月、1年 を目安とする。

② 就職後早期の評価は、新人看護職員の職場への適応の把握等の点から重要であり

精神的な支援も含め綿密に行う必要がある。

3)評価方法

評価は、自己評価に加え実地指導者や教育担当者による他者評価を取り入れる。

評価には、到達目標に関するチェックリス トなどの評価表 (自 己評価及び他者評
価)を用いることとし、総合的な評価を行うに当たつては面談等も適宜取り入れ

る。

評価は、その時にできない事を次にできるようにするためのものであり、基本的
には臨床実践能力の向上を目指したフィー ドバックを行う。例えば、技術ができ
たか、できなかったかのみを評価するのでなく、次の行為につながるようにでき
たことを褒め、強みを確認し励ますような評価を行う。

総括的評価は、看護部門の教育担当者又は各部署の所属長が行う。また、新人看
護員研修修了時には、所属部署や施設単位で修了証を発行するなどの方法もある。

4.研修手帳 (研修 ファイル)の活用

新人看護職員が自らの日標を持ち、獲得した能力や成果を蓄積するために、ポー トフ

ォリオやパーソナルフアイルと呼ばれる研修手帳 (研修ファイル)の利用が効果的であ

る。研修手帳 (研修ファイル)は、
・看護職員の成長記録として利用できる
・経験の蓄積を可視化することができる
・研修手帳 (研修ファイル)を介して他者へ経験を伝える手段になる

などの特徴がある。そして、研修手帳 (研修ファイル)は新人研修のみではなく継続教

育の記録としても利用でき、また所属部署や医療機関が変わつても利用できるものであ

る。

研修手帳 (研修ファイル)に記載する内容としては、例えば、初めのページに「将来

目指すもの」「今年度目指すもの」「そのためのプラン」を記載 しておくと、機会あるご
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とに目標を確認することができる。研修での資料や記録をはさみ込めるようにしておく

と記載の負担なく経験を蓄積できる。また「到達目標のチエツクリス ト」を入れておく

と、経験するごとにチェックして利用することができる。一定期間後、「実施したこと・

分かつたこと・考えたこと・成長したこと」や「他者からのコメント」を記載してもら

うことで、成長の振り返りを行うことができる。

5.新人看護職員研修プログラムの例 (表 9)

ここでは、新人看護職員研修プログラムの例を参考までに紹介する。ここで示す研修

内容はすべて行わなければならないものではなく、各施設の特性に合わせて内容や方法、

時間数を自由にアレンジする。また、自施設で行うほか、他施設との共同開催や活用、

都道府県・関係団体等が実施する研修を活用することも有効である。

6.技術指導の例 (別冊 )

技術指導の例として、新人看護職員については「与薬の技術」と「活動・休息援助技

術」、新人助産師については「新生児に対する技術」を示している。“到達目標"“到達ま

での期間"“看護技術を支える要素"“研修方法"“手順に沿つた指導時の留意点"“チェ

ックリス ト"で構成されている。ここでは、看護基礎教育とのつながりを考慮しており、

新人看護職員がどこまで修得できているのかの確認をすることだけではなく、新人看護

職員が気をつけるポイント、指導者にとつて指導時のポイントが分かるように示してい

る。
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表 9 新人看護職員研修プログラムの例

獅蘭籠壺壼 ::::::i:::: ::輔 ::
苺減綱

"潟
=:■

葺 :螂 月

1新人看護職員研修の概要 講薔 1時間
・目裸と計画
・研修手帳の活用方法

2看饉職員として必要な基本

姿勢と態度
講義・演習 3時間

・患者の権利と看餞者の責務
・看饉者の倫理綱領
・接遇

・実践の振り返リ

青潔・衣生活援助

支術

Ⅲ僣管理技術

粛薔・演ロ 6時間 ・スキンケア
褥奮の予防 :リ スクアセ

スメント、体圧分散等

与薬の技術 諄餞・演ロ 0時間

・皮下注射、筋肉内注射

・点滴管理 :薬剤準備、ポトル

交換、挿入部の固定、輸波量

の計算等
・輸液ポンプ、シリンジポンプ

の使い方

・点滴静脈内注射
・薬剤等の管理 (毒薬・劇

藁・麻薬、血液製剤を含む )

輸血の準備、輸血中と

0血後の観察

的術

面

技
側

臓義・演習 4時間

・急変時の対応 :チームメン

パーヘの応援要請等
・BLS、 AED

=状
・生体機能管

里技術
講●・演薔 6時間 ・静脈血採血

フィジカルアセスメント
・心電園モニター

多染防止の技術 講菫・演雷 2時間
・スタンダード リコーシヨンの
実施

その他配口部署で

ら要な看饉技術
/ 配属都暑で必要な看醸技術

L管理的

側面

彙全管理

鸞書・防災管理
講義 演習 3時間

・医療安全対策 :組織の体制、

口員を守る体制、事故防止策、

発生時の対応等

消火設備

■報管理 講義 演習 3時間 個人情報保護
・鰺療情報の取り扱い

配録

研修の振り返リ
フォローアップ / 1時間 ・撮り返り ・振り返リ ・振り返リ



<新人看護職員>
① 与薬の技術

② 活動・休息援助技術

<新人助産師>
新生児に対する援助技術

=.実
地指導者の育成

新人看護職員研修を効果的に実施するためには指導者の育成が重要であることから、こ

こでは実地指導者の研修を企画する上で必要な到達目標、能力について示す。

1.到達目標

① 新人看護職員の職場への適応状況を把握し、新人看護職員へ基本的な看護技術の

指導及び精神的支援ができる

② 施設の新人看護職員研修計画に沿つて、教育担当者、部署管理者とともに部署に

おける新人看護職員研修の個別プログラム立案、実施及び評価ができる

2.実地指導者に求められる能力

。新人看護職員に教育的に関わる能力
。新人看護職員と適切な関係性を築くコミュニケーション能カ
。新人看護職員の置かれている状況を把握し、一緒に問題を解決する能力
・ 新人看護職員研修の個々のプログラムを立案できる能力
・ 新人看護職員の臨床実践能力を評価する能力

以下の内容を学習し、役割を遂行できる能力を身につけていることが必要である。

① 知識
・新人看護職員研修体制と研修計画
・新人看護職員研修における実地指導者の役割
・看護基礎教育における到達目標と到達度
口「新人看護職員研修ガイ ドライン」の理解
・新人看護職員が陥りやすい研修上の問題や困難とその解決方法

・指導方法や教育的な関わり方

② 技術
・新人看護職員の臨床実践能力に合つた指導をする技術

“支援につながる評価技術
・円滑な人間関係の構築のためのコミュニケーション技術
・個別の研修計画を立案する技術

③ 姿勢・態度
・相手を尊重した態度で指導する  .
・一緒にどうしたらよいのか考える

・認めていることを伝え、励まし、新人看護職員の自立を支援する
・新人看護職員との関わりや指導上で、困難や問題と感じた場合は、教育担当者や部

署管理者へ相談、助言を求めることができる
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3.実地指導者研修プログラムの例 (表 10)

実地指導者研修プログラムの例を紹介する。ここで示す研修内容はすべて行わなけれ

ばならないものではなく、各施設の特性に合わせて内容や方法、時間数を自由にアレンジ

する。また、自施設で行うほか、他施設との共同開催や活用、都道府県・関係団体等が実

施する研修を活用することも有効である。

実地指導者に対する研修においては、指導者としての不安・負担感を軽減することを目

的として、各部署の所属長又は教育担当者による面接や支援のための研修を定期的に実施

する必要があるといわれている。

表 10 実地指導者研修プログラムの例

Ⅳ.教育担当者の育成

ここでは、教育担当者の研修を企画する上で必要な到達目標、能力について示す。

1.到達目標

① 新人看護職員の職場への適応状況を把握し、新人看護職員研修が効果的に行われ

るよう、実地指導者と新人看護職員への指導及び精神的支援ができる。

② 施設の新人看護職員研修計画に沿つて、部署管理者とともに部署における新人看

護職員研修計画の立案と実施・評価ができる。

③ 新人看護職員同士、実地指導者同士の意見交換や情報共有の場を設定し、新人看

護職員の実地指導者との関係調整と支援ができる。

2.教育担当者に求められる能力

・部署での新人看護職員研修を集合研修と部署での研修の運動の促進できるように企

画・計画する能力
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研修項目 方法

前年度※:0～ :2月 前年度※1～ 3月 5月・10月・3月

:2時 間 6時間 3時間 X3日

1組織の教育システム 請義

・組織の理念と人材育成の考え方
・院内の教育体市1

・実地指導者の役割
・新人看饉職員研修の概要

2新人看護師の現状 諄穣

看饉基礎教育の現状
新人看議節の技術習得状況
新人看麟職員研修ガイドライン

3.学習に関する基礎知識 購義

・学習理論:概念,動機付け,成人

学習等

・教育方法:チームの力を活
用した学習支援
・教育評価

4メンタルサポート支援
義

晋

講

漬

コーチング
カウンセリングスキル
コミュニケーション

5看護技術の指導方法 演 習

・看雄技術の評価方法
。研修者同士での技術指導
の室 着

新人看謳職員研修の実際
と振り返り

・演習
・実施状況の報告
・課題の共有と解決策の検討

※前年度:実地指導者としての役割を担う年度が始まる前の年度



・最適な研修方法を選択して、新人看護職員及び実地指導者に教育的に関わる能力
・新人看護職員の実地指導者との関係調整する能力
・新人看護職員の臨床実践能力、研修計画などの評価を行う能力
・研修責任者より示された新人看護職員研修の目標や研修体制を理解 し、部署のスタ

ッフに分かりやす く伝達する能力

`研修計画を円滑に運用できるよう部署管理者や実施指導者を始め、部署内のスタッ

フに説明する能力           ・

・新人看護職員研修に関係するすべてのスタッフと適切な関係性を築 くコミュニケー

ション能力
・新人看護職員の臨床実践能力の修得状況、新人看護職員の置かれている状況を把握

した上で、実地指導者の指導上の問題を一緒に解決する能力

以下の内容を学習 し、役割を遂行できる能力を身につけていることが必要である。

① 知識
・新人看護職員をめぐる現状と課題
・新人看護職員研修体制と研修計画
・新人看護職員研修における教育担当者の役割
・新人看護職員の受けた看護基礎教育の内容と到達目標及びその到達度
・「新人看護職員研修ガイ ドライン」
・新人看護職員研修を通 しての臨床実践能力の構造

(新人看護職員の指導に当たつて、到達目標で示した「基本姿勢と態度」、「技術的側

面」、「管理的側面」は、3つの目標が互いに関連しあい、統合されて初めて臨床実銭

能力が向上するということを理解する。)

・成入学習者の特徴と教育方法
・指導方法や教育的関わ り方
・実地指導者が経験 しやすい新人看護職員研修における指導上の問題や困難とその不

安・負担感を軽減する解決方法
・評価の考え方とその方法、及びフィー ドバック方法

② 技術
口具体的な指導方法や評価する技術
・年間研修計画、個別の研修計画を立案する技術
・一人ひとりの臨床実践能力にあった指導をする技術
・新人看護職員を育てる組織風土づくりができる技術
・問題解決技法
口円滑な人間関係の構築のため調整やコミュニケーション技術

③ 姿勢・態度
・相手を尊重した態度で指導する
・一緒にどうしたらよいのか考える
・新人看護職員の自立を支援するように、認めていることを伝え励ます
・新人看護職員、実地指導者および部署の所属長と良好な関係を築くことができる

3.教育担当者研修 プログラムの例 (表 11)

教育担当者研修プログラムの例を紹介する。ここで示す研修内容はすべて行わなければ

ならないものではなく、各施設の特性に合わせて内容や方法、時間数を自由にアレンジす
る。また、自施設で行うほか、他施設との共同開催や活用、都道府県・関係団体等が実施
する研修を活用することも有効である。

なお、この例においては、対象者は実地指導者研修を既に受け、実地指導者としての経

験がある者としているため、必要があれば実地指導者研修の内容を追加することを前提と
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し作成している。

表 11 教育担当者研修プログラムの例

V.研修計日、研修体制等の評価

研修責任者等は、新人看護職員研修、実地指導者及び教育担当者の研修終了時の評価

だけではなく、研修終了後、実践の場での事後評価を行い、その結果を踏まえて研修の

内容や方法について見直し、研修計画の修正や翌年の研修計画の策定に役立てる。

1.研修終了時の評価

研修終了時の評価は、研修の評価として研修プログラムの妥当性や適切性を確認し、

研修プログラムの目標の達成度を判断するものである。基本的に評価は、研修に関わる

すべての人が評価対象になる。

① 研修における日標、内容、方法、研修体制、講師、教材の適切さ、研修の開催時

期、時間、場所、評価時期、経費の適切さなどの研修の企画・運営の評価

② 新入看護職員の到達目標の達成度

③ 研修参加者の研修達成感や満足度の評価

などを行う。

2.研修終了後、実践の場での事後評価

研修の成果として実務における新人看護職員の役割遂行の状況を評価する。

① 新人看護職員の実務を通して、研修内容について、その重要性及び実用性、さら

に深めたかつた内容、研修内容にはなかつたが新たに取り上げて欲 しい内容など

研修の企画・運営の評価

② 新入看護職員の自己評価・他者評価による成果の評価

③ 新入看護職員の事後評価と関連付けて、実地指導者及び教育担当者の育成や施設

の研修体制の評価                  ,
などを行う。
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研修項目 方法

飾 生 慮 業 1～ 3日 4月・5月・6月・7月

9月・11月
研修勧 細 薔 儘 静 級

6時間 6蜂聞 1眸閻 X6回

1新人看護職員研修におけそ
教育担当者の役割

講義
演習

・教育担当者に対する期待
。新人看護職員研修ガイドライン

2.到違目欄の理解と設定
請義
演習

・組織の理念と人材育成の考えフ
・自施設における新人看護職員
研修の到違目様の設定

3.教育に関する知識 講義

・カリキュラム,教育方法,教育
評価など年間教育の立案に
必要な知識

4課題と解決策の検討 演習

・自身の経験に基づく新人看護
輝・実地指導者・教育システム
に関する課題の明確化と解決
策の検討

・現教育担当者との意見交換

・実施状況の報告
・課題の共有と解決策の検無

5.年間教育計画の立案
演習

・自部署の年間教育計画
の立案

・計画の見直し

※前年度:教育担当者としての役割を担う年度が始まる前の年度



3.評価の活用

新人看護職員研修は、各医療機関の理念に基づき設計されている。上記 1,2の新人看

護職員研修の評価を通じて、研修の理念、基本方針が適切であつたか、各医療機関の目

標達成に貢献しているかなどを評価し、組織運営にフィー ドバックすることにより活用

する。
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技術指導の例

平成 23年 2月

厚生労働省
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技術指導の例

<新人琶護職員>
与薬の技術

○経□薬の与薬

○筋肉・皮下注射

○点滴静脈注射

○輸液ポンプ 0シ リンジポンプ

ページ

1

7

13

19

活動・休息援助技術

○車椅子による移送

<新人助産師>
新生児に対する援助技術

○新生児の心肺蘇生

27
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<新人看護職員>

与薬の技術

修方法】【研

～経□薬の与薬～

【至」達目標】

内服薬与薬 (経□)についての基本を習得し、安全・正確に与薬が実施できる

【到達までの期間】

1か月～2か月

【看護技術を支える要素】

・ 正しい薬剤矢]識がある

。 患者確認を、医師の指示書等をもとに実施できる

。 曖昧な点は医師や指導者に確認できる

。 患者、家族へわかりやすい言葉で説明ができる

。 患者の状態をアセスメントし、個々の状況に応じた与薬ができる
。 状況に応じた、与薬後の観察ができる

担当者 :教育担当者等

研修内容 :内服薬与薬の実施に必要な基本的態度・知識 。技術

処方箋の読み方、薬剤矢0識、内服薬与薬の目的 。手順、

施設のルール (安全面での約束事等)などを請義・演習方式を用

いて、集合研修を行う

担当者 :実地指導者

研修内容 :イ メージ化するため、実際の場面を見学する
。基礎教育での矢0識を確認する
。薬剤の知識、与薬の目的 。手順、施設の安全ルール、

留意点を確認する
。アセスメントのポイント

担当者 : 実地指導者

研修内容 :実際使用する物品を用いてシミュレーシ∃ン、実技評価を行う

担当者 :実地指導者

研修内容 :実際の部署で、手順に沿って実施する

担当者とともにチェックリス トを用い行為を振り返る

1
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手順 指導時の留意点

1.準備

① 内服指示箋で、患者氏名。薬品名・用法・用

量の確認

② 流水と石けんで手洗いを十分に行う

③ 必要物品を準備する

内服薬、処方箋、 トレイ、必要時白湯や薬杯

少しでも疑間や不安がある場合は、実施前に指

導者等に申し出ることを強調してお<
・チェックリストで不十分な点は、指導や自己学

習等後、再評価を行い、曖昧なままとしない

準備

●新人薔護職員の学習準備1犬況の確認

目的、薬剤の知識、リスクマネジメント、安楽

な体位・姿勢のポイント

6R・ 3度の確認の意味と必要性

※6つの Right

Right Pauent(正 しい患者)

Right Dru g  (正 しい薬)

Right Pupose(正しい目的)

Right Dose (正 しい用量)

Right Route  (正 しい用法)

Right Time  (正 しい時間)

※3度の確認

保管場所から薬袋を取り出すとき

薬袋から薬を取り出すとき

薬袋を保管場所に戻すとき

。今までに経験した内容や回数

●対象患者にこの薬剤を与薬する理由を把握
。対象患者の把握(患者の状態、薬剤禁忌、アレ

ルギーの有無)

以上を確認後、準備を見守り、ベッドサイドヘ同

行する (不十分な場合は見学とし、自己学習を促

す)

準備の際、作業は中断しないように指導する

途中で他の患者から声をかけられるなど、業務を

中断した場合には、再度手順の最初から実施する

2
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2.実施                 12.実 施

① 患者への挨拶・言葉がけを行う      1見守りながら、不十分な点をサポートする

② 患者の観察               |。 患者状態のアセスメント、誤臓防止

誤嫌防止のため意識状態の観察     |。 剤型 (散剤・錠剤・水薬)や量が対象患者に適

必要0寺食事摂取状況の確認       1 切か確認できる

③ 患者氏名の確鼻             ||][II[:[I:]]1]]ネ ームでの確認

フルネームで名乗つてもらい、または患者 | を習慣づける)

識別バンド等での確認

④ 患者への説明および同意を得る      |。 一方的でない、ゆつ<りとわかりやすい説明が

できる
。ひとつ一つの動作に対し、患者の意向を確認し

ながら援助できるよう指導

⑤ (可能な場合)患者と共に薬剤・氏名を確認 |。 患者参画を促すことができる

⑥ 誤嚇防止のための体位(前屈座位が望まし|。 誤味防止のため、適切な体位への援助ができる

い)を援助する             1  必要時、安楽枕やクッションを利用する

麻痺がある場合は、特に注意する

ライン類が留置されている場合は、ヨ|つ張ら

ないように特に注意する

。酸素マスクを装着している場合は、取り扱いに

薬剤の種類により、先に少量の白湯を投与す 1  注意するよう指導

る

水薬の場合、正し<目盛りを計測する

確実に服用されたか、確認する

③ 内服後の観察 (特に0乎吸状態)     |。 内服後の誤嚇防止に注意できる
。呼吸状態に異常が出現した場合、ただちに他の

看護スタッフヘ連絡するよう指導

⑨  使用した物品を片付け、患者の体位、周囲 |・ 安全に配慮した環境調整ができる

の環境を整える

⑩ 患者への挨拶・言葉がけをして退室

① 必要に応じ、バイタルサインなど、与薬後の |。 与薬後の観察が必要な薬剤・患者状態の把握が

患者状態を観察する           | できる

3
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3.後片付け、実施記録          13.後 片付け、実施記録

① 使用した物品類を定位置へ戻臥 手洗いを行

つ

② 内服薬与薬の実施記録(押印、サインなど含 |。 実施記録を確認する

む)をする
。一連の看護行為の振り返りを一緒に行い、プ

ラスのフィードノヽックとなるように、チェック

リストに沿つて、出来たところと次回の目標を

確認する

4
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【経口薬の与薬チエックリスト】

◎ :一人でできる   ○ :支援があればできる

目標到達期間  □1か月  ■2か月

氏名 (

確認項目
施

日

実

月
自己

評価

者
価

他
評

①
内服薬与薬について、基本的知識・技術(薬剤の作用副作用、目的、与薬

時の注意点なめ 、安全面のルールを述べることができる

② 指示書に書かれてある内容が理解でき、説明できる

③ 内服薬の薬理作用を述べ、当該患者に投与する理由を述べることができる

④ 必要物品が準備できる

⑤ 患者への挨拶、言葉がけができる

⑥ 患者氏名の確認をフルネームで行うことができる

③
患者へわかりやすい説明を行い、同意が得られる

(質問時、答えることができる)

⑨ 与薬時、適切な体位が援助できる

⑩ 与薬行為を安全・正確に行うことができる

① 内服後の患者状態を観察できる(特に呼吸状態)

⑭ 周囲の環境を整備し、患者へ挨拶をしてから退室できる

⑬ 必要時、実施内容を指導者等に報告できる

① 必要時、看護記録に記載できる

コメント(今後へのアドバイスなど)

5
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与薬の技術

～筋肉・皮下注射～

【到達目標】

筋肉・皮下注射についての基本を習得し、安全に実施できる

【到達までの期間】

1か月～ 3か月

【着護技術を支える要素】

・正しい薬剤矢0識がある

。清潔操作が確実に実施できる

。患者確認を医8市の指示書と照らし合わせて実施できる

。患者及び家族へわかりやすい言葉を用いて説明ができる

。患者の状態をアセスメントできる

。筋肉・皮内注射の実施前 。中 。後の観察ができる

。使用後の器具等を決められた方法で破棄できる

担当者 :教育担当者

研修内容 :基礎教育での矢□識と看護技術の確認を行う

筋肉 。神経の解音J生理、薬剤の基礎知識

手順、施設のルールを講義 。演習方式で実施

担当者 : 実地指導者

研修内容 :準備から後片付けまでの場面を見学する

担当者 :実地指導者 または教育担当者

研修内容 :シ ミュレーション後に、チェックリス ト

を用いて評価する

担当者 :実地指導者

研修内容 :実際の部署で、手順に沿つて実施する

り返り 。評 担当者とともにチェックリス トを用い行為を振り返る

7
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手順 指導0寺の留恵点

準備

注射指示箋で患者氏名 。日付・薬品名・

用法用量・実施0寺間を確認する

石けんを用いて、流水で手を洗う

③ 必要物品を準備する

注射指示箋、薬斉」、トレイ、適切な注射器・

注射針、消毒綿、針廃棄容器、速乾性摩擦

手指消毒剤、未滅菌手袋

※三原則で確認する

薬剤を取り出すとき

薬剤を注射器に吸い上げるとき

薬剤を吸い上げた後 (空アンプル・バ

イアル)

準備

○新人着護職員の学習準備状況の確認

。注射の目的

・解剖生理

・薬剤に関する知識

・注射施行中、後の観察項目

○指示された薬剤の作用・副作用を理解

し、その患者に適した投与応法なのか、

なぜ必要なのかアセスメン トするよう

に、学習状況の確認と指導を行う

○患者の把握 (患者の体格、注射禁忌の

有無、アレルギーの有無

○薬剤名、規格量 (Omg/Oml)、 注射指

示箋の単位数の確認の指導

○看護職員は、注射指示箋が読みに<い

場合や不明瞭な場合 (И要性に疑間を

感 じたら)指示 した医師に確認する責

任があることを指導する

準備の際、作業は中断しないように指導す

る

途中で他の患者から声をかけられるなど、

業務を中断した場合には、再度手順の最初

から実施する

以上を確認後、準備を見守り、ベッドサ

イ ドヘ同行する (不十分な場合は見学と

し自己学習を促す)

8
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2,実施               12.実 施

① 注射の必要性を患者に説明し、承諸を 1見守りながら、不十分な点をサポートす

得る。              |る

② 憲者の氏名を確認し、注射指示箋とネ

ームバンド、ベットネームを患者とと

もに確認する。

2-1 〈筋肉注射〉の実施の場合

③ 注射音8位に応じた、安楽な体位をとら

せる。

上腕三角詭 :坐位で肘関節を軽<屈曲し

腰に手をあてる

肩峰から三横指下が目安

長袖を着ている患者の三角筋に注射する

ときは、袖を捲りあげるのではな<、 片袖

を脱いでいただき、肩を出してもらう。

中臀筋 :臀部を4分害」し、その上外側 1/4

区1或

④ 皮膚の消毒

⑤ 注射部位の周りの皮膚を弓|つ 張るよう

に緊張させてから筋肉をしつかり保持

し、注射器はベンを持つようにして皮

膚に対して45～90度の角度で刺入す

る

患者に異常がないかを確認する。

手先の しびれや強い痛みを感じたらす

ぐに知らせるように、説明する

筋肉をつまみあげた手をはずし、注射

器を固定 し、もう 1方の手で内筒を引

・患者誤認の防止

・患者参画を促す

。患者状態のアセスメント

体格、注射禁忌部位の確認の有無、

アレルギー既往、薬剤の副作用を確認

する

体格、年齢で注射部位を選定する

注射部位の選定

注射部位の解剖、神経の走行を確認する

・神経刺激症状があつたら、直ちに針を

抜き、症状の観察を行い、医師に報告す

るように1旨導する

⑥

⑦

9
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き、血液の逆流がないことを確認する

③ 静かに内筒を押し、薬液を注入する

⑨ 刺入角度を変えないように針を抜き、

消毒綿を当てる

注射部位を揉みほぐす

使用した針はリキャップせずに、針廃

棄容器に処理する

⑩ 患者の衣類や寝具を整える。

・全身および局所に、注射による異常や変

化がないか観察する

。注射後の注意事項について説明する

2-2 く皮下注射〉実施の場合

③ 注射部位に応じた安楽な体位をとらせ

る

。通常上腕外側 (伸筋)腹部が用いられる

④ 皮膚の消毒

⑤ 注射部位の皮膚をつまみあげ、10

ら30度の角度で皮下に刺入する

患者に異常がないかを確認する。手先

のしびれ感、疼痛がないか声をかける

つまみあげた手をはずし、注射器を固

定 し、もう一方の手で内筒を引き、血

液の逆流にないことを確認する

③ ～⑩は、筋肉注射手順に準する

① 後片付け

空アンプルを捨てる前に、指示の確認を

行う

・マッサージは薬液を皮下組織に広<拡

散 し、局所の血液の供給を高めて薬液の

吸収を促す

ただし、徐々に吸収させることが適 して

いる薬液を用いた場合は、マッサージを

しない

知識の確認と説明をする

定期的に1可度も皮下注射を行う場合は同

じ部位に何度も皮下注射を行う場合は、

毎回 1横指ずつすらして刺入する

。針を刺入する0寺は、まっすぐに刺し、

疼痛を最小限にする

。この段階の確認は誤薬があつた場合に

は、対処が早期に行えるためにも必要で

ある

⑥

⑦

10
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⑫ 記録をする ・看護記録を確認する

。一連の看護行為の振り返りを一緒に行

い、プラスのフィードバックとなるよう

に、チェックリストに沿つて、出来たと

ころと次回の目標を確認する

11
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【筋肉注射、皮下注射チェックリスト】
氏名 (

◎ :一人でできる   O:支 援があればできる

目標到達期間  3か月

確認項目
実施

日

己
価

自
評

者
価

他
評

実施

日

己
価

自

評
者
価

他
評

① 筋肉注射、皮下注射の目的を述べることができる

②  県鷲 を

ている薬物の作用と副作用について述べること

③ 質r注
射、皮下注射に関連する筋肉、神経の走行が言

④け:場秀リギ要轟淵蘇協議、患者の状態)

⑤
肇電ξ『

箋
・

患
言
氏歓 薬剤歓 用法用ユ 時間を確

Э 醇層だ璽響

時や指示内容に疑間がある場合は、医

⑦ 握爵建縫L鷲型窪欝罫ぶ窪翼駒蟷
備できる

Э 単位が理解できる(ml、 mg)

Э 羅璽客君「f雪欝籍棠璧
=縫

識
バンドなどで患者

Э諷
=稽

窮記員鴨鼎 霞紺ど
の注意転 副作用

Э 適切な注射部位を選択できる

Э 流水と石けんで手洗いし、清潔操作ができる

Э 筋肉注射が実施できる

Э 皮下注射が実施できる

Э 実施後、患者の状態を観察できる

Э 後片づけができる

Э 看護記録に記載出来る

コメント(今後へのアドバイス)
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与薬の技術

～点滴静脈注射～

【至」達目標】

点滴静脈注射について― を習得臥 安全に実施できる

【至」達までの期間】

6か月～1年

【着護技術を支える要素】

・看護職員による静脈注射 (点滴静脈注射を含む)実施の法的解釈の経緯・看護業務に

おける位置づけが理解できる
。清潔動作が確実に実施できる
。患者及び家族へわかりやすい言葉を用いて説明できる
。薬剤の作用・副作用がわかる
。患者の状態や状況をアセスメントし 患者の個々の状況に応じた点滴静脈注射の実施

と管理ができる
。使用後の器具等を決められた力法で破棄できる

担当者 : 教育担当者

研修内容 :基礎教育での知識と着護技術の確認を行う

血管・神経の解剖生理、薬斉」の基礎知言議 手順

モデルを使つた演習、知識確認のテスト

スタンダードプリコーション

担当者 :実地指導者

研修内容 :実際の場面を見学する

シミュレーション

【研修方法

1集合硼笏

↓
l―x祠

↓
1振り返り・言平1司

担当者 :実地指導者

研修内容 :シミュレーション後に、チェックリストを用いて

評価する

担当者 :実施指導者

5刑多内容 :手‖副こ沿つて実施する

担当者とともにチェックリス トを用い行為を振り返る

13
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手順 指導8寺の留意点

1.準備

①注射指示箋で、患者氏名、生年月日、日付、

薬剤名、投与力法、投与8寺間を確認する

②流水と石鹸で手洗いを十分に行う

③脳要物品を準備する

1.利庸

○新人看護職員の学習準備状況の確認

解剖生理、薬剤管理、日丼症とその対策

リスクマネジメント

○悪者のアレルギー歴、禁忌について情報の

確認ができる

ADLを確認する

○患者になぜ必要なのかアセスメント

するように、学習状況の確認と指導を

行う

06R3度の確認

○適切な輸液セットや留置針選択の根拠を確

輸液セット 20滴/ml

小児用輸液セット 60滴/ml

以上を確認後 薬斉」準備へ進む。

◎緊張や不安が 螢い場合は、見学→一緒に行

う→見守り→一人で行うなど、段階的指導を

行う

。リスク回避の為の方法を確認する

注射準備の際、作業中断しないように

指導する。

作業を中断した場合、再度手順の最初から

実施する

④注射の準備をする
。流水と石鹸で手洗いを十分に行い、未滅菌

手袋を装着する
。患者氏名、注射指示書箋、薬剤を確認する
。シリンジに適切な注射針をつけ、バイアル

やアンプルから薬剤を吸い、輸液パックに

ミキシングする
。輸液パックに適切な輸液セットを繋ぐ

14
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２
．
①

鋤

患者の元へ行き、ネームバンドと患者にフ

ルネーム、生年月日を名乗つてもらい、患

者確認を行う。

注射指示箋と照らし合わせる

患者に注射の目的と内容及び実施中の注

意事項、副作用について説明臥 患者から

の質問を受ける

③ 必要時、排泄を促す

手指の擦掃消毒を行い、手袋を装着する

穿刺部位を確認する

肘関節上音Bを駆血帯で駆血し、静脈を怒張

させる

患者に拇指を中にして手を握るように説

明する

消毒綿などで穿刺予定部を中心から外側

に円をi苗<ように皮膚を消毒する

穿刺部の皮膚を末梢へ伸展させ、注射針を

刺入する

穿刺金‖こ血液の逆流を確認したら、針の深

さを変えないようにし 針を血管内に進め

る

患者に握つた手を緩めるように説明し 駆

血帯を外す

挿入されている留置針の先端部分を軽<

圧迫臥 内筒針を抜取りすばや<点滴チュ

ープを接続する

⑬ クレンメを緩め滴下筒内の商下を確認臥

留置針挿入部の腫脹や痛みの有無を観

察・確認する

2. 5U屯

・穿刺音日立は、行動制限を最小限にし 点滴

漏れや静脈炎が起こりに<い上肢の前1宛、正

中、または手背から選択する
。血管が出に<い場合、上肢を下垂させ静脈

を怒張させる、手を握つたり開いたりを繰り

返すなどを行う
。血液成分の変化 (事晒変の増加など)を生じ

ないために、駆血は2分以内で行う

。「ここに穿刺」と決めたら、一緒に指の腹で

その感触や感覚を確認し それが記憶される

ように促すと共にその経験を重ねる
。患者の負担を最小限にするため、経験が少

ないうちは、手を添えるなどのサポートをす

るなどの配慮をする
。再穿束引ま、患者の意思の確認および琶護職

員の緊張度を考慮臥 再度実施するかどうか

を判断する

・職業感染を防止するため、器具の取扱いは

ルールを順守する。誤つて針を自分に刺して

しまつた場合、流水で洗浄臥 患者の感染症

を確認臥 受診するよう指導する

。実施中に他の患者から声をかけられるなど

の場合、緊急時以外は、業務中断をせずに他

の看護師を呼んで対応してもらう。

②

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

⑩

①

⑫
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① 留置針と点滴チュープをフィルムドレッ

シング剤と絆倉」膏で固定する

⑮ 指示量の滴下数にあわせる

⑩ 患者に終了したことを伝え、点滴中の注意

事項について説明する

① 再度、刺入音R滴下数を確認し退出する

⑬ 点滴開始から5分、15翁は訪室臥 副作

用の早期発見に努める

後片付け、実施記録

後片付けを行い、手洗いを行う

静脈注射の実施記録を行う

。点滴開始から5分、15分は訪室臥 冨」作

用の早期発見に努める

。す―スコールの位置、点滴スタンド

3.後片付け、実施記録

・奮護記録を確言肘 る
。一連の看護行為の振り返りを一緒に行い、

プラスのフィードバックとなるように、チェ

ックリストに沿つて、出来たところと次回の

目標を確認する

看護スタッフに報告する

３
．
①

②

16
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【点滴静脈注射チエックリスト】

・    部署(       )氏 名 (

◎ :一 人でできる  〇 :支援があればできる

目標到連時期 6か月～ 1年

17

--526-―

確認項目
実施日(  ) 実施日(  ) 実施日(  )

自己評価 也者評価 自己 1平価 他者8羊価 自己評価 他者1子価

1 点滴静脈注射の目的・必要な状況を述べることができる

2 指示されている薬物の作用と副作用について述べることができる

3 点滴静脈注射に関連する血管・神経の走行が言える

4 
壕ξ
『

脈注射の実施にあたつて、実施可能かどうかをアセスメントし判断

5 5Fの 注射指示書で、患者氏名・薬剤名・投与方法・投与時間を確認で

6 点滴静脈注射を行うための必要物品が準備できる

7 流水と石鹸で手洗いし、清潔操作を確実に実行できる

8 指示された薬剤を吸い、輸液パックにミキシングできる

9 輸液パックに適切な輸液セットを繋ぎ、プライミングできる

Ю ttl君よ卜 み
=範

葉翼柳蚤省露轟な喜意
年月日)で、請

‖
諷痺裏ξ甲唱亀風尾 1内

級 醸 紳 鑢 講 項、計 用について湖

12穿刺する部位を、患者の状態に麻じ適切に選択できる

13静脈穿刺を安全に実施できる

14静脈に穿刺した針を確実かつ行動制限を生じない方法で固定できる

15医師に指示された輸液量に従い、滴下数を調整できる

t暑璽接燿習β溜 響
た固定が終了した‐を伝な薦商中は

17患者の衣服や寝具を整え、行動制限が最小限になるように配慮できる

18実施後、5～ 15分後の観察を実施できる

19決められた方法で使用したものを破棄するなど後片づけができる

20必要時、点滴静脈注射の実施終了について、リーダー等に報告できる

2¬ 点滴静脈注射の実施を看護記録に記載できる

コメント(今後へのアドバイス)
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与薬の技術

～輸液ポンプ・シリンジポンプを使用した与薬～

【至」達目標】

輸液ポンプ 。シリンジポンプの取り扱いの基本を習得し、安全な与薬ができる

【至」達までの期間】

3か月～6か月

【着護技術を支える要素】

・ 正しい薬剤知識をもち、曖昧な点は医師や指導者に確認できる

。 清潔操作が実施できる
。 患者確認を注射指示箋をもとに実施できる

。 憲者、家族にわかりやすい言葉で説明ができる

。 患者の状況をアセスメントし、安全・正確な方法で与薬ができる

。 薬剤の作用・副作用、静脈注射の合併症を理解し、異常の早期発見ができる

。 静脈注射の確実な管理、実施中・後の観察ができる

　̈國
担当者 : 教育担当者等

研修内容 :基礎教育での矢0識と看護技術の確認

輸液ポンプ 。シリンジポンプを使用した与薬

の目的 。手順

担当者 : 臨床工学技士等

研修内容 :輸液ポンプ・シリンジポンプの各部の名称と

構造の確認

担当者 : 教育担当者等

研修内容 :輸液ポンプ・シリンジポンプの準備から輸液

の実施、アラーム時の対処について、デモン

ス トレーションを見学後、シミュレーション

を行い、チェックリス トを用いて評価する

担当者 :実地指導者

研修内容 :実地指導者と共に実際の場面を見学する

担当者 :実地指導者

研修内容 :手順に沿つて実施する

担当者とともにチェックリス トを用い行為を振り返る
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シミュレーシヨン・評

日
＝
＝
＝
＝
骨
Ｖ

場面を見

振り返り

日

Ｈ

）

日
＝

）



I.輸液ポンプ

手 順 指導時の留意点

準備

1)注射指示箋で、患者氏名。日付。薬剤名・

用法用量 。投与0寺間・投与速度を確認す

る

2)流水と石鹸で手洗いを十分に行う

3)賭要物品を準備する

注射指示箋、輸液ボトル、薬剤、シリ

ンジと注射針、輸液セット、消毒綿な

ど

4)注射の準備をする (1患者1ト レイ)

①薬剤を調含する

②輸液ボトルに輸液セットを接続する

③点滴筒の 1/3程度まで薬液を満たす

④チュープの先端まで薬液を満たしクレ

ンメを止める

5)機械が正し<作動するか確認する

①外観の破損・薬物の固着の有無、表示ラ

ンプとフィンガー部の作動の確認、扉内

の閉塞検出部の確認

②コンセントを差し込む

③輸液チュープを装着する

④使用している輸液セットの滴数設定を

確認する

準備

○新人琶護職員の学習準備状況の確認

・ 静脈注射で習得した知識の確認
。 注射薬を準備する時の計算方法の確認

・ 与薬に関連する安全対策、事故防止対策

・ 薬剤に関する矢0識 :当該施設でよ<使用

される薬剤 (麻薬、インスリン、鎮静薬、

抗がん剤を含む)の作用、副作用、投与

方法、標準的使用量、配含禁忌、添付文

書の読み方などの基本的知識の確認
。 点滴静脈内注射の管理 :点滴静脈内注射

の確実な管理、点滴静脈内注射実施中の

観察 (異常の早期発見 `対応を含む)の
確認

○対象患者にこの薬剤をポンプを使用 して

輸液する理由の把握

・ 対象患者に関するアセスメント

以上を確認後、準備を見守り、ベッドサイド

に同行する (不十分な場合は見学とし、自己

学習を促す)

○適切な輸液セット選択の根拠の確認
・ 機種により指定の輸液セットを準備す

る

○ミキシングの工程を確認し、清潔操作の徹

底に留意する
。 液面が低すぎると気泡が混入し、高すぎ

ると滴下の確認ができないので点滴筒

の 1/3程度満たす

,適時手指消毒をするように指導する

。チュープは強<引 つ張ると流量誤差が生じ

るため、強<引 つ張らない
。点滴筒が傾かないように、滴下ノズルと液

面の中間に装着する

準備の際、作業は中断しないように指導する

途中で患者から声をかけられるなど、業務を
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2.実施

1)患者への挨拶・声かけを行い、輸液ポン

プから薬を投与することを説明する

2)患者の観察

3)患者氏名の確認

フルネームで名乗つてもらう、または患

者識別バンド等で確認

4)輸液ポンプから輸液を開始する

①輸液ポンプの電源コードをコンセント

に接続する

②注射指示箋を確認し、投与速度を確認す

る

③輸液の予定量 ( ml)を設定する

④流量をセットする

⑤輸液チュープのクレンメを開ける

⑥三方活栓の空気を抜<
⑦三方活栓に輸液チュープを接続し、三方

活栓を開<
③輸液開始ボタンを押し、輸液が開始され

たことを確認する

⑨輸液開始後の観察

滴下状況や患者の様子、正し<送液さ

れていることを声に出し、指差し確認

する

患者に声をかけ、退室する

開始 10～ 15分後に 1回、その後は 1

時間に 1回、輸液量、患者の状態を確

認する

観察すべき項目

電源、輸液ボ トル、輸液ポンプ、滴下

筒、クレンメ、輸液ライン、三方活栓

刺入部、全身状態、患者生活状況など

3.終了

1)「停止 。ブザー消音」スイッチを押 し、

ブザーを消音する。再度「 1亭上 。ブザー

消音」スイッチを押し、ポンプを停止さ

せる。   ・

2)ク レンメを開 じる

3)ドアを開け、チューブクランプを解除し、

輸液セットを外す

4)電源を切る

5)患者に輸液の終了を説明し、退室する

6)実施記録を行う

中断した場合には、再度手順の最初から実施

する

2.実施

見守りながら不十分な点をサポートする

○患者状態のアセスメント

○誤薬防止の方法を確認する
。フルネームでの確認を習慣づける

。途中で他の患者から声をかけられるなどの

場合、緊急時以外は、業務を中断をせずに

他の看護師を呼んで対応してもらう

○流量と予定量を誤つて逆に設定 して しま

うことがないように注意する

○三方活栓の向きを患者側が止まるように

変え、輸液セット側を開ける。三方活栓内

に点滴の液を満たした後、輸液チュープを

つなぐ

○輸液チュープ内や接続部の空気を抜<
流量、予定量を再度確認してから、スター

トボタンを押す

○異常の早期発見ができる
。 輸液ルートは、輸液ボ トル→点滴筒→ポ

ンプの表示→クレンメ→輸液ルー ト→

延長チュープ→留置針刺入部と全ルー

トは、たどつて確認する。および電源の

確認を習慣づける

○輸液の積載量が予定量に達すると「完了」

表示が点滅し、ブザーが鳴る。

・ 予定量が「
―――」の場合は完了1犬態に

はならない
。 動作インジケータが消灯する。「停止」

表示ランプが点滅することを確認する
。 電源の表示が消灯することを確認する

。 ポンプからルートを取り外す時、クレン

メが開放されたままだとフリーフロこ

となり、過剰投与の危険があることが理

解でき、安全に交換することができる

。看護記録を確認する

５

６
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。一連の着護行為の振り返りを一緒に行い

プラスのフィードバックとなるように、チ

ェックリストに沿つて、出来たところと次

国の目標を確認する

Ⅱ.シリンジポンプ

22
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手 順 指導上の留意点

2)

準備

注射指示箋で、患者氏名 。日付・薬剤名

用法用量・投与時間 。投与速度を確認す

る

流水と石鹸で手洗いを十分に行う

3)必要物品を準備する

注射指示箋、薬剤、シリンジと注射針、

延長チュープ、消毒綿、 トレイ

4)注射の準備をする

①薬剤を調合する

②シリンジに延長チュープを接続する

③トレイに注射器、消毒綿を入れる

5)機械が正し<作動するか確認する

①外観の破損・薬物の固着の有無

②シリンジポンプの電源を入れる

③シリンジホルダーを弓|き上げ、クランプ

が下向きになるよう回転させる

④スライダーの P∪SHボタンを押し、ス

ライダーをシリンジの長さまで伸ばす

⑤注射器のタト筒のつばをシリンジポンプ

の固定溝にセッティングする

⑥注射器の内筒のつばを押し子にセツト

する

⑦シリンジホルダーを固定し、シリンジサ

イズが表示されることを確認する

1)患者への挨拶 。声かけを行い、輸液ポン

プから薬を投与することを説明する

2)患者の観察

3)患者氏名の確認

フルネームで名乗つてもらう、または患

者識別バンド等で確認

4)シリンジポンプから輸液を開始する

①注射鱈示箋を再度確認し、流量を設定す

る

②早送リボタンを押して、延長チュープの

先端まで薬液を満たす

③プライミングで加算された積算量をク

2.

準備

○新人看護職員の学習準備状況の確認

輸液ポンプの項参照

以上を確認後、準備を見守り、ベッドサイド

に同行する (不十分な場合は見学とし、自己

学習を促す)

。準備の際、作業は中断しないように指導す

る

途中で患者から声をかけられるなど、業務

を中断した場合には、再度手順の最初から

実施する

○薬液をチュープの先端まで満たす

・表示されるシリンジサイズと、使用する

サイズ、メーカーが一致することを確認

する
。正確にセットされている確認する

2.実施

見守りながら不十分な点をサポT卜する

○患者状態のアセスメント

○誤薬防止の方法を確認する
。フルネームでの確認を習慣づける

・プライミングを行う



リアする

④延長チュープ内の気泡がないことを確

認する

⑤シリンジポンプの取り付け位置を調整

する

⑥メインルートの三方活栓のキャップを

外し、消毒綿で拭く

⑦三方活栓内の空気を抜<
③三方活栓にシリンジポンプ側の延長チ

ュープを接続する

⑨メインルートの滴下数を確認する

⑩三方活栓を開<
①注入開始ボタンを押し、シリンジポンプ

が送液を開始したことを、送液ランプの

点滅で確認する

⑫正しく送液されていることを声に出し、

指差し確認する

5)患者に声をかけ、退室する

6)開始 10～ 15分後に 1回、その後は 1

時間に 1回、輸液量、患者の状態を確

認する

観察すべき項目

電源、シリンジ、シリンジポンプ、輸液

ボトル、輸液ライン、刺入部、全身状況、

患者生活状況など

3.輸液中にシリンジを新しく交換する

1)ス トップボタンを押し三方活栓を開じる

2)使用済みのシリンジをシリンジポンプか

らタトす

3)新しいシリンジをシリンジポンプにセッ

トし、延長チュープを接続する

4)流量設定を確認し、三方活栓を解放する

5)スタートボタンを押す

○シリンジポンプの位置が患者より高い場

合、シリンジの内筒が固定されていない時

に高低落差により過剰送液される現象 (サ

イフォニング現象)を説明、指導する

○三方活栓の向きを患者倶」が止まるように

変え、シリンジポンプ側を開ける。三方活

栓内に点滴の液を満たした後、輸液チュー

プをつなぐ

・途中で他の患者から声をかけられるなどの

場合、緊急時以外は、業務を中断をせずに

他の着護職員を呼んで対応してもらう

○異常の早期発見ができる
。輸液ルートは、注射器→ポンプの表示→延

長チュープ→三方活栓 (接続してある場

合)→延長チュープ→留置針刺入部と全ル

ート、および電源の確認を習慣づける

◎輸液中にシリンジを新し<交換する
。過剰投与の防止方法を確認する

ポンプから注射器を取り外す0寺、三方活

栓が開放されたままだとフリーフロー

となり、過剰投与の危険があることが理

解でき、安全に交換することができる

正しいアラーム対処ができる

《三方活栓による閉塞の場合》

1)アラームが鳴つたら、アラーム表示を確

認する

2)ブザー停止ボタン(アラーム停止ボタン)

を押す

3)閉塞部位 (三方活栓、ルート圧迫など)

を確認する

4)三方活栓を閉じたまま、下にアルコール

綿などを置き、三方活栓と延長チューブ
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の接続部位を外し、過剰な薬液を除去す

る

5)内圧を下げてから再度接続し、三方活栓

を開放する

6)スタートボタンを押す

4.終了                |○  異常の早期ができる

1)ス トップボタンを押し三方活栓を閉じる |。  シリンジから接続・刺入部位までルート
1;籍暑iご稀績あ羅亨を翫扇しT:通菫

=LWI  L縫
轟LI高墨翫|ごと藻

=○ 過剰投与の防上方法を確認する

5。 実施記録をする 輸液ポンプの項参照
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【輸液ロシリンジポンプチエックリスト】

◎ :一人でできる   O:支 援があればできる

目標到達期間  3か月～6か 月

氏名 (

確認項目
施

日

実

月
己
価

自
評

者

価

他

評

1 基本的知識

輸液・シリンジボン菱 使用時、誤つた注入量の設定が致死的な事故を引き起こすこ

とが理解でき、安全面のルールを述べることができる①

Э
溜李ばf笙鮮狙宴♂

7使用時、専用輸液セット・注射器があることが理解できり、準

Э lll詈躍桑仝重l繁a塾異Fを
間違える可能性があることが理解でき、安全面の

Э 才旨示された薬剤が輸液・シリンジポン姥 使用する理由を述べることができる

Э 輸液・シリンジポンプのアテ ムの見方と対処方法を述べることができる

Э 輸液・シリンジポンプ使用中無停電コンセントに接続する意味を述べることができる

Э 落下の危険がないように輸液・シリンジボンプの固定を安全に実施することができる

Э 輸液・シリンジポンプ使用中電源が確保されているか確認することができる

Э 輸液・シリンジポンプが交流電源と電源バッテリーの区別をすることができる

⑩ 輸液・シリンジポンプのバッテリーの充電の量を確認することができる

2 準備

注射指示書で、患者氏名B薬剤名・投与量・投与方法・投与時間・投与速度を確認

することができる①

② 流水と石けんで手洗いを十分に行うことができる

③ 必要物品が準備できる

④ ポンプが正しく作動するが確認することができる

3 実施

患者へのあいさつ、声かけを行うことができる①

② 患者氏名の確認をフルネームで行うことができる

Э 習承電ζ才
ジポンプ使用にあたつて患割こわかりやれ 説ヽ明を行い、同意齢 るこ

Э 患者状態の観察、アセスメントができる

Э 安全・正確に輸液・シリンジポンプから輸液を開始することができる

⑥ 輸液・シリンジボンカ 使用する時、ルートや注射器を確実にセットできる

Э 指示通りの正確な点滴速度の設定ができる
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③

輸液・シリンジボンプからルートや注射器を取り外す時、クレンメや三方活栓が開放

されたままだとフリーフローとなり、過剰投与の危険があることが理解でき、安全に

実施することができる

③ シリンジボンプに注射器をセットする時、器械のあそびを取ることができる

⑩ 輸液・シリンジボンプからの輸液中の患者の状態を観察することができる

① 周囲の環境を整備し、患者にあいさつをしてから退室できる

⑫ 必要時、実施内容を指導者等に報告できる

⑬ 必要時、看護記録に記載できる

コメント(今後へのアドバイスなど)
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活動・休息援助技術

～車椅子による移送～

(複数のルァトや酸素投与中、麻痺があるなど体動、移動に注意が必要な患者への援助)

【至」達目標】

安楽に配慮しながら安全に移送介助ができる

【至」達までの期間】

1か月 (軽症例)から3か月 (重症例)

【琶護技術を支える要素】

・必要物品の安全確認が出来る

。環境に配慮し、安全確保が出来る

。危険の予測が出来る

。患者及び家族へ、わかりやすい言葉を用いて説明出来る

。プライバシーに配慮出来る

。患者の状態をアセスメントし、個々の状況に応じた移乗介助ができる

【研修方法】

場面を見

担当者 :実地指導者

研修内容 :

基礎教育での知識と看護技術の確認を行う

ボディメカニクスの基礎知識、安楽な体位・姿勢のポイント

車椅子移送の留意点を確認する

対象のアセスメント、実際の移乗 。移送の技術

シミュレーション・評価

担当者 :実地指導者

研修内容 :シミュレーション後に、チェックリス トを用い

て評価する

実施 担当者 :実地指導者

研修内容 :手順に沿つて実施する

り返り 。評 担当者とともにチェックリス トを用い行為を振り返る
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1.準備               11.準 備

① 車椅子を準備する         |○ 新人看護職員の学習準備状況の確認

タイヤの空気は適切か、プレーキは効 |・ ボデイメカニクスの基礎矢0識

<か、フットレストはきちんと動<か |。 安楽な体位・姿勢のポイント

・車椅子移乗の留意点を確認する

点滴ライン、酸素チュープ、パルンカ |。 車椅子の操作方法

テーテルなどチュープ類がある場合

の必要物品を準備する       |○ 患者の状況 (病状 。身体可動性の障害の

・酸素ボンベの準備・残量確認   1 部位・程度など)を確認する

・点滴スタンド (車椅子付属)   1 必要時、患者の状況に伴う移送の留意点

・廃液バックカバーなど      | を説明する

・シリンジポンプ使用の場合は、バッ

テリーの確認          |○ 移乗・移送時の危険予知、予防の指導

・必要時フットレス トカバーの準備

・安楽枕やクッシヨンの準備    1以 上を確認後、準備を見守り、ベッドサイ

。必要時安全ベル トの準備     |ド ヘ同行する

2.実施               12.実 施

① 患者へ挨拶し、車椅子移乗と行き先を |。 見守りながら、不十分な点をサポートす

説明 し承諾を得る         | る

② 患者の観察            |。 患者の希望 (カ ーディガンなど)や膝掛

必要8寺、バイタルサイン測定を行う | けの準備など移送目的にあった着衣の

③ 患者の身支度を整える       1 準備ができるよう指導

プライバシーの保護・患者の羞即帥bへの

配慮の指導

・車椅子の配置では、患者の身体機能

i(自立が可能か、麻痺の有無や程度)に応

の角度で置<            | じて考慮する財要性について説明する

⑤ フットレスを上げ、プレーキをかける

⑥ 患者を端坐位にする。端坐位の姿勢で 1 麻痺のある患者は、健側に車椅子に寄せ

患者の両足底をしつかりと床面につけ | る

る               1 輸液療法や酸素療法を受けている患者

眩彙、気分不快の有無を確認する  l の介助の場合、点滴や酸素チュープに

余裕をもたせてお<。 移乗前に、点滴や

酸素ボンベにつなげる

⑦ 患者に今後の動作の説明をする

たち上がること、軸足を中lbに回転す 1 見守りながら、不十分な点をサポー トす

ること、車椅子に座ることを説明する | る
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③ 患者の両腕を蕎護師の肩に置<

点滴ラインが入つている場合は、ルー

ト類に十分注意する

◎ 看護師は両手を患者の背部に手を回

し、手を組み、立ち上がる時には脇を

締める

看護8市は自分の足を患者の足の間に入

れ、患者の腰を自分の腰にヨ|きつけるよ

うにし、後ろ足に重心がかかるように後 1  酸素チュープ、ドレーン類、点滴などが

方へ反るように患者と患を合わせて、患 1  入つている場合は、抜針・抜去などに

者をたたせる            |  十分注意するように指導する

⑩ 回転し、車椅子の位置を確認し、ゆつ

<り と降ろす

① 坐位の位置を整える

⑫ フットレストに足を乗せる

必要時安全ベル トの装着      1 安全 。安楽な姿勢か確認する

麻痺のある患者に、身体のバランスが保

てるように、安楽枕、クッションなどを

⑬ 移乗後の患者の一般状態と皮膚の観察 1 使用する

出発することを患者に伝える

ブレーキをはずしゆつ<り と車椅子を

押す               1移 送0寺の車椅子操作の原則を確認し、

患者の表情が見えないので、声かけを 1説明する。

行いながら状態を把握する     |。 エレベーター、坂、段差に注意する

⑮ 移送後、車椅子からベッドヘ⑦から

①の手順で移乗する。

⑭ 移送する
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⑩ 観察・確認をする

。患者の一般状態 。皮膚状態

・必要0寺、バイタルサイン・パルスオ

キシメーターの測定

。点滴部位、ルートのゆるみ、シリン

ジポンプの流量

・酸素流量の確認

3.後片付け、実施記録        13.後 片付け、実施記録

①必要時、看護記録の記載 ・看護記録を確認する

。一連の着護行為の振り返りを一緒に行

い、プラスのフイー ドバックとなるよう

に、チェックリス トに沿つて、出来たと

ころと次回の目標を確認する
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【車椅子移送チェックリスト】

◎ :一 人でできる   O:支 援があればできる

目標到達期間  □1か月   3か 月

氏名 (

確認項 目
施

日

実

月
自己

評価

者

価

他
評

Э 車椅子移送の目的・必要な状況を述べることが出来る

②
車椅子の構造や使用方法を述べることが出来る

点検内容が言える

Э ボディメカニクスの原理・原則を述べることが出来る

Э ベッドから車椅子へ移乗時の留意点を述べることが出来る

⑤
移乗前の観察項 目を述べることが出来る

患者の状況・観察項 目が言える

⑥ 移乗・移送時、患者の状況に応じた、危険のポイントが言える

⑦ 患者の状況に応じた、必要物品の準備が出来る

③ 患者へ説明し、同意が得られる

⑨ 羞恥心に配慮した対応が出来る

⑩ 軽症患者の移乗が出来る

①

⑤の観察項目、⑥の危険のポイントを踏まえて、
患者の状況や状態に応じた、移乗が出来る。
危険の回避、安全に配慮出来る。

⑫ 患者にあつた適切な声かけが出来る

Э 移乗後の患者の観察が出来る。確認行動が出来る

Э 目的が終了し、ベッド臥床後の患者の観察や配慮が出来る

Э 必要時、看護記録に記載出来る
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<新人助産師>
新生児に対する援助技術

～新生児の心肺蘇生～

【到達目標】

成熟児の出生直後の新生児の状態を迅速に、かつ適切に評価し、新生児のlb肺蘇生法を効果的

に行える。

【至」達までの期FB5】

6か月～10か月           ・

【助産技術を支える要素】

・ 蘇生に必要な呼吸循環動態の基礎矢0識がある

。 母児の状態を予測した上で、必要物品の準備が行える

。 知識や技術について曖昧な点は医師や指導者に確認できる

。 出生直後の新生児の状態の評価ができる

。 新生児の状態をアセスメントし、個々の状況に応じた処置ができる

。 母児の状態を把握した上で、母親及び家族に対する配慮ができる

【研修方法】

集合研修

]識と技術の確認を行う

r吸循環動態の基礎矢0識の講義を行う

斤生児の状態の評価、新生児に対するルーチンケア、

聾置、蘇生の初期処置の効果の評価と次の処置 (酸

二呼吸)、 人工0乎吸の効果の評価と次の処置 (胸骨圧

迫)

手技の演

担当者 :実地指導者

研修内容 :実際使用する物品を用いて、基本的手技を演習する

出生直後の新生児の状態の評価、新生児に対するルーチンケア、

蘇生の初期処置、蘇生の初期処置の効果の評価と次の処置 (酸

素投与、人工呼吸)、 人工D手吸の効果の評価と次の処置 (胸骨圧

迫)

担当者 :実地指導者

研修内容 :出生直後の新生児の状態の評価、蘇生の初期処置、蘇生の初

期処置の効果の評価等のデモンストレーションを見学後、グル

ープで事例に基づいてシミュレーシ∃ンを行い、チェックリス

トを用いて評価する

担当者 :実地指導者

研修内容 :実際の場面で、手順に沿つて実施する

(※技術指導例は医国の際に参照できるものとなっている)

担当者と共にチェックリストを用い行為を振り返る
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手順 指導時の留意点

1)流水と石けんで手洗いを十分に行う

2)オープンクベースの準備をする

①温度設定を上げ十分に保温する

②人工呼吸用バッグの確認

●流量膨張式ノヽッグの確認
。酸素を流し、バッグの部分に損傷がな<、

適切に膨張するか
。圧が十分に上がるか
。リークがないか
。圧マノメーターは機能しているか
。マスクと接続できるか

●自己膨張式バッグの確認
。バッグ部分に損傷がないか
。弁の動きは正常か

・マスクと接続できるか

③吸引カテーテルの選択し、吸引圧の確認をす

る
。新生児の体重により選択

④聴診器を準備する

3)バスタオルやシーツなどの必要物品をイン

フアントラジアントウォーマー)上に広げて温

めてお<

●少しでも疑間や不安がある場合は、指導者等

に申し出ることを強調してお<
●新人助産師の技術習得の状況に応じて、見学
→一緒に行う→見守り→一人で行うなど、段階

的指導を行う

●医師・助産師の勤務状況等、新人助産師のサ

ポート体制を整える

●チェックリストで不十分な点は、指導や自己

学習後、再評価を行い、曖昧なままとしない

４
‥ 準備

●新人助産師の学習準備1犬況の確認
。母体の状態や児の発育状況などリスク要因
。蘇生に必要な呼吸循環動態についての基礎知

識
。新生児の蘇生アルゴリズム及びその根拠

生 |

。ルーチンケア

・蘇生の初期処置

・蘇生の初期処置の効果の評価と次の処置

(酸素投与、人工呼吸)

。人工呼吸の効果の評価と次の処置 (胸骨圧

迫)

※蘇生処置は、30秒毎の評価と判定に

より、処置内容をステップアップさせて

い<

●今までの新生児期の異常への対処の経験内容

や回数を確認する

●新生児の出生時の必要物品や準備の確認

※ハイリスク翁娩時の準備
。

清 潔

・保温

・吸引装置の点検・・準備

・酸素投与準備

・気管内チュープ準備

・救急薬品と輸液セットの準備
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2。 実施                 12.実 施

1)出生直後の新生児の状態の評価     |● 新生児の蘇生アルゴリズムに沿つて、チェッ

①出生直後のチェックポイント       |ク ポイントを確認し実施する。
・羊水の胎便混濁がないか        |○ アセスメント結果に基づいた対応を確認する

・成熟児か               | <異 常時の対応>
・0乎吸や喘泣は良好か          | 。医師への報告 (ド クターコール)

・筋緊張は良好か            | 。他の助産師の応援の要請
。母児の状況により、指導者が直接の実施者

となる

(新人助産師は見学とし、自己学習を促す)

(注 1:以下、上記○を*1(対応の確認)とする)

※すべての項目に異常がなければ、2)のルー |●適宣、家族や母親に対し、一方的でな <、 ゆ

チンケアを行う              |つ <り としたわかりやすい説明を行う

※羊水の胎便混濁の有無により3)一A・ Bの |。 母親や家族への声かけも忘れない

ケアを行う                |。 母子接触を工夫する

(注2:以下、上記●を*2(母親・家族への説

明)とする)

2)ルーチンケア

・保温に配慮する
。気道確保の体位をとらせる
。皮膚の羊水を6、き取る (皮膚を乾燥させる)

。皮lle色を評価する

3)―A羊水の胎便混濁がな<他の項目がある

場合

①保温

・分娩室での処置はインフアントラジアントウ

オーマー上で行う

②気道確保                |<確 認事項>
・気道確保の体位をとる          |● 気道確保の体位がとりやすいので肩枕を使う

。必要時、吸引を行う           |● ます□1空を吸弓|してから鼻腔を吸弓|する

●成熟児は 1 0Frの吸引カテーテルを使用する

●吸引圧は、100mmHg(13 kPa(キ ロパス

カル))を超えない

●□腔 。鼻1空内の吸弓|は 5秒程度とし、長時間

の吸引は避ける

●吸引チュープを深<挿入し過ぎない

※吸ヨ|は、必ずしも必要でな<、 鼻や□の分泌

物をガーゼやタオルでぬぐえばよい。

③皮膚乾燥と皮膚刺激

・濡れたリネンを取り除<
・タオルで、児の背部、体幹、四肢を優し<こ |●羊水を拭き取つたぬれたタオルは取り除<
す る

。これで反応 しなければ、児の足底を平手で |●皮膚刺激に3寺間をかけすぎない

2,3回 D口 いたり (足底刺激)、 背部をこすった

り (背中束」激)する
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3)一B羊水の胎便混濁がある場合

①活気のある新生児かどうかを判定する
。力強い哺泣ないし自発呼吸はあるか
。筋緊張は良好か  。

・1い拍数が 1∞/分以上か

すべてを満たす場合は、□腔内吸引し、3)一
Aケアヘ進む。

②新生児に活気がない場合 (上記①の3点のう

ち、1点以上欠ける場合)は、医師に報告する

と共に、余分な刺激を与えず、喘泣を誘発しな

い (気管内吸引の際の介助を行う)

4)効果を判定するため{こ、呼吸、心拍数、皮

膚色を評価する
。自発呼吸確立

・心拍数 100/分以上
。皮膚色の改善

※全て満たす場合は、経過観察となる
。出生直後の新生児では、膳帯の付け根の部分

をつまんで情帯動脈の拍動で測定するが、触診

できない時は聴診器を使用する

5)蘇生の初期処置の効果の評価と次の処置

(酸素投与、人工呼吸)

①出生直後より、蘇生処置等を行つた後30秒
毎に評価をする

②蘇生の評価を初期処置の効果の評価をする
。呼吸、1い拍数、皮膚色をチェックする

※効果の判定の結果により6)一 A・ Bのケア

を行う

6)―A自発呼吸があり、心拍数 1∞ 回/分
以上の場合

●中心性チアノーゼのみが認められた場合

①フリーフロー (□元酸素投与)の酸素投与

・5L/分の酸素流量

・フリーフロー (□元酸素投与)の酸素投与法

●通常より太いカテーテル (12または 1 4Fr)

もし<は、ゴム球式吸31器 を使用し、口腔及び

鼻腔吸31を行う

○アセスメント結果に基づいた対応を確認する
。医師の指示のもと、適宣、介助を行う
。他の助産師の応援の要請
。状況により、指導者が直接の実施者となる

(新人助産師は見学とし、自己学習を促す)

(注3:以下、上記○を *3は」応の確認)とする)

●*2(母親 。家族への説明)

●あえぎ呼吸は無呼0/mと 同様と解釈する

●心拍数は、6秒間の心拍数を数えて 10倍す

る

●皮膚色は、顔面部の中心性チアノーゼの有無

を評価する

●*3(対応の確認)

●*2(母親 。家族への説明)

●*3(対応の確認)

●*2(母親・家族への説明)

・酸素チュープを持つ手でカップ状の<ぼみを

作る方法と、流量膨3長式バッグ等の方法がある

る
。ルームエアーで蘇生が開始された場合でも、

出生後 90秒以内に明らかな改善がない場合に

は、酸素投与を行う

●*2(母親 。家族への説明)
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●中心性チアノーゼが認められない場合

①経過観察

6)一B無呼吸、あえぎ呼吸、心拍数 1∞ 回

/分未満の徐脈の場合、または 100%酸素投

与しても中心性チアノーゼが続<場合

①人工呼吸 (陽圧換気)

・マスクのサイズを選択する        |● マスクのサイズは、鼻と□を覆うが、眼にか

・流量膨張式バッグ、または、自己膨張式バッ |からない大きさを選6ヾ

グに接続する               |● 流量膨張式バッグには圧マノメーターを付け

・1人で行う場合、片手で児の下顎とマスクと |●親指と人差し指でCの字をつ<リマスクを顔

を固定 し、他方の手でバッグを加圧する   |に 密着させ、中指で下顎骨を軽<持ち上げるよ

iF獅 謹 毬 ♂

聾 素

?流
量は、,～

|:自己膨醐 リ グに動 て の基礎知識を確認

■2人で‥…中赫ち|]言:ir僻lξ肥篇 _
上げるように固定する。もう 1人は、マスク |の要領

を固定し、バッグを力0圧する
。バッグ・マスクは、30～40cmH20の圧で

行う                   |● *3(対応の確認)

。回数は、40～60回/分行う       |● *2(母親 。家族への説明)

②lOO%酸素で約 30秒間行つても、lb拍数

が 100回/分未満で、かつ自発呼吸が十分で |。 新生児仮死の 90%はバッグ・マスク人工0乎

ない等あれば気管挿管の適応の検討     1吸 で蘇生できる

・気管挿管の準備と介助を行う       |● スニツフイングポジシヨンをとり、児を固定

する

●チュープの上部を持つて、通切な向きで医師

にチュープを渡す

●挿管チュープ (内径)の選択 :出生体重によ

り行う
。挿入する長さの決定 :

体重 (kg)+6 cln=□ 唇からの挿入の長さ
。挿管後のチュープ1立置のチェック

①対称的な1匈部の動きの観察

②両肺野の呼吸音に左右差がない

(特に肺尖部)

③冑泡部分での0乎吸音の欠如

④胃泡拡張がないことの確認

⑤O乎気時にチュープ内に湿気による曇りを

観察

⑥lb拍数 。皮慮色 。活動性の改善の確認

⑦呼気の C02モニターを観察

7)人工呼吸の効果の評価と次の処置 (胸骨圧

迫)

①lい拍数が100回/分以上で、自発0乎吸があ

れば人工0乎吸は中止する
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②100%酸素で約 30秒間バッグ・マスク人

工呼吸を行つても、心拍数が 60回/分未満で

あれば胸骨圧迫を開始する
。胸骨圧迫は胸骨上で両側乳頭を結ぶ線のすぐ

下方の部分を圧迫する
。胸壁の厚さの 1/3程度がへこむ強さで圧迫

する
。圧迫解除期にも指は胸壁から離さない。胸骨

圧迫と人工呼吸との比率は 3対 1の割合で行

う。1分間に胸骨圧迫 90回、人工呼吸 30回
の回数

・肩枕を外す

③蘇生処置の評価を行い、必要時、薬剤等の準

備を行うと同時に他の原因も考慮する

3.環境整備 。点検、実施記録

①使用した物品類を定位置へ戻し、物品を補充

する                ~
②実施記録をする

・圧迫位置が低すぎると肝断裂を起こす事があ

るので注意する
。方法には、胸郭包み込み両母指圧迫法と 2本
指圧迫法があるが、胸郭包み込み両母指圧迫法

の方が効果的である

●胸骨圧迫の施行者が、 1,2,3、 バッグ、と声

を出してペースメーカーをする

●出拍数が 60回/分以上に回復したら、人工

呼吸へ戻る
。肩枕が入ったままでは、胸骨圧迫を効果的に

行うことができない

●薬物治療の際の基礎知識の確認

・必要な薬剤の例について

・ア ドレナリン

・生理食塩水

・炭酸水素ナ トリウム

・経路としては、膳帯静脈が最も推奨される

●他の原因として考慮できること
。先天性横隔膜ヘルニア

・気胸

・先天性lb疾患
・出血性ショック

(帽状腱膜下出血・肝破裂など)

●*2(母親 。家族への説明)

3.環境整備 。点検、実施記録

●実施記録を確認する

●一連の看護行為の振り返りを一緒に行い、

ポジティプフィー ドバックとなるように、チ

ェックリス トに沿つて、出来たところと次回

の目標確認する

の心肺蘇 生 に sus

を基に作成 している。「Consensus 2010」 について、今後、確定及び公表された際には、同
ガイ ドラインに準拠されたい。

(※ なお、新生児の心肺蘇生技術は、助産師同様新生児のケアに関わる看護師にも必要とされる)
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【チェックリスト】

氏名 (

◎ :1人でできる  ○ :支援があればできる △ :見学のみ

目標到達期間  □ 3か月    □ 6か月    □ 10か月
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確認項目 実施月日 自己評価 他者評価

1。 胎児情報をもとに、出生0寺の準備ができる

2.新生児蘇生法アルゴリズムにそつてチェック

でき、処置ができる

① 出生直後の新生児のチェックができる

② 異常を認めない場合のルーチンケアが

できる

③ 羊水の胎便混濁ありの場合の活気の半」定

ができる

④ 羊水の胎便混濁ありの場合の対処ができ

る

⑤ 出生直後のケア後の新生児の状態につい

て半」定ができる

⑥ 酸素投与の必要性が理解できる

(7)酸素投与が実践できる

(3)人工0手 0/mの必要性が理解できる

⑨ 人工呼吸が実践できる

1)マスクのサイズを適切に選択できる

2)(1人の場合)陽圧換気が実践できる

3)(2人の場合)新生児の固定ができる

4)(2人 の場合)陽圧換気が実践できる

(コ, 胸骨圧迫の必要性が理解できる

① l匈骨圧迫が実践できる

3.母親・家族に適切な説明や声かけができる

4.助産録・看護記録に記載できる

コメント (今後へのア ドバイスなど)



新人看護職員研修ガイドライン

～保健師編～

平成 23年 2月

厚生労働省
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は じめに

看護は人の生涯にわたるヘルスプロモーションとして重要な社会的機能の一つである。

中でも、保健師活動は、地域で生活する住民や職域で働 く労働者などが、疾病を予防する

ために、また、健康や高い 00Lを維持するためにヘルスプロモーションの理念を通して行

うものであり、その重要性は増大している。職業人としての第一歩を踏み出した新人保健

師が、保健師としての実践能力を確実なものとするとともに、保健師としての社会的責任

を認識 し、基本的態度を修得することは極めて重要である。本ガイ ドラインは、新人保健

師が基本的な実践能力を獲得するための研修として、実践の分野や保健師が就業する行政、

産業、医療等の所属機関や所属施設 (以下、所属機関という。)及びその規模にかかわら

ず、新人保健師を迎える全ての所属機関で研修を実施することができる体制の整備を目指

し、保健師業務に焦点をあてて作成された。

(ガイ ドライン検討の経簿 )

平成 21年 7月 の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の改

正により、平成 22年 4月 1日 から新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等が努力義

務となつた。

厚生労働省においては、「新人看護職員研修に関する検討会」を設置し、新人看護職員

研修の内容や方法等について検討し、平成 21年 12月 に中間まとめとして「新人看護職員

研修ガイ ドライン」を公表したところである。

中間まとめにおいて、保健師及び助産師としての基本的な実践能力の獲得を目的とした

研修については、別途ガイ ドラインを策定する必要があることが指摘されたことから、今

回、「新人看護職員研修に関する検討会」の下に「保健師ワーキングループ」を設置し、「新

人看護職員研修ガイ ドライン～保健師編～」を作成した。

新人保健師については、行政、産業、医療等の多様な分野で就業していることによる研

修体制の多様性に加え、個人・集団への保健指導、地域活動の促進及び保健医療福祉行政

への参画等、研修内容においても保健師特有のものがあることから、「新人看護職員研修

ガイ ドライン」の内容を踏まえつつ、新人保健師に求められる内容を中心に「新人看護職

員研修ガイ ドライン～保健師編～」としてとりまとめた。

(ガイ ドラインの構成と使い方 )

本ガイ ドラインは、各所属機関で研修を実施する際に必要となる事項を記載した。新人

看護職員研修ガイ ドライン～保健師編～の基本的な考え方、新人保健師研修及び新人保健

師研修の効果を上げるために必要な指導者の育成についても示した。

本ガイ ドラインでは、新人保健師の到達目標として 1年以内に経験し、修得を目指す項
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目とその到達の目安を示した。研修体制や研修方法は、各所属機関の特性、研修に対する

考え方、職員の構成等に合わせて行うことを前提としていることから、本ガイ ドラインで

は例示とした。また、研修プログラムの例と技術指導の例を参考として示した。各所属機

関においては、新人保健師研修は所属機関内だけではなく、周りのリソースを十分に活用

し、新人保健師の到達目標に合わせて研修を自由に組み合わせて実施していただきたい。

本ガイ ドラインが新人保健師を受け入れるあらゆる所属機関で研修の企画・立案に際し

て活用されることを期待している。

3
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I.新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～の基本的な考え方

1.新人保健師研修の理念

① 保健師は、人間の生命、健康、生活に深く関わる職業であり、住民 (労働者)の健や

かな暮らしと、生活者としての価値観及び人権を尊重することを基本とし、その基本

的知識 口技術及び倫理観は生涯にわたつて研鑽されるべきものである。新人保健師研

修においては、専門職業人として成長する上で生涯にわたり自已研鑽を積む基本姿勢

を育成することが重要である。

② 新人保健師研修は、基礎教育で学んだ知識・技術を土台に、実践活動を通して、保健

師活動の基本的視点を形成するための基礎となる研修である。

③ 新人保健師を支えるためには、指導者のみならず全職員が新人保健師に関心を持ち、

皆で育てるという組織文化の醸成が重要である。特に、保健師の活動の場が広がる中、

どのような体制下においても保健師に必要な視点を十分育成できることは不可欠であ

る。このガイ ドラインは新人保健師に求められる基本的能力と、その能力を育成する

ために必要な体制等を示すと同時に、新人保健師育成を通して周囲の職員が共に成長

することを目指すものである。なお、周囲の職員とは、保健師以外の職種も含めて組

織を構成する職員を指すものとする。

2.基本方針

① 新人保健師研修は、社会状況の変化や多種多様な住民 (労働者)の ニーズに対応しな

がら、適切かつ安全に保健サービスを提供できる実践能力を強化することに主眼を置

くことが重要である。また、その能力の強化のため、現場である地域や事業場等を実

際に見て学ぶということが不可欠である。

② 新人保健師研修は、新人保健師が基礎教育で学んだことを土台に、保健師としての基

本的な視点及び実践能力を獲得するための研修である。したがつて、保健師基礎教育

との連続性をもって実施されるべきものである。

③ 新人保健師研修は、どのような所属機関においてもこれらの能力を育成できる体制を

整えることが必要である。特に、保健師として必要な能力を強化し、サービスを適切

に提供するための取組みであるという組織内での共通認識が必要である。

④ 新人保健師研修では、保健師としての価値観・倫理観を育成していく視点が必要であ

り、指導者等が役割モデルとなるような教育環境を整えることが重要である。

⑤ 専門職業人として成長するためには、日標をもって主体的に能力開発に取り組むこと

が重要である。そのためには、継続的に自己研鑽を積むことができる実効性のある研

修体制や指導体制が整備されていることが重要である。

⑥ 医療 `社会状況の変化に伴う多様な住民 (労働者)の ニーズに柔軟に対応するために

も、新人保健師研修は、常に見直され発展していくものである。
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3.研修体制

1)新人保健師を支える体制の構築

① 所属機関の管理者は、各機関の人材育成の理念や基本方針に基づいた新人保健師研修

が実施できる体制の構築に組織として責任をもつことが必要である。また、理念や基

本方針を研修にたずさわる全職員と共有することが望まれる。

② 新人保健師研修!ま 、所属部署の指導者だけではなく、スタッフ全員が新人保健師を見

守り、幾重ものサポー トをする体制を組織として構築することが望ましい。そして、

新人保健師が保健師活動の素晴らしさを実感し、保健師活動に対する誇りが持てるよ

うに、指導者が役割モデルとして、新人保健師に示していくことが望まれる。

③ 、新人保健師が現場に順応し、保健師としての実践能力を獲得するためには、根気強く

暖かい支援が必要である。また、新人保健師の不安を緩和するために、職場適応のサ

ポー トやメンタルサポー ト等の体制づくりが必要である。そのためには、新人保健師

を周りで支えるための様々な役割を持つ人員の体制づくりが必要である。

④ 新人保健師研修は所属機関全体で取り組むものであり、共通する研修内容等について

は、事務担当者や保健師以外の地域保健従事者等の新入職員と合同で研修を行い、ま

た、保健師以外の専門的な知識・技術を有する職員を新入保健師研修に参画させるこ

とも重要である。そして、所属機関内でも他職種との連携を密にとるとともに、新人

保健師が他職種の業務を理解するための機会を設けることが必要である。

⑤ 新人保健師は、先輩保健師の支援を得やすいよう、可能な限り保健師が複数配置され

ている部署に配置されることが望ましい。また、新人保健師研修がより実践的なもの

となるよう、積極的に地域 (事業場等)に出向くことが重要であり、新人保健師は特

定の地区 (部署等)を担当することが望ましい。

2)研修における組織の体制

研修における組織の体制の例を図 1に示す。新入保健師に OJT(On the」 ob Training:

職場内教育)力く実施できる組織体制を基本とする。

所属機関の規模によつては研修責任者が同時に教育担当者の役割を担うこともあり、ま

た、研修責任者、教育担当者、実地指導者が同一であるなど、体制は所属機関により異な

るが、どのような状況でも、それぞれの役割を担う者が誰なのかを互いに認識できるよう

に、具体的に示すことが必要である。

また、保健師数や地理的な条件等を考慮すると、各所属機関が連携することで研修を効

率的かつ効果的に実施することも可能であり、そのような連携の例を図 2に示す。
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組織における研修体制の例

【研修責任者】
・新入研修プログラムの策定、
企画及び運営に対する指導及
び助言を行う
・研修の全過程と結果の責任を
有する

「
ラ●グづ姦 画1違管組織

Ll■二ぶ蓋彙射勲

軍爾胃爾零習卜 「
…
:薦   「

″
覆・ =・・=・==■_I

警撫疵::七野::L.i:
吟〃翁 ::~::籍 ::

&鰤ζll血1鶴:華
|

A係  1課   B係       2課
注 :組織を表すため四角で囲んでいるが、教育担当者や案地指導者は所属する課や係を越えて新人保健師研修に対応する

図 1 組織における研修体制の例

※OJT{On the Job Training卜 ●嬌内薇青 OfF」 T(OfFthe,ob Training卜 ●■外薇青

図 2 研修における連携の例

研修における連携の例として、各都道府県及び政令指定都市の人材育成の中核となる保

健所が新人保健師研修のプログラム企画及び運営に対する指導・助言などを行い、各所属

機関の連携を図る等がある。

本図では、研修における連携の例の中核となる機関を保健所としているが、都道府県及

び政令指定都市本庁、大学、関係団体などがその役割を担うことも考えられる。

研修における連携の例にも示した、人材育成の中核となる保健所の機能及び体制は、以

下のとおりである。
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① 機能

地域保健の中心機関である保健所は、住民 (労働者)の健康増進や疾病予防を担う様々

な領域の保健師等の人材育成を担うことが期待されている。また、保健所は、研修に必

要な地域の健康課題を分析するためのデータや健康教育 口健康診査等に関する機材があ

り、また、実際に住民の往来等もあるため、研修における演習、実習の場として活用で

きる。

② 体制

人材育成の中核となる保健所においては、研修責任者を配置することが必要であり、

その者は人材育成にかかる必要な研修を受講し、行政、産業、医療分野等の業務に精通

した者であることが望ましい。

当該研修責任者は、都道府県本庁又は大学や保健師等養成機関等の教育機関と連携を

十分に図り、都道府県内の様々な領域の保健師が円滑に新人保健師等研修を受けられる

よう、所属機関との調整が期待される。

人材育成の中核となる保健所は、研修責任者、教育担当者、実地指導者が適切に情報

収集や自己研鑽のための研修等ができるように、業務上の配慮をすることが望まれる。

また、研修責任者 口教育担当者・実地指導者が、行政、産業、医療等の分野での情報収

集、自己研鑽ができるよう、行政、産業、医療等の現場には柔軟な受け入れが求められ

る。

研修の実施に当たつては、保健所長等の指導、協力が得られるよう連携・調整が必要

である。

研修体制における役割を以下に示す。

① 新人保健師

新人保健師とは、免許取得後に初めて保健師として就業する職員である。自立して個

人の日標を定め、主体的に研修に参加することが重要である。

② 実地指導者 (プ リセプター等 )

実地指導者は、新人保健師に対して、保健師活動に関する実地指導、評価等を行う者

であり、保健師として必要な基本的知識、技術、態度を有し、教育的指導ができる者で

あることが望ましい。実地指導者の配置は、新人保健師に対し継続的に指導を行う一人

の指導者を配置する方法や各新人保健師に対し複数の指導者が担当する方法、チームの

中で日々の指導者を配置する方法などがあり、部署の特性や時期によって組み合わせる

などの工夫を行う。また、実地指導者は同職種の保健師が望ましいが、所属機関内に他

の保健師がおらず、新人保健師が 1名 のみの場合は、職場内の他職種の上司が担当する

場合もある。

③ 教育担当者

教育担当者は、新人保健師の教育方針に基づき、各部門で実施される研修の企画、運

営を中心となつて行う者であり、実地指導者への助言及び指導、また新人保健師へ指導、

評価を行う者である。保健師の模範となる保健師活動実践能力をもち、保健師専門職と

して組織内の調整能力を有し、教育的役割を発揮できる者が望ましい。

④ 研修責任者

研修責任者は、所属機関等の教育方針に基づき、教育担当者、実地指導者及び新人保

健師の研修プログラムの策定、企画及び運営に対する指導及び助言を行う者である。そ

して、研修責任者は、研修の企画・運営・実施・評価の全ての過程においての責任者で

ある。また、各所属機関 “部署の管理者や教育担当者と連携を図りつつ、教育担当者の

支援を行い、所属機関・部署間の調整も含め新人保健師研修全体を把握する。他所属機

関と連携し研修を実施する場合は、所属機関間連携の調整役となる

研修責任者は、研修計画、研修プログラムの策定において、様々な意見や課題を集約
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し、研修の結果を評価する能力や、研修の運営における問題解決及び所属機関や研修の

状況に合わせた新たな研修計画を策定 していく能力が求められる。研修責任者の配置は、

各機関に 1名 配置することが望ましい。

⑤ プログラム企画 口運営組織 (委員会等)

研修プログラムの策定、企画及び運営を行うための委員会などの組織であり、研修責

任者の下に設置する。ここでは、所属機関間や職種間の連携・調整を行い、最適な研修

方法や研修内容について具体的に検討を行う。

3)研修体制の工夫

新人保健師研修の実施に当たつては、各所属機関の人員配置や特性に適 した方法を選択

したり、組み合わせたりして実現可能な研修を計画することが期待される。

所属機関の規模や特性、新人保健師数によつては、各所属機関で完結 した研修ができな

いことがあるため、他の所属機関や研修・教育機関などの外部組織を活用したり、人材育

成の中核となる保健所や都道府県及び政令指定都市本庁等、複数の所属機関と共同で研修

を行つたりすることが考えられる。

研修における工夫例を以下に示す。

① 研修における他の所属機関との連携の工夫

新人保健師研修等の充実を図るため、同地域、同規模の機関等や、医療連携 している

病院等の機関間、研修の実績のある機関と連携 し、情報を共有するなどの方法がある。

また、多様な機関間での連携を推進するためにも各機関は自機関の研修を公開するこ

とや、都道府県及び政令指定都市等では委員会等を設置し地域で機関間連携が活性化す

るための検討や調整を行うことが求められる。

② 研修 口教育機関の活用

小規模な地方公共団体、企業、医療機関等で、独自で新人保健師研修を実施すること

が困難な場合は、人材育成の中核となる機関 (保健所、都道府県及び政令指定都市本庁、

大学、関係団体等)と 連携し、中核機関が企画する研修を活用する方法がある。人材育

成の中核となる機関は、各所属機関間での連携を推進するために、地域・職域で連携が

活性化するための検討や調整、新人保健師研修プログラム等を作成するプログラム企

画・運営組織 (委 員会等)を設置し、研修実施機関 (保健所、支社、分院等)と 連携の

上、研修を実施する。例えば、新人保健師が少ない所属機関においては、新人保健師研

修のうち、集合研修が可能な研修内容について関係団体等が行う研修を各所属機関の新

人保健師研修に組み込んで行うことも考えられる。具体的には、コミュニケーションや

感染管理などの研修について、他の機関の研修を活用することが有効である。

③ 研修方法の工夫

・ ローテーシヨン研修に代表される複数領域 (生活衛生や環境等を含む)の研修 :一

つの部署では得ることの出来ない幅広い保健師としての実践能力を獲得するため

に有効
・多職種と合同研修会の実施 :地域、職域、医療分野等におけるパー トナーシップの

育成に有効
・保健師教育を行つている看護教員の活用 :保健師教育と実践との乖離を埋めるため

の研修プログラムの作成が求められており、教育と実践の繋がりを強め、保健師と

しての基礎能力 ,実践能力を強化していくためにも有効
お教育機関、学会、専門職能団体等で行われているプログラムの活用 :最新の専門的

な知識・技術を得るのに有効
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・新人保健師研修の経験が豊かなア ドバイザーの活用 :所属機関に適した研修体制や

計画策定が可能

・地区 (部署等)担当制など新人保健師の業務割当て方法の工夫 :積極的に地域 (事

業場等)に出向くことは新人保健師研修等での学びを実践と結び付けるのに有効

④ 新人保健師を支える組織体制の工夫

新人保健師を支える組織体制としては、プリセプターシップ、チューターシップ、メ

ンターシツプなどの方法がある (表 1)。 新人保健師の離職を防止するためには具体的な

精神的支援の仕組みが必要であるとされているため、その工夫をする必要がある。

9
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表 1 新人保健師を支える組織体制の例

名  称 定  義 適   用

プリセプターシップ 新人保健師 1人に対して決めら

れた経験のある先輩保健師 (プ リセ

プター)がマンツーマン (同 じ勤務
を一緒に行う)で、ある一定期間新
人研修を担当する方法。

この方法の理念は、新人保健師の
ペースに合わせて (self― paced)、

新人保健師自らが主体に学習する

(seif― dlrected)よ う、プリセプ

ターが関わることである。

新人保健師が現場に出てすぐなど、ご

く初期の時期で用いるのが効果的であ

る。プリセプターは自分の担当する地区

(部署等)での保健サービスを、担当の

新人保健師 (プリセプティー)と ともに

提供しながら、仕事を通してアセスメン

ト、保健師技術、保健サービスを提供す

る仕組み、保健師としての自己管理、就

業諸規則など広範囲にわたつて手本を示

す。

チューターシップ

(エルダー制)

各新人保健師に決まつた相談相

手 (チ ューター)を配置し、仕事の

仕方、学習方法、悩みごとなどの精

神面、生活など広範囲にわたり相談

や支援を行う。

決められた相談相手がいることは新人

保健師にとって心強いとの評価であり、

新人保健師研修期間を通 じてチューター

を配置することが望ましい。この方法で

は日々の業務における実践的指導ができ

ないため、新入保健師と先輩がペアで住

民・労働者や地域・職場を受け持つ方法

とを組み合わせることが多い。

メンターシツプ メンターは新人保健師を援助し、

味方となり、指導し、助言し、相談
にのる役割である。通常、直接的な

実地指導者として開わることはな
く、支援者的役割を果たす。

メンターは中長期的なキャリア支援、

動機付け、よき理解者として関わりなが

ら、人間的な成長を支援する役割である
ので、新人保健師研修後期以降の支援者
としてふさわしい。

チーム支援型 特定の指導係を置くのではなく%

チームで新人保健師を教育・支援す

る方法。

新人保健師 1人に 1人の指導者を付け

ず、チームに参画しながら新人保健師を
教育 。支援する。チーム内でそれぞれの
メンバーが得意分野を指導するように役
割の分担がなされている。



Π.新入保健師研修

1.研修内容と到達目標

1)保健師活動実践能力の構造

保健師活動は必要な知識、技術、態度を統合した実践的能力を、地域・事業場等に生活

する複数の対象を受け持ちながら、優先度を考慮し発揮することが求められる。そのため、

保健師活動実践能力の構造として、看護師 口保健師基礎教育で修得した知識・技術・態度

などの基盤となる能力の上に、組織人としての能力、専門職としての能力、自己管理・自

己啓発に関する能力が考えられる(図 3)。 これらの能力はそれぞれ独立したものではなく、

コアとなる要素を中核に据え、対象への保健師活動を通して実践の場で統合されるべきも

のである。また、保健師基礎教育で学んだことを土台にし、新人保健師研修で保健師活動

実践能力を積み上げていくものである。

1活動の基本理念としての社会的
正義・/AN正

2生活者の視点による生活保障
3住民 (労働者)及び家族等、

保
健
師
活
動
に
関
す
る
技
術
を
支
え
る
要
素

′,「ユ撃主:レ百9熊力…1
1個人・家族・小グループヘの支援
2集団・地域への支援
3施策化能力

として

1所属組織の理解
2職場内コミュニケーシヨン

1研究成果の活用
2継続的学習
3ス トレスマネジメント、健康管理

図 3 保健師活動実践能力の構造

2)到達 目標

① 到達目標の項目によつては、所属機関で経験する機会が少ないものもあるため、優先

度の高いものから修得する。状況によつては到達期間を 2年目以降に設定しなければ

ならないこともあり得る。その場合には、到達目標の項目を経験出来る他部署 (他機

関)での研修を取り入れる等の工夫をする。

② 到達目標 (表 2)は、「組織人としての能力」5項目、「専門職としての能力」36項 目、

「自己管理・自己啓発に関する能力」5項目からなり、新入保健師が 1年以内に経験

し修得を目指す項目を示している。ただし、1年の間のいつの時点でどこまでを到達

すべきなのか、あるいは 1年以内に経験すべき項目として示していない項目をいつま

でに経験することを目標とするのかは個人あるいは所属機関が決めていくものとして

いる。また、ここで到達の目安として示している「できる」とは、指導がなくても新

人保健師が自立して保健師活動を実施できることを意味している。
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【新人保健師の到達目標  (表 2)】

☆ :1年以内に経験し修得を目指す項目

く新人保健師の到速度の目安の区分 >Ⅳ :矢0識としてわかる/Ⅲ :演習でできる/1:指 導の下でできる/1iで きる
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大項目 中項目 小項目 ★ 到連の目安

組

織

人

と

し

て

の

能

力

1所属機関の一員と

して貴IIある行動が

これる

へ.所■機関を理解する

1

2

3

所属機関の耀念や目標を説明できる ★

一

★

一

★

★

I

所属機関の役割や機能の概略を脱明できる I

所属機関の基本力 ll・ 81面、意思決定機構を理解し、説明できる I

10当する事業の根拠となる法律や条例等を説明できる I

335響内のコミュニケーションを
5 実施 した彙場の経過や課題薔を上ヨに報告、相:1で きる ★ I

専

門

職

と

し
て

の
能

カ

ー

（
個

人

　

家

族

　

小

グ

ル
ー

プ

）

2.13域  事業場の

人々の健康課題を明

らかにし、解決 改

E策を31画 立案す
る

C.地域 事業賜の人々の生活と僣

康を多角的 撻続的にアセスメン

トする

6

7

身体的・精神09・ 社会文化的・生活環場の側面から客観的・主観的情報を収集し、個

人■客墜」」ワレ■7の2ヒネ
`ン

ヱ ■●二二4■害●_____‐ ‐‐‐‐‐“‐‐‐
当事者の立13に 立って、生活者の視点で対餃を理解することができる

★ I

★ 1

)地 域・事業場の人々の額在的、
艤蔵的健康課題を見出す

3

9

潜在 t/て いる霊康艘題を見出し、今後起こりうる腱朦課題を予測することができる

地域・事業場の人々の,も つ力 (健康課題に気つき、解決 改善、健康贈進する能力)を

★
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Ⅱ
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畑 l●・●果場の人月の鰹疎課
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★ I

3.地域 事業場の

人々と協働 して、健

康課題を解決 改善

し、健康噌進能力を

高める

活動を展開する

1 対餃者の生命 健康、人間としての増腋と権利をまtる対応ができる ★ I

12 プライパシーに配慮し、個人情報の収集 公表・管理を通切に行うことができる ★ Ⅱ

lB当 (地区や著β詈)の基本的な事例の訪問支援を行うことができる ★

一
★

一
★
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★

I

保健事業や来所の相談による支1■を行うことができる 1

腱康教育による支援を行うことができる 1

活用できる社会資源について、情報提供をすることができる 1
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一
χ
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健康危機管理を行う

健康危機管理の体制を整え予RFD
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健康危機発生後からの回復期
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_IIL颯 事業協の人々の1:活 と僻
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トする
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身体3tJ 覇19的・社会文化的 lE燒 的闘面から客観的 ■1鰤情報を収集することがで

きる
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・
★

I

I
lll城 事業賜全体、対線者の用する築団を全体としてとらえ、健康のアセスメントがで

d 地域 事業場の顕在的、燿rI

海健康課題を見
ttす

隕rl化 している讐康課題に気 llJく ことができる ★

☆
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地域 事壼賜の人々の1も つ力 (健康課触に気つき、解決 銀薔、賞康贈進する能力)を
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 ヽ 地域 事業場の健康溜FAに対す
0域 事業場の健康課題解決のために、目的 曰標を設定し、渤切な方法をぷ択できる ★ Ⅱ
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人々と13働 して、健

康課題を解決 改色
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).活動を展開する
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3)到達目標の設定手順

到達目標を設定する上では、所属機関の規模 J機能、理念、保健師の構成、新人保健師

を支援する体制、新人保健師研修にかけられる時間・予算、目指す保健師像 (どのような

新人保健師に育つて欲しいのか)を考慮する。また、到達目標は、①項目→②詳細さ→

③難易度→④到達時期の順に検討する。

4)保健師活動に関する技術を支える要素  (図 3)

保健師活動に関する技術の到逮目標に沿つて研修内容を組み立てる時には、単に手順に

従つて実施するのではな<、 以下の「保健師活動に関する技術を支える要素」をすべて確

認した上で実施する必要がある。

(1)活動の基本理念としての社会的正義・公正

① 健康現象を社会的側面から捉え、保健師活動の意義を理解

② 自治体や企業、医療機関等からみた住民 (労働者)の健康管理の意義を理解

(2)生活者の視点による生活保障

① 住民 (労働者)の 日常生活及び社会生活から健康状態を把握

② 住民 (労働者)の基本的人権として健康を理解

(3)住民 (労働者)及び家族等、関係機関との信頼関係

① 保健師活動に関する住民 (労働者)への十分な説明と住民 (労働者)の意思決定を

支援する働きかけ

② 家族への説明や助言

③ 関係機関等との密な連絡と意見交換

(4)的確な保健師としての判断と適切な健康の保持増進、疾病予防の保健サービスの提

供

① 疫学情報と統計データの分析

② 地域診断 (職場診断)

③ 科学的根拠 (疫学等の知識)と 観察、地域診断 (職場診断)に基づいた保健師活動
の必要性の判断

④ 保健師活動の正確な方法の熟知と実施によるリスクの予測

⑤ 住民 (労働者)の特性や状況に応じた保健師活動の選択と応用

⑥ 住民 (労働者)に とって安全かつ負担の少ない方法での保健サービスの実施

⑦ 保健師活動計画の立案と実施した保健師活動の正確な記録と評価

(5)疾病管理における医療・介護・福祉との連携したサービスの提供

① 疾病管理が必要な対象者の現状把握

② 医療・介護・福祉に関するサービスの把握

(6)健康危機管理

① 安全確保対策の適用の判断と実施

② 行政 口産業・医療分野等に必要な適切なコミュニケーション

③ 適切な感染管理に基づいた感染防止
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2.研修方法

1)方法の適切な組合せ

新人保健師研修に活用可能な教育方法には表 3に示すようなものがある。現場での教育、

集合研修、自己学習を適切な形で組み合わせる。講義形式のものに関しては、通信教育や

e―ラーニング研修などの ITを活用した方法もある。また、Off―JT→ 0」T OJT→Off―JTの

スパイラル学習は効果があると言われていることから、Off―JTと 0」Tは研修目標に合わせ

て組み合わせることが適当である。

例えば、健康危機管理の研修では、e―ラーニングで自己学習をした後に、シミュレーシ

ョン訓練に参加 し、実際の現場において実地指導者とともに手順に沿つて実施してみる。

そして、実施後にチェックリス トを用いて、活動内容を振り返るなどの順序で研修を組み

合わせながら進める方法が考えられる。

書熱産完ri学習者の習熟度に合わせて行う指導法。情報リテラシー、データの統計学的処理など、

指導|■1知識や経験の差が生じやすい内容に適している。

2)研修の展開

① 基本姿勢と態度に関する研修は早期に取り組む。そして、住民 (労働者)の 自己決定

やプライバシーの保護等の倫理的課題に関する事例検討等を通して、保健師としての

基本的な考え方を確認することが望ましい。

② アセスメント等、保健師活動の基本となる能力については、数値にのみ頼つて住民 (労

働者)の状態を判断するのではなく、住民 (労働者)に触れるなど、五感を用いて住

民 (労働者)の状態を判断することの重要性を認識させ、その能力を養う必要がある。

③ 指導にあたつては、0」Tにおいても Off一JTに おいても、単に新しい知識・技術を提供

するに留めず、新入保健師が自ら、受け持つた住民 (労働者)に必要な保健サービス

を考え判断する能力を養えるよう指導する。

13
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教育方法の例

義1塩轟象欝碁離蹴騨籍鰐最駆論1聯躍窮l犠FI

時間や場所の制約下において、現場にできるだけ近い状態をイメージする

ことができる。技術学習(例えば家庭訪間や健康教育等)に適している。
映像を活用
した指導法

華華妻攀霧羅議黎螺黎麟轟饗調露霧撃撃1撃撃撃輩:::
参加型・体験型学習形態の一つ。学習者がある人物になりきり、その役割

演技を通して、住民(労働者)や家族に起こつた出来事など、状況を設定し

て自らが演じることで、相手の理解を深めることができる。また、対応やコ

ュニケーション技術の修得に活用できる。

模擬体験であり、現実に想定される条件をとり入れて実際に近い状況を作

り出し、その状況について学習する。例えば、災害時の対応などの状況設

をしたトレーニングや稀少ケースの学習に適している。



④ 技術修得は、講義→演習・シミュレーション→現場で実践の順に行うことが有効であ

る。まず、シミュレーションを実施し、次に、手技 口手法を実際に見せて、実際にや

つてもらつて危なければ手を添える、一人でやつてもらう、といつた段階的な 0」Tが

大切である。シミュレーションの後には、振り返りを行い、何ができるようになつた

のか、何が課題なのか見出すことが重要である。特に、侵襲性・危険性を伴う行為に

ついては、事前に集合研修等により、新人保健師の修得状況を十分に確認した上で段

階的に実践させる必要がある。そして、段階 (ス テップ)ごとに評価し、できなかつ

た場合は 1つ前の段階に戻るなど一つずつ確認しながら研修を進める。

⑤ 保健師は複数の住民 (労働者)を受け持ちながら、優先度を判断し、安全かつ住民 (労

働者)に負担の少ない保健サービスを提供する必要がある。そのため、新人保健師研

修では個々の知識や技術の修得だけではな〈、優先順位を考えながら保健師活動を実

践するための能力を身に付けられるように指導する。

⑥ 地区 (部署等)を担当する場合は、実地指導者又は教育担当者と一緒に複数担当制で

行うなど、実地指導者や教育担当者は新人保健師の地区 (部署等)活動の役割モデル

となりつつ、OJTの指導を行う。

⑦ 研修責任者は、新人保健師の職場適応の状況を十分に把握すると同時に、精神的な支

援のできる専門家によつて、新人保健師や関連するスタッフの支援体制を整備するこ

とが望ましい。適宜、集合研修の後などに、新人保健師同士が定期的に交流できる場

を設けるなど、日々の研修の中に保健活動の振り返りや日常生活リズムの把握などの

精神的支援の方策を含んでいることが望ましい。

3.研修評価

1)評価の考え方

新人保健師の評価は、修得してきたことの確認をするとともに、フィー ドバックを行い、

新人保健師が自信を持って一歩ずつ能力を獲得していくために行うものである。評価者は、

新人保健師と一緒に考え、励ます姿勢で評価を行う。

2)評価時期

① 到達目標は 1年間で到達するものとするが、各所属機関や部署の特性、優先度に応じ

て評価内容と到達時期を具体的に設定する。評価時期は、概ね就職後 1か月、3か 月、
6か月、1年 を目安とする。

② 就職後早期の評価は、新人保健師の職場への適応の把握等の点から重要であり精神的

な支援も含め綿密に行う必要がある。

3)評価方法

① 評価は、自己評価に加え実地指導者や教育担当者による他者評価を取り入れる。
② 評価には、到達目標に関するチェックリストなどの評価表 (自 己評価及び他者評価)を

用いることとし、総合的な評価を行うにあたつては面談等も適宜取り入れる。

14

--563-一



③ 評価は、その時にできないことを次にできるようにするためのものであり、基本的に

は保健師活動実践能力の向上を目指したフィードバックを行う。例えば、相談や支援

などの保健師活動に関する技術ができたか否かのみを評価するのでなく、次の行為に

つながるようにできたことを褒め、強みを確認し励ますような評価を行う。

④ 総括的評価は、教育担当者又は研修責任者が行う。また、新人保健師研修修了時には、

所属部署や所属機関単位で修了証を発行するなどの方法もある。

⑤ 研修責任者は、最終的な研修プログラムの効果を評価し、検証することが必要である。

4.研修手帳 (研修ファイル)の活用

新人保健師が自らの目標を持ち、獲得した能力や成果を蓄積するためにポー トフォリオ

やパーソナルフアイルと呼ばれる研修手帳 (研修ファイル)の利用が効果的である。研修

手帳 (研修ファイル)は、

・保健師としての成長記録として利用できる
。経験の蓄積を可視化することができる

・研修手帳 (研修ファイル)を介して他者へ経験を伝える手段になる

などの特徴がある。そして、研修手帳 (研修ファイル)は新人保健師研修のみではなく

継続教育の記録としても利用でき、また所属部署や所属機関が変わつても利用できるも

のである。

研修手帳 (研修ファイル)に記載する内容としては、例えば、初めのページに「将来

目指すもの」「今年度目指すもの」「そのためのプラン」を記載しておくと、機会あるご

とに目標を確認することができる。研修での資料や記録をはさみこめるようにしておく

と記載の負担なく経験を蓄積できる。また「到達目標のチェックリス トJを入れておく

と、経験するごとにチエックして利用することができる。一定期間後、「実施したこと・

分かつたこと・考えたこと 口成長したこと」や「他者からのコメント」を記載してもら

うことで、成長の振り返りを行うことができる。

5.新人保健師研修 プログラムの例 (表 4)

ここでは、新人保健師研修プログラムの例を参考までに紹介する。ここで示す研修内容

はすべて行わなければならないものではなく、各所属機関の特性に合わせて内容や方法、

時間数を自由にアレンジする。また、自機関で行うほか、他機関との共同開催や活用、保

健所、都道府県、関係団体等が実施する研修を活用することも有効である。
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表 4 新人保健師研修プログラムの例

6.保健師活動に関する技術指導の例 (別冊 )

保健師活動に関する技術指導の例は、保健師活動の基礎となる技術であり、住民 (労働

者)を 多角的に捉える上で重要である「家庭訪問」と「地域診断におけるアセスメント」

を技術指導の例として示している。技術指導の例は、“到達目標
″“到達までの期間"“保

健師活動に関する技術を支える要素"“研修方法"“手順に沿つた指導時の留意点"“ チェ

ックリス ト"で構成されている。ここでは、保健師基礎教育とのつながりを考慮しており、

新人保健師がどこまで修得できているのかの確認をすることだけではなく、新人保健師が

気をつけるポイント、指導者にとって指導時のポイントが分かるように示している。

① 家庭訪問

② 地域診断におけるアセスメント

Ш.実地指導者の育成

実地指導者は、新人保健師にとって数年後の自己をイメージする存在であり、職業上の

役割モデルとなるため同職種の保健師であることが望ましい。

所属長及び教育担当者は、実地指導者の育成において、専門的能力の育成だけでなく、

社会人としてのルールや保健師活動実践能力を活かすために必要な能力の育成について、

日常業務を通じてマンツーマン指導をしていくことが重要である。

また、専門職としてのアイデンティティを有し、関係調整を行えることが基本となるた

め、中堅期以上の保健師であることが望ましく、研修を効果的に実施するために指導者の

16
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研修項目
方  法 内  容

0什」 T(時 間 ) 0」 T 4月 (入職時)～ 数日間 4月 ～9月 9～3月

1新人保健師研修の概要 講 義 1時間
目標と計画
研修手帳の活用方法

2保健師としての必要な基本姿勢
と態度

講義・演習 3時間 0」T

・保健師の役害1と機能
・所属機関の理念、基
本方針
・梓 楓

専門能力

地域診断能力
講義・演習

4時 間 0」 T
:・ 情報収集、地区踏査
!・ データ分析

個人・家族支援能力
購義・演習

4時間 0」 T ・家庭訪間
保健指導
家族支援

集団支援能力
講義・演習

4時間 0」 T 地域組織活動

連携・調整・社会資源
活用能力

講義・演習
2時間 0」 T

・社会資源の提供
・関係者、関係機関との
連携

保健福祉事業運営能力
講綾・演習

2時間 0」T 望雙連會撃醤
解
  |.事業運営

企画・立案・評価能力
請義・演習

6時間 0」T i・ 事業の企画、立案、 i・ 事業の企画、立案、
l評価        :評 価

健康危機管理能力
講義・演習

6時間
鶴馳暦

危機管理の基礎
|.健

康危機管理演習

調査研究能力 話義・演習 2時間 研究プロセス

研修の振り返り
フオローアップ

1時間 振り返り 振り返り

※「方法Jに ある0」 Tは 、当骸研修項目を集合研修(Off JT)で 学んだ後も、現場において研修を継綺するもの。また「時間」は、集合研修(Off JT)のみの時間である。



組織的な育成が重要となる。

1′.到達目標

① 新人保健師の状況を把握できる

② 新人保健師が自己肯定感を高め、達成感が得られるような精神的支援ができる

③ 地域・職場等を「みる、つなぐ、動かす能力」を伝えていくことができる

④ 研修計画に沿つて、教育担当者等とともに研修の個別プログラム立案 E実施・評価す

ることができる

⑤ 新人保健師へ地域診断 (職場診断)や、家庭訪間等の保健師活動に関する技術の指導
ができる            (

2.実地指導者に求め られる能力

・地域・職域における保健師活動実践の知識及び技術の専門能力

・地域・職域における保健師活動の根拠を理解し説明できる能力

・多角的視野に立ち多様なニーズに応えられる能力
・新人保健師 Lス タッフ等と適切な関係を築くコミュニケーション能力
・新人保健師研修のプログラムを立案できる能力及びプログラムを実施するための調整

能力
・新人保健師の実践能力を評価する能力

以下の内容を学習し、役割を遂行できる能力を身に付けていることが必要である。

① 知識
・研修体制と研修計画
・実地指導者の役割
・OJT実施上の問題や困難、及び解決方法
・指導方法や教育的な関わり方

② 技術
口指導方法、評価方法

・新人保健師の実践力にあつた指導

・円滑な人間関係の構築やコミュニケーション技術

③ 姿勢・態度
・新人保健師の心理的安定を図り、自己の日標・課題を達成していけるよう支援する

・新入保健師と良好な関係を築くことができる

・新人保健師の自立を支援する

・相手を尊重した態度で指導する
。一緒に考える姿勢
・新人保健師との関わりや指導上で、困難や問題と感じた場合は、教育担当者等へ相談

助言を求めることができる

17
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3.実地指導者に対する研修のプログラムの例 (表 5)

実地指導者に対する研修においては、指導者としての不安・負担感を軽減することを

目的として、各部署の長又は教育担当者による組織的かつ継続的な支援を実施する必要

がある。また、実地指導者を経験することが、本人の成長につながるように支援する。

O研修の基本的な考え方

○組織の理念と求める人材

O専門職業人としての生涯教育の考え方         ｀

O保健師基礎教育の現状

○保健師の継続教育の考え方

○実地指導者の役割
・新人保健師の理解
・研修ニーズの把握

・ 目標の設定

・計画の作成

・実施
・研修計画の評価、フィー ドバック

○各所属機関、所属部署における研修計画の実施方法等、各所属機関、所属部署におい

て新人保健師の指導に必要な事項

表 5実地指導者に対する研修プログラムの例

Ⅳ.教育担当者の青成

教育担当者は、所属機関内の保健師の現任教育を計画的に推進していくためのコーディ

ネターとしての役割がある。そして、新人保健師を直接的に指導する実地指導者の相談相

手となり、組織として人材育成を行つていくことを所属機関の管理者等にメッセージとし

て発信していく役割もある。各部署の長は、教育担当者が部署内の現任教育を推進してい

18
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研修項目 方 法
X10～ 1, 飾 年 簿 Xl～ 3月

12Eキ i 8膵

1 組織の教育システム 請 義

組織の理念と人材育成の考え方

組織内の教育体制

実地指導者の役害1

新人保健師研修の概要

2新人保健師の現状と課題
義
習

請
演

・保健師基礎教育の現状
・新人保健師の保健師技術習得
状況
・新人看護職員研修ガイドライン～

保健師編～

3学習に関する基礎知識 請 義
・学習理論 ;概念、動機付け、成人

学習等

・教育方法 :チームの力を活用
した学習支援
・教育評価

4 メンタルサポート
義
習

講
演

コーチング
カウンセリングスキル
コミュニケーション

5保健師技術の指導方法 演習

・保健師技術の評価方法
・研修者同士での技術指導の

実演

6育成計画と評価 講義

研修ニーズの1巴 撻
目標の設定
計画の作成

実施
研修計画の評価、フィードバック

7:新人保健師研修の実際と

振り返り
演 習

・実施状況の報告
・課題の共有と解決策の検討

※ 前 て



くことで自分自身を成長させ人間的に自己を磨いていくためにも、部署内だけでなく自己

啓発として広く社会とのつながりをもつて、幅広い知識と柔軟な思考を養えるように支援

することが必要である。

1.到 達目標

① 実地指導者の状況を把握し支援できる

② 新人保健師の状況を把握し、新人保健師研修が効果的に行われるよう、実地指導者と

新人保健師への教育及び精神的支援ができる

③ 研修計画に沿つて、部署管理者とともに部署における新人保健師研修の計画立案・実

施・評価を実施する

2.教育担当者に求められる能力

・説明する能力や指導方法を知る能力

・新人保健師研修に関係するすべてのスタッフと適切な関係性を築くコミュニケーショ

ン能力
・新人保健師、実地指導者等に教育的に関わる能力

・部署での新人保健師研修を企画 日立案 口評価する能力

・他部署間の関係調整能力
・スタッフに対するアセスメント能力

以下の内容を学習し、役割を遂行できる能力を身に付けていることが必要である。

① 知識
・新人保健師をめぐる現状と課題

・研修体制と研修計画
・教育担当者の役割

・成人学習者の特徴と教育方法

・指導方法や教育的関わり方

・研修上の問題や困難、及び解決方法

・評価の考え方、フィ
=ド

バック方法

② 技術
・指導方法、評価方法
・年間研修計画の立案
・新人保健師に合わせた指導

・新人保健師の能力評価

・組織風土作り
・組織調整力

・問題解決方法
・円滑な人間関係の構築

③ 姿勢・態度
・新人保健師及び実地指導者の心理的安定が図れるよう支援する

・新人保健師や実地指導者等と良好な関係を築くことができる
。新人保健師及び実地指導者の自律を支援する

・相手を尊重した態度で指導する

・一緒に考える姿勢
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口多様なスタッフの個性を受け入れることのできる柔軟性

3.教 育担当者 に対する研修 プログラムの例 (表 6)

教育担当者に対する研修においては、担当者としての不安・負担感を軽減すること

を目的として、各部署の長による支援を定期的に実施する必要がある。また、教育担

当者を経験することが、本人の成長につながるように支援する。

○研修の基本的な考え方

○組織の理念と求める人材

○専門職業人としての生涯教育の考え方

○保健師の継続教育の考え方

○教育担当者の役割
・新人保健師、実地指導者の理解

・研修ニーズの把握
・ 目標の設定
・計画の作成
口実施
・研修計画の評価、フィー ドバック

O各所属機関、所属部署における研修計画の立案、各所属機関、所属部署において新人

保健師や実地指導者の指導に必要な事項

表 6 教育担当者に対する研修プログラムの例

V.研修計画、研修体制等の評価

研修終了時の評価や研修終了後、実務を通しての評価を行うことによつて、研修の内容

や方法について見直し、翌年の研修計画に役立てる。
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研修項目 方 法

前 年 度 ※ 1～ 3月
4・ 5'6・ 7・ 9。 11月

研修前期 研修 後期

6時間 6時間 1時間×6回

1新人保健師研修における
教育担当者の役割

義
習

講
演

・教育担当者に対する期待
・スタッフの能力のアセスメント
・新人看護職員研修ガイドライン～保
柏 臨 組 ～

2311達 目標の理解と設定
義
習

講
演

・組織の理念と人材育成の考え方、実
地指導者への支援
・自施設における新人保健師研修の

到達目標の設定

3教育に関する知識
講義

・カリキュラム、教育方法、教育評価な
ど年間教育の立案に必要な知職
・人材育成のための環境づくりと整備
(0」 T、 OfF JT、 ジョプローテーション)

4課題と解決策の検討 演習

・自身の経験に基づく新人保健師・実
地指導者・教育システムに関する課
題の明確化と解決策の検討
・現任教育担当者との意見交換

・実施状況の報告
・課題の共有と解決
策の検討

5年間人材育成計画の立案
と評価

義
習

講
演

。自部署の年間教育計画の
立案

・教育的視点から
の評価

・ 鮮 面 の 目古 I^

※前年度 :教育担当者としての役割を



1.研修終了時の評価

研修終了時の評価は、研修自体の評価として研修プログラムの内容を確認し、研修受講

者の学習成果として研修プログラムの目標の達成度を判断する。

評価は、研修に関わるすべての人が評価対象となる。

研修終了時評価

① 研修プログラムの企画評価 :研修の実施時期・時間・回数、評価時期、会場、周知、

予算など

② 研修プロセスの評価 :研修体制、講師、教材等の適切さ、プログラム運営担当者のカ

量など

③ 研修受講者の到速度評価 :研修終了時点における研修目標の到速度

2.研修終了後、実践の場での事後評価

研修終了後、受講者の所属機関における実務を通して、研修受講の成果としての実施状

況から研修計画や研修体制に対する評価を自己及び他者により行う。

実践の場での評価

1)研修受講者の自己評価

① 研修内容の実用性

② さらに深めたかった内容

③ 新たに取り上げて欲しい内容など

2)研修受講者の実地指導者や所属長など他者評価による評価

① 各所属機関の期待する研修内容と受講者の成果

② 各所属機関の研修体制との関連による研修評価

3.評価の活用

新人保健師研修は、新人保健師の所属機関の求める人材育成の理念に基づき位置付けら

れるものである。

新人保健師研修の評価を通じて、研修の理念、基本方針が適切であつたか、所属機関の

目標達成に貢献しているかなどを評価し、組織運営にフィー ドバックする。
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技術指導の例

～保健師編～

平成 23年 2月

厚生労働省
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技術指導の例

<新人保健師>

保健師活動に関する技術 ページ

1○家庭訪Po5

○地域診断におけるアセスメント   13

―-572-―



<新人保健師>

保健師活動に関する技術指導

～家庭訪間～

【到達目標】
担当地区の基本的な事例

*の訪間支援を一人で行うことができる。

【至」達までの期間】6か月～ 1年

【保健師活動に関する技術を支える要素】
・ 担当地区の対象者の把握ができる

・ 訪間の優先順位を判断できる

。 訪間対象として選択した理由及び法的根拠を説明できる

。 生活者としての主体性や価値観を尊重できる

。 信頼関係の構築、維持ができる

。 アセスメント、日標設定、計画立案、実施、評価の一連の過程を経ることができ

る

。 家族面接や相談の技術を活用できる

。 個人・家族の持つ力を引き出すような支援ができる

。 正確かつ簡潔な記録ができる

。 活用可能な社会資源を理解し、情報提供やケアマネジメントができる。

・ 他の支援方法と組み合わせることができる

。 対象者の置かれている環境が把握できる

。 個別支援を通して、地i或 ・環境要因と個の健康との関連を理解できる

。 lEl別 支援を通して、集団や地t或 をみる視点を持つことができる

担当者 :実地指導者 (教育担当者)

研修内容 :基礎教育での矢0識と技術の確認を行う

新生児等の基本的な事例だけでな <、 指導者が

継続訪Po5している事例の見学も行う

。対象者の選択と必要性の判断 。法的根拠

1
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【研修方法】



Π

＝

Ｈ

＝

Ｈ

村

Ｖ

・訪間前の情報収集・分析と健康課題の抽出

・対象者との連絡 。時間調整、訪間計画の立案

。対象者に応じた基本的支援技術

。家庭訪間の実際、訪間後の報告と記録

。事前事後の関係者との連携の実際

。家庭訪間の機会を活用した地区踏査

担当者 :実地指導者 (教育担当者)

研修内容 :地域に出る機会を活用した関係づ<りを学ぶ

・観察・判断・計画修正の実際

。対象者の自立状況のアセスメント

・継続支援の必要性の判断と次回の計画

・関係機関やキーバーソンとの情報交換の方法

担当者 :教育担当者、実地指導者

研修内容 :先輩保健師が事例について話し合う場に参加し、

困難事例への対処やチームで考える必要性を学

61

担当者 :実地指導者 (教育担当者)

研修内容 :□ ―ルプレイを通して、演習を行う

。訪間するケースを想定した□―ルプレイ

。電話対応、面接技術、計測や対応の実際

担当者 :実地指導者 (教育担当者)

研1多内容 :地区を把握 (地理 。交通手段・地i或性)する

対象者の選択・情報収集・訪間計画の立案を助言

.を得ながら実施する

。対象者との時間調整や準備を単独で実施

・対象者に応じた基本的支援技術の実施

。指導者の助言を受けながら、訪間を実施

・訪間の記録を行い、チェックを受ける

。助言を受けて、必要な関係者に連絡

担当者 :実地指導者 (教育担当者)

研修内容 :準備 。実施・事後処理のプロセスを振り返り、

2
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日
Ｈ
＝
ユ
Ｖ

困難を感じた点及び失敗した点について、助言を

得る

。地域資源マップ等により社会資源の実際を把握

。研修手帳 (研修フアイル)に記載

担当者 :実地指導者 (教育担当者)

研修内容 :準備から結果報告までを一人で実施する

基本的な事例から始め、継続訪Fo5や他のサービ

スにつなげる事例を経験する

。訪間時、対象者をとりま<地域環境を把握する

担当者 :実地指導者 (教育担当者)

研修内容 :対象者の反応や住環境等、予測と実際との相違

についての理解を深める

準備、実施、事後処理のプロセスを振り返り、困

難を感じた点について助言を得る

指導者から、家庭訪間での失敗や地域を歩いて住

民と出会う楽しさの語りを聞<

担当者 :教育担当者、実地指導者

研修内容 :複数の新人や先輩と共に、保健所等による集合

研修などで実施する

。アセスメントと支援方法、支援による効果

・継続訪Po3し た事例について、サマリーの作成

及び課題の整理

・先輩の体験の語りを傾聴する

。研修手帳 (研修フアイル)による相互学習

担当者 :教育担当者、実地指導者

研修内容 :コ ーチングを活用した個別面接を行う

チIッ クリス トを活用して自己評価を行い、研

修手帳 (研修フアイル)に対する助言を得る

1回目 :同行訪間後

2回目 :初回の単独訪間後

3回目 :継続訪間の実施後

3
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手順 指導時の留意点

1.ケース選択

1)担当地区の訪間対象者を把握する

。各種届出による対象者リス トを確認する

2)訪間の優先順位をつける

●訪間対象となつた背景を把握する

。法的根拠に基づ<ものか、本人の希望を受

けて行うものか、本人は拒否していても必要

と判断して行うものかを把握し、訪間の目的

を理解する

●基本的な事例を選んで、単独に訪間できる

よう技術の習得を目指す

●見学訪間では、指導者が継続訪間している

事例の中から、対象者の身体に触れることが

でき、新人が会話に参加できる事例を選rs~i

●家庭訪間等に実際に出ることが楽しいと

悪えるような指導を心がける

●新人保健師の学習状況の確認

・家庭訪間の対象者とする根拠

・基本的な訪間支援の技術

。社会資源

・関係機関との連携

1.ケース選択

●訪間対象者を把握する方法についての矢0

識を確認する

・各種届出

・健康相談・健康診査

・住民や関係者からの依頼

・感染症や災害等の発生時

。日頃の地区活動から

。自治体での重点的取組み

。調査 (栄養調査 。実態調査・研究)

●優先順位が分からない場合は指導者に相

談するように伝えてお<

●優先順位の判断に関する根拠を確認する

※家庭訪F05の優先順位

1.生命の危険がある

2.依頼者や相談者の不安が強い

3.周囲の人への影響が強い

4.公衆衛生上の課題

4

―-576-―



2。 訪間計画の立案

1)情報を収集・整理し、支援の方向性を検

討する

●新生児 。手L幼児の初回訪Fo3時、事前情報は

少ないが、正常な発育発達を促進するような

支援を検討する

●結核・精神疾患 。難病などの場合、病名、

治療万針及び内容等を確認する

●アセスメン ト内容の統合と健康課題を抽

出する

2)支援の目標と計画を立案する

●様夜な状況を想定して、対応を計画

5
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●緊急対応が必要な事例は、指導者の訪間に

同行させて経験する等工夫する

2.訪間計画の立案

●基礎知識・技術を確認する

※訪問計画に必要な基礎矢0識の例

●新生児 。手L幼児の場合

・発育 (1日体重増加量・カウプ指数・

身長体重曲線等)

。発達 (月 齢 。年齢の発達)

・栄養に関すること

・予防接種ほか保健サービス

・母親の健康に関すること

。家族の機能

●成人の場合

・生活習慣病に関する基礎知識

・健康診査結果の読取り

。職場の環境、生活スタイル

・行動変容や学習支援法

●結核・精神・難病の場合

・疾患の基礎矢□識

。医療費助成等の保健医療福祉制度

●高齢者の場合

・加齢に伴う1い身の変化

・個人・家族の発達課題

・疾病や薬斉」に関する矢0識

●研修手帳 (5丹修ファイル)についての助言

を行う

●対象別の知識や支援方法や保健医療福祉

制度に関する情報を、既存資料やインターネ

ットを活用して入手する



・コミュニケーションが十分に取れない対象

の場合

・拒否や暴力がある人の場合

。本人に会えない場合

3)支援に必要な社会資源の情報を収集する

●現在活用している社会資源やネットワー

ク図を作成し、3か月後・6か月後など時間

とともに変化するかを予測する

●収集した情報と分析結果を確認

・情報収集先について助言する

。個人情報保護の観点を確認

。アセスメントの方法について助言する

(例)精神や難病の事例の場合

本人 。家族の生活歴 (病歴を含む)を時

系列で整理することにより、病気が本人・

家族に及ぼす影響、対処パターン、強みな

どを見出すことができる

●アセスメント結果について、良い点はほ

め、不足する点は助言する

●訪間計画について、実施項目が多<ならな

いよう、時間配分や誰に会うか等を考えてい

るか、確認する

●初期の段階など必要時、□―ルプレイで訪

間場面をイメージする

。□―ルプレイを行い、実際場面をイメージ

できるように促すとともに、訪間の流れ (開

始から終了の挨拶まで)を考えるよう助言す

る

。各種資料を活用した説明や拒否された場合

等の対応ができるよう、□―ルプレイを行う

。新生児・享L児訪間の場合、児の抱き方、身

体計測方法、衣服の着脱方法等を事前に確認

する

。観察のポイントや母子健康手帳の活用方法

を確認する

●社会資源について確認し、必要に応じて助

言する

。関係機関と連携の必要な人の把握状況を確

認する

。訪間前に連絡が必要か否かの判断を確認す

る

6
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4)訪間時に持参する保健指導用教材を作成

する                  |● 保健指導用教材の作成を行う

●対象や訪間目的に合わせた資料や保健指 |。 年齢等、対象の特性を考慮しているか確認

導に必要な媒体を準備する        |す る

・既存の資料を用いる場合、個別性の付加が

必要か否かを確認する

3.訪嵩日時の決定            13.訪 P05日 時の決定

1)対象者の自宅又は連絡先に電話をかける |●初期の段階における電話対応について、指

●自分の所属と氏名を名乗る       1導 する

●訪間の目的を言党明し、対象者との共通理解 |。 留守の場含や断られた場合の対応が考えら

を得る                 |れ るように、電話対応の□―ルプレイをして

●対象者のニーズの確認を行う      |お く (指導者が本人・家族の役になり、種夜

の場合を想定する)

2)訪間の日時を約束する        |。 新人保健師が訪Fo3対 象者に初めて電話する

●電話する前に、自分の都合の良い日8寺 を31場合は、側で見守り、必要時には助言する

つ程度リストアップしておく       |。 新人の電話対応について、早い段階で気に

●対象者の都合を確認し、日時を決定する |なる点については助言する

●家族への電話の場合、支援対象本人に会い

たい希望を伝えてお<          |● 追加情報を得て訪FoO計 画を修正した場合、

●新生児であれば、退院日、母乳 (ミ ルク :1報告を求め、必要0寺は助言する

享t児用調整粉寧L)の飲み具合、母子の体調、

母親の心配事などについての追加情報を得

る

4.事前準備              14.事 前準備

1)訪 Fo5場所を確認する         |● 初期の段階では、訪間場所等について助言

する

2)出発時間を確認する         |。 場所と経路を一緒に確認し、日印となる建

●余裕を持つて到着するようにする    1物 や道路事情 。交通機関情報等の情報収集の

3)必要物品を軸する    1電黒]F翼屡曇ξ真でな<、 他の場所に
●目的に応 じた必要な物品と訪問かばん  1駐 車 した方が良い場合もあることや、駐車場

7
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●目的に応じた必要な資料・媒体     1等 についての具体的な助言を行う

●基本的な私物 (身分証明証 。運転免許証・

財布・携帯電話など)

4)名刺や連絡票を準備する

5。 訪間の実施             15。 訪間の実施

1)出発する              |● 単独訪間の場合

6色菖毬島象に応じた服装を整える    |。 余裕を持つて準備できているかを確認する

②訪間場所。訪間の目的と計画・準備物品を |。 緊張を和らげるよう声かけをする

再確認する

③上司や同僚に出かける旨を報告する

④約束した時間に声をかけるように時間を

設定する

2)訪間先で挨拶をする

①所属・氏名を明瞭に名乗り、自己紹介する |●挨拶やコミュニケーションの様子を見守

②訪間の目的を明確に伝える       |る

8』意Я暦習:L間目的と連絡先を書いたli鋸議[詈憂ζ「馨雹写盾言原
あるか

名刺、又は連絡票を郵便受けや玄関 ドア内側 |・ アイコンタクトやペーシングなど傾Π恵のス

などに入れる              |キ ルを活用しているか

●振り返りを行い、必要な場合は□―ルプレ

イを再度行い、次回訪間に向けて自己の課題

を明確にする

3)目的・状況に応 じた展開を実施する

①誠実な態度で相手の話を傾聴する    |●計測・観察等の技術の実施状況を確認する

②生活の場で収集した新たな情報を基に、 |・ 血圧や体重測定等の技術

再アセスメント及び計画の修正をその場で |。 面接の中での身体的・心理的 。社会的な観

行う                  1察 や住環境のアセスメント

③対象に応じて身体計測・療養相談・生活指 |●相談の技術の発達を促す

導などを実施する            | 。カウンセリングやコーチングなどコミュ

④必要に応じて社会資源の情報を提供   |ニケーシヨンスキルを活用した面接技術

⑤不安や疑間が解消、又は軽減したかを確認 |は、指導者が実施し、見せる

8
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する                  |。 上手くいかなかつた場合は、その状況を再

⑥継続支援の必要性を判断し、対象と相談す 1現し、相手の立場に立つて者えることを促す

る

※面接相談の技術

●対象者が安心 して話に集中できる

環境を設定する

●誠実な態度で話を聞き、傾聴や共感

的理解に努める

●lEl人
。家族の考え方や生活スタイル

を尊重する

●個人・家族自らが自分の健康課題に

気づき、解決に向けて主体的に取り組

むように働きかける

6。 報告と記録 6。 報告と記録

1)要点を指導者とともに上司に報告をする |●まず慰労し、訪間後の報告と感想を間き、

。出会えた人              1必 要な内容が報告されているかを確認する

。要 した時間              |。 今後の予定の判断については、対象者の意

。支援内容と対象の反応

。計測値などの結果

。今後の予定など

2)記録を行う

訪間前

・情彗幸長

・アセスメントの総括と健康課題

・訪間計画

・必要な関係機関との連絡内容

訪間後

・訪間者と時Fo3

・被訪Po5者

●実施後の振り返りの際、良い点を褒め、新

人保健師に感想や観察 したことを語らせた

後、指導者が得た情報や判断内容、その理由

を新人保健師に伝える

思を確認する

。支援実施内容を確認 し、支援を行うに至つ

たアセスメン トの経過を確認する

●上手 <いかなか つた事例の場合や対応に

困つた事例の場合には、麟要であればBl」室で

話を聞く

●記録内容を確認し、必要時は助言する

。事実が客観的に記録されているか

。必要事項が見やす<記載されているか

。アセスメントや評価 。者察などが記載され

ているか

9
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・訪間場面の状況

・対象者のアセスメントと健康課題

・支援内容と個人 。家族の反応

・健康課題に対する支援結果と残された課題

・必要な関係機関との連絡内容

。次回訪間の必要性と時期

7.事後処理

1)物品の整理

2)必要時に対象への連絡・情報提供

3)健康課題により、他の専門職につなぐ

4)関係機関との連携

●訪間前 :必要時、情報を収集する

●訪間後 :結果を報告するとともに、今後の

予定を確認する

8。 地区管理

●訪間ケースの管理台帳を作成する

●月間計画 。年間計画の中に訪間予定を入れ

る

●関係者・関係機関マップを作成する

9。 事例検討

●継続訪間した事例のサマリーを作成する

。健康課題

・支援目標

・支援経過と結果

7.事後処理

●関係機関との連携の実際について、指導者

の電話対応を意図的に間かせ、ミニ 。□―ル

プレイをするなど、対応を具体的に助言する

●電話だけでな <、 関係機関の近<に出向い

た機会を活用して直接関係者と話す重要性

を伝える

8。 地区管理

●担当地区の関係機関やキーパーソンの情

報などを、研修手帳 (研修フアイル)にまと

めるよう助言する

。訪間者宅が記載された地図など、個人情報

の管理に注意するよう促す

9.事例検討

●プレゼンテーションと討議により、対象の

理解や支援方法の知識を深めるとともに、家

庭訪間への意欲を高める

10
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。評価・考察の要約

。事例紹介に必要な最低限の情報

●集合研修において、研修手帳 (研修フアイ

ル)を持参してもらい、新人保健師同士で見

せ含うことにより工夫点や入手したい情報

を相互に学rs機会とする

11
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【家庭訪間のチエックリス ト】

氏 名 (

◎ :一人でできる     O:支 援があればできる

目標達成期間   6か 月～ 1年

12
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確認事項
施

日

実

月

自己

評価

者

価

他

評

①担当地区の訪問対象者を把握することができる

②訪間の優先順位を考えることができる

③訪問対象となつた背景や法的根拠を説明できる

④訪問日時を調整し、設定できる

⑤対象にあわせた必要物品を整えることができる

⑥健康課題を見出し、訪問計画を立案することができる

⑦訪間目的の主たる対象者に直接会うことができる

③安全な方法で支援技術を提供できる

⑨家庭環境の観察や相談内容によって、訪問計画を修正できる

⑩l固人・家族と信頼関係を築くことができる

①生活者としての価値観や信念を尊重することができる

⑫個人・家族の持つ力を引き出すことができる

⑬個人・家族が活用可能な社会資源の情報を提供できる

⑭健康課題の解決に向け、主体性を尊重した援助ができる

⑮具体的かつ客観的に記録を書くことができる

⑩必要に応じて関係機関と連携することができる

⑪訪問結果および支援経過を正確かつ迅速に報告できる

⑩個別支援から集団や地域をみる視点を持つことができる

⑩単独で継続訪間できる

⑩困つたときには指導者の助力を求めることができる

④継続訪問した事例のサマリーを作成し、自己の課題についてプレ

ゼンテーシヨンができる

コメン ト (今後のア ドバイスなど)



保健師活動に関する技術

～地上或診断におけるアセスメント～

地1或診断は、保健師活動の基盤であるが、新人保健師の至」達目標とその到達の目安等を

考慮した結果、保健師活動に関する技術指導例としては、アセスメント過程のみを記載す

るものとした。

【至」達目標】

○身体的・精神的 。社会文化的・環境的側面から客観的・主観的情報を収集すること

ができる

○地i或、対象者の属する集団を全体としてとらえ、健康のアセスメントができる

【至」達までの期間】 2か月～1年

【保健師活動 に関する技術 を支える要素】

。疫学の方法論を説明できる

。各種保健統計の意味を理解して、地1或診断に活用できる

。保健師が行う地i或診断の目的を理解している

。地区踏査を行い、地域の概要を把握できる

。地i或 の基本構造をアセスメントする視点を理解し、身体的・精神的 。社会文化的・

環境的な基本的データを説明できる

=人□静態 。構造 (家族を含む)、 人□動態

。経済、政治、教育、コミュニケーション、運輸 。安全など

保健医療福祉システム

自然環境、地理的環境

歴史、価値規範

。地域における対象者の健康状態をアセスメントするための身体的・精

文化的・環境的な基本的なデータを説明し、その所在が分かる

社会

全般的健康指標

母子保健データ

成人保健データ

高齢者保健データ

感染症関連データ

保健行動・保健意識に関するデータ

。地上或の既存の一次データ、二次データを収集し、比較分析できる

。地1或の保健師活動から得られた質的データをアセスメントに活用できる

。対象者の声を聞き、アセスメントに活用できる

13
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【研修方法】

集合研修

攻育担当者、実地指導者

知識と技術の確認を行う

1健統計の意味とデータ分析、疫学方法論、地

|(目的、質的・量的データ収集と分析)など

|を行い、地域診断のための基礎的知識を確認

実際の地1或診断事例の提示

担当者 :教育担当者、実地指導者

研修内容 :よ り実際的な理解を深めるため、所属組織の保

健計画とデータに基づ<地域診断の討論などの講義・演習

を行う

担当者 :実地指導者

研修内容 :担当する地1或 を対象に地域診断を実施する

担当者 :教育担当者、実地指導者

研修内容 :集合研修で地域診断の報告を行い、参力0者 と意

見交換を行う。その後、指導者が評価を行う

研修内容を所属機関に持ち帰り、所属機関内のスタッフに

ブレゼンテーシ∃ンを実施し、再検討を行う

14
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2)基本となる既存データから地上或の実態を

理解する

①既存データの所在を把握する

。既存データを担当者から入手する

。保管場所、検索先を把握する

②人□静態、人□動態データから所属機関が

所管する地域 (以下、所管地1或という)のア

セスメントを実施する

。人□静態データ (総人□、性 。年齢別人□、

家族構成)、 人□動態データ (死亡、出生、

婚姻・離婚)について、所属機関における所

在を把握する

。データの出所と算出方法を理解する

。経年的にデータを収集する

。動向を見て、データを判断する

③所管地l或の人長を理解するためのデータ

のアセスメントを実施する      、

。地域の歴史を調査する

。地i或の文化を調査する

④所管地1或の地理的な自然環境のアセスメ

ントを実施する

。地理的な特徴を調査する

。自然環境を調査する

⑤所管地 1或 の社会文化的状況のアセスメン

トを実施する

。経済状態

。行政組織と財政

・交通

・安全

・教育

●基本的な客観的データを用いた地i或 アセ

スメントを行う

●人□静態データ、人□動態データが基本で

あると理解させる

。人□動態データ等

・データの算出方法から、データの特性を

理解しているか確認する

※③～⑤については、地1或 を大まかに見て、

概要を理解することを目的とし、詳細なデー

タを要求せず、広い視野で地域を見るように

助言する

●地域保健計画や市町村総合計画等を活用

することもできる

。地理的な自然環境等の要素は、人々の健康

の背景であり、健康問題の原因、又は解決の

ための資源であることを理解できるよう助

言する

●所属組織の意思決定や財政状況を理解で

きるよう助言する

16
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手順 指導時の留意点

準 備

2。 実施

1)地区踏査にようて概要を把握する

●担当地区の概要を把握する

①地区踏査を実施する

②地図に、観察事項及び収集したデータを

記載する

③レポートを作成する

④指導者からフィードバックを受ける

●所属機関の概要を把握する

①活動を通しての地区踏査を実施する

②レポート又は面接により、指導者に観察事

項を報告する

③保健事業と関連付けて地域診断の目的を

理解する

1.準備

●新人保健師の保健師教育での学習状況を

確認する

。地1或診断の知識、理解度、実習での実施の

程度を把握する

2。 実施

●日常的に実施する保健師活動を基盤にし

た地区診断から行い、無理な<地 i或 に入つて

い<ことを大切にする

。担当地区がない場合は、中学校区などの踏

査から実施する

。新人の気づきを伸ばすように指導する

●日常的に実施する保健師活動を通して、地

i或 を理解させる

。意図的に地i或の背景を伝える

。指導者の視点による地1或の観察点を言葉で

伝え、確認する

。多様な地区に保健事業や家庭訪間等で出向

き、地i或の多様性 。多面性と特性に気づく機

会を提供する

。新人保健師の主体的な学びをサポートする

。保健事業と関連させて、地区を深<理解す

ることの目的と意義を考えるよう促す

く地区踏査の視点の例

。歴史       。人口属性

。価値観と信念   ・民族性 (地域性

・行動       。
1呆健医療と福祉

・物理的環境    。安全と交通

・経済       。政治と行政

・レクリエーショ〕・教育       ・レク l

・コミュニケーション、情報

15
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。地i或関係 (コ ミュニケーション)

⑥所管地域の保健医療福祉システムのアセ |●関係機関を理解するよう促す

スメントを実施する           |。 地i或の資源の過不足ではな <、 どのような

。医療機関               1組 織機関があるのか、またどのような事業を

・保健機関              1実 施しているかについて知ることを重視す

・福祉機関               |る
・健康保険            等  |。 実際に連携している機関を把握する

⑦所管地i或 の健康状態の概要のアセスメン |●所属機関が担つている対象の健康状態を、

卜を実施する              1全 体的に理解することに重点を置いて指導

ア.所管地域の健康水準について     |す る

。平均寿命               |。 データの算出方法等の基礎知識を確認しデ

。年齢調整死亡率           |― 夕が示す内容を理解できるように指導す

・合計特殊出生率         等  |る

イ。所管地l或の疾病構造について

。死因別死亡害」含

・受療率

・健康保険データ

ウ.基本となる母子保健データについて

。出生数 (率 )

。低体重児出生数 (率 )

。手し児死亡率

。事L幼児健康診査結果       等

工.基本となる成人保健データについて

。特定健康診査データ (生活習慣病) 等

オ.基本となる高齢者の保健データについて

。介護保険データ  (要介護度)  等

力.感染症関連データについて

。結核

・予防接種率

17

--589-一



・慰染症発生動向調査週報

。インフルエンザ様疾患発生報告 (学校欠席

者数)

3)活動を通して対象者の声を活用した地域

のアセスメントを実施する

●2)のアセスメント結果に、保健師活動を

通 して把握 した対象者の情報等を付け加え

てアセスメントを実施する

4)他の地上或との比較を行い、地域の特性の

アセスメントを実施する

● 2)、 3)のアセスメント結果を、近隣の

地1或、保健所、都道府県、国のデータと比較

し、対象とした地域の実態を相対的に位置付

け、データの判断を行う

●質的なデータをアセスメントする際、対象

者の生の意見を活用するよう指導する

●量的データ及び質的なデータの判断を統

合して行えるよう指導する

●訪間や健康診査等で出会つた対象者から

の意見を大切にすることで、地域の健康課題

に結び付くことを理解できるように指導す

る

●日常的な保健師活動における感受性を磨

<ことの大切さに気づけるように指導する

●客観的なデータを判断できるように指導

する

。データの判断基準を理解する

。所属機関が担つている対象の健康状態を判

断する

※特に、業務分担制をとる機関においては、

各々の分野から見た地1或の特徴を踏まえ、統

合的に地1或アセスメントを行う視点が必要

である

※2)～4)については、担当地区でも可能であるが、担当地区の場合はデータ収集を別

作業で行う必要があるため作業量が多<なることに加え、所管地域の理解から始めること

が基本であることから、担当地区のアセスメントと健康課題の抽出を 2年目に行うという

場合もある。

18

--590-―



【地域診断におけるアセスメントのチェックリスト】

氏 名 (

◎ :一人でできる     O:支 援があればできる

目標達成期間  □ 2か月  囲6か月 日1年

19
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確認事項
実施

月日

己

価

自

評

者

価

他

評

①疫学の方法論を説明できる

②各種保健統計の意味を理解して、算出方法を説明できる

③保健師が行う地域診断の目的を説明できる

④地区踏査の方法と視点を説明できる

⑤担当地区の地区踏査ができる

⑥所管地域の地区踏査ができる

⑦地域の基本構造をアセスメントする視点を説明できる

③地域の基本構造をアセスメントするための、身体的 口精神的・社

会文化的・環境的な基本的なデータを説明できる

⑨地域の健康状態をアセスメントするための、身体的・精神的・社

会文化的な基本的なデータを説明できる

聞

黎



②活動を通しての対象者の意見を活用した地域のアセスメントがで

きる

④近隣の地域、保健所、都道府県、国のデータと比較して、所属地

域の健康状態を判断できる

コメント (今後のア ドバイスなど)

20
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6。 平成23年度看護職員確保対策の予算 (案)

0
軍戚2毬無度養餞腱墨磯保対濃郵鎌素 C極賓ゝ

① 琶護H員確保対策特別事業 137百万円

彗護職員の慶孵防■ガ策をは Й た した総合的な彗護職員遣脳 策 tこ間 爽 硼 確 わ 携 幡 支援 を つ 。

2。 資 質 の 向 上 2,095百万 円

1) チ ーム疾店 の総合 的な祥・it 524百万円

:で,轟建整年姜蓼鼻,11

■10■ニユ:億霜
響靱 場 繭 螂

187:3‰1轟二:臨億闘 本轟襲鷹轟

※上記係数は、医政局における計数。

1。 看護職員確保対策の総合的推進 147百万 円

① チーム医療実証事業 【新規】※元気なθ本復活特局」枠 365百万円

重護師、葉洵師箸医療朗鷹″層の活層のを進やρ訓の〃太だよリデーる医療を推進 し、働 嚇 吻

義 務 笏 葬 化 ・負担軽減等を図るととしだ、質の 霧 医 療 ノービス を実現 ″ ゑ 斃 彪 多 巖 拓

策定 するデーム医療のガイバラインに基 ブく取組み /c~フクlζ そα 憂 遊 傷 雰 り 菊 厖 カ ラ。

② 薔護職員専門分野研修事業 【拡充】 132百万円

局度な技術葬 考 務 離 琶 翻 ″ 働 燿 物 助 ″る支援にな0え、新たに認定看護師を対象とした

従来よク勧骸И業務を″うため|こ必要な″彦たガする支援を″う。

③ 協働推進研修事業 【拡充】                        27百 万円

動 と言議″手との協働と連携 を促進 爽 磁 動 の琶護師等の″彦どガする支援|こ力0え、新た /c~π

来よ りも店広ι〕業務 を役 愛 勤 |こ必要な昴 家 功 する支援 を行う。

(2)新 人看講圃 昌研修の着実な梓進 1.181百万 円

① 新人看護職員研修事業 【拡充】 1,181百万円

新ス翫 郵 損 励 蒙 ″ 版

`淮
ガ ジ 渤 移 み 蒻

`普
及 を図るため、新た |こ新人潔艦″ 。新弘

助 動 診 肱 教育担当者 。実地婚導者 を対象とした研修″ガする支援 を 効 、新人重護職員″彦

|こ対 する支援の充実 を図る。

(3)質 の高 い看講臓 昌の奮成のための支援 242百万円

① 専門分野 (がん 0糖尿病)における質の高い看護師の育成 49百万円

力%及び糖尿病の憲者の言謹クZ蒻 菌 多 磁 つ 、臨床実践能力の高し
'寺

F■的な看護師の言成の

ための廊床実房フ彦だ〃する支メを″ラク

② 看護教員等の量成支援 193百万円

彗護教員の算の●■と確保を図るため、重護教員賛成講習会、実習指導者講習会及び看護教員の

経験|こ応じた継続研修|こ対する支援を″う。

(4)訪 FOq看護の推進 (訪間薔護推進事業)               64百 万円

○ 謝 舞 護 を推進するため、力 家 訪 じ
'C読

間看護推進協議会を設置伝 訪間看護ステーション種闘 グ

る総合的な想駿ガ広 訪間看護普及のための着弘 医療福祉鮭事者|こよる列嚇輪 誼露推わ携幡 支援″
"。

○ 誨問看護ステーシ″ α 孫 嚇螺 扱 び読問看護ステーション間の観 寂 琥勧
`硼

家 力 売 支援を行うθ

O在宅医療及び読問看護 を地域|こ浸透さごう 認 わ 在宅ターミナ
'し

ケア等|こ関多彩 材 ―ラム、講演会

等の普及啓発の取組みこヽ する支援 を行う。
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3。 離職の防止・復職の支援 2,011百万 円

(1)看護職員等の勤務環境の改善に向けた支援            1,863百 万円

① 病院内保育所運営事業 【拡充】 1,826百万円

デμを持つ音護職員や女性医師などの〃″勿■及び須″支店のため、病院内保竜所 (民助 のど

堂 ″凝縄深 急 藤児等保竜等を含夕 |こ対 する支援|こつク
'こ

嶽ただ″″深意を文」象 |こ力0えるな

ど更なう 傍 セ ツ 乙

② 短時間正規雇用等看護職員の多様な勤務形態導入支援事業 36百万円

医療機関|こあ〃る彗護職員の運保及 び定着 を図るため、短 靡 疑 朔 晟 物 ピ %様 な勤務形態の

若ス iこ対 する支援 を″う。

(2)助 産師の確保・活用の総合的な推進                 16百 万円

院内助産所・助産8W外来助産師等研修事業                 16百 万円

院庵助産所 。助産師外来の医療機関畜理音及び励嵐″への開笏仁ガする支援″
"。

(3)潜在看護職員の復職支援等 129百万円

① 潜在看護職員等復職研修事業 15百万円

麿在看護職員、潜在助産師等の夕″を促進残 磁 つ 、最新の知識 0技術等1こ関 する臨床実務研修

寺|こ文書する支援″ わ 。 〔港在鶴産師復職研修事業 を統合)

② 中央ナースセンター事業 114百万円

え ← ま職情報の提供な どの暦″ξ霧″野の再就業の促進 を図るノー//1ンク事業等|こ対 する支援を″ラ。

4。 養 成 力 の 確 保 4,576百 万 円

①

②

看護師等養成所運営事業

昌議髪髪誠所 び弓εttυ の髪凱功りる支援″″ラ。

着護師養成所修業年限延長促進事業

4,552百万円

3百万円

読 劉 萄
"鷲

″ 彦業年限延長1こ″う準備|こ必要な書任教員配置経費1こ対ブる支援″
"。

③ 助産師養成所開校促進事業、看護師養成所2年課程 (通信制)導入促進事業   18百 万円

(1)医療提供体制推進事業補助金 (統合補助金)       25,939百 万円の内数

① 看護師等養成所初度設備整備・教育環境改善設備整備事業 (公的立及び民間立分)

② 院内助産所 。助産師外来設備整備事業 (公的立及び民間立分)

(2)医療提供体制施設整備費交付金 (交付金)        4,928百 万円の内数

① 看護師等養成所施設整備 。修業年限延長整備事業 (民 FB5立分)

② 看護教員養成講習会施設整備事業 (公的立及び民間立分)

③ 病院内保育所施設整備事業、院内助産所 。助産師外来施設整備事業 (公的立及び民間立分)

④ 琶護師勤務環境改善施設整備事業、者護師宿舎施設整備事業 (民間立分)

動邸 燿霧りF・ 轟 鋤 笏 蒻 ″ 年課程睡信紗 の周設準痣だ″葬な勃 移賀寺配置経費|こ対 する支援を つ 。

5.そ の他設備・施設整備事業
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7.「看護の日J及び「看護週間」実施状況

【平成 22年度】

日 程   「看護の日」:平成 22年 5月 12日 (水 )

「看護週間」:平成 22年 5月 9日 (日 )～ 15日 (土 )

主 催  厚生労働省、社団法人 日本看護協会、

後 援  文部科学省、社団法人 日本医師会、社団法人 日本歯科医師会、

社団法人 日本薬剤師会及び社会福祉法人全国社会福祉協議会

協 賛  社団法人 日本病院会、社団法人 日本医療法人協会、社団法人 日本精神

科病院協会、社団法人全 日本病院協会、社団法人全国自治体病院協議

会、社団法人 日本助産師会、社団法人 日本精神科看護技術協会、財団

法人 日本訪問看護振興財団 他

中央行事  「看護フォーラム」の開催

開催 日 平成 22年 5月 9日 (日 )

会 場 よみ うリホール (千代田区有楽町)

テーマ 5月 12日 は看護の 日 看護の心をみんなの心に

全国行事  「ふれあい看護体験」、「出前授業」の実施
0「ふれあい看護体験」は看護週間を中心に病院、訪問看護ステーション、老

人保健施設などを中心に全国で約 2,500施設が実施 し、約 36,000人 が体験
。看護職が学校に出かけ教室で子供達に直接語 りかける「出前授業」は 11県
48箇所で実施 された。

【平成 23年度】

日 程   「看護の日」:平成 23年 5月 12日 (木 )

「看護週間」:平成 23年 5月 8日 (日 )～ 14日 (土 )

主 催  厚生労働省、社団法人 日本看護協会、

後 援  文部科学省、社団法人 日本医師会、社団法人 日本歯科医師会、

社団法人 日本薬斉」師会及び社会福祉法人社会福祉協議会

中央行事 忘れ られない看護エピソー ドの募集

開催 日 平成 23年 5月 14日 (土 )

会 場 日本看護協会 JNAホ ール (渋谷区神宮前 )

内 容 受賞作品発表、表彰等

テーマ 5月 12日 は看護の 日 看護の心をみんなの心に
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8.看護師等学校養成所の平成23年 4月 施設見込数及び定員見込数

国立看護大学校は、大学に計上。

調査時点での把握数であり、今後変更があり得る。

１

２

注

注

区 分

平成 22年 4月 現在 層 (新 識 ・ F目 洒 (澤 1上 ・ T 洞に) 平 成 23年 4月 見込

字校 数
(うち募集校 |

:学年定拝 総定員
字薇 叡

(募 集再開被
学年定澤 総定員

字校数
(募 集中止校

1学年定虜 総定員
字 硬 双

(うち募集校
1学年定員 総定員

保
健
師

大 学 192 ( 192) 15,404 15,404 6( 0) 425 425 0( 1 40 4 (197) 15,789 15,789

短期大学専攻科 7( 7) 1( 1 25 6( 6 160

養  成  所 26 (  25) 1,220 1,220 1( 2) ハ
υ 10〔 25 (  23 1,115 1,115

計 225 ( 224) 16,809 16,80C 6( 0 425 42C 2( 4) 229 ( 226) 17,064 17,064

助
産
師

大 学 院 10 ( 10) 144 288 2( 0) 34 ( 12) 161 322

大 学 専 攻 科 14 ( 14) 216 3( 0; 30 30 0( 0) 10 1 17( 17) 236

大 学 103 ( 103 8.467 8,467 1( 0) 85 0( 1 40 4C 104 ( 103) 8,512 8,512

短期大学専攻科 9( 8) 150 Ｆ
υ 0(  0 3 9( 8) 153

養  成  所 44 (  44 1,058 1,078 3( 0 82 2( 2) 70 45 (  451 1,070 1,090

△

言十 180 ( 10,035 10,19( 9( 0 234 2( 3) 120 ( 185) 10,132 10,31〔

看
護
師

３
年
課
程

大 学 193 ( 193) 15,504 61,526 7(

0(

０

　

０

１

　

　

２

2,460

60

0( 1 40 200 ( 199 16,079 63,82(

短 期 大 学 31 (  26 2,110 6,330 2( 0) 0 29 (  26) 2,130 う
０

養  成  所 510 ( 499 25,024 75,647 11( 0 560 1,680 7( 4) 290 514 ( 506) 25,294 76,45つ

計 734 ( 718) 42,638 143.503 18( 0 1,195 4,20C 9( 5) 1,03C 743 ( 731) 43,503 146,67〔

２
年
課
程

短 期 大 学

ガロ制
=再

掲)
3( 2
/  `    ′

450

350
９００
初

1( 0) 0 450

350
９０Ｃ
焔

高等学校専攻科 9( 9 400 80C 9( 9 400 80C

養  成  所

遍信制〔再掲)

211 ( 1901

″

`″

11,749

4イθ0
28,197

こθδ0

1( 0 ハ
υ 315 11( 7)

′

` 
の

500

θ

1,29C

ι

201 ( 184)

′/ ` ′の

11,354

44θθ

27,22,

こθ

“計 223 ( 201 12,599 29,897 1( 0 105 12( 7) 500 1,29C 212 ( 12,204 28,92,

高等学校及び専攻科一貫教育 74 (  72 3,765 18,795 74 (  72) 3,765 18,79こ

計 1,031 ( 991 59,002 192,195 19( 0 1,300 4,51C 21 ( 830 2,32C 1,029 ( 998) 59,472 194,39C

准
看
護
師

高等学校衛生看護科 21( 17 860 2,66C 3( 0) 0 〔 18(  17) 860 2,66C

養 成 所 239 ( 233 11,073 22,146 1( 1 130 8( 4 57C 232 ( 230) 10,918 21,83(

計
△ 260 ( 250 11,933 24,806 1( 1 ●

０ 26C 11( 4) 285 Ａ
υ 250 ( 247) 11,778 24,49(

総 計 1,696 (1,644 97,779 244,009 35 (   1 2,072 5,434 36 (  23) 1,405 3,18〔 1,695 (1,656) 98,446 246,26〔




